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高槻市薬剤師会　常務理事 芦田　泰弦　

 　　　　（敬称略）

司会・まとめ

出席者

木村　第四内科、神経内科の教授をしておりま
す。医療連携室長、及び難病総合センターのセ
ンター長を兼任しております。

谷本　3月までは高槻市保健所に勤務しておりまし
たが、現在は、高槻市健康福祉部長寿介護課、
高齢者対策の部門で仕事をしております。

米田　大阪医科大学、神経精神医学教室の教
授です。精神科の中では物忘れ外来という高齢
者を中心とした専門外来をやっておりますが、それ
と共に大阪医科大学医師会の会長、高槻市社
会福祉審議会では高齢者分科会の委員、高槻
市医師会では高齢者対象の委員としても参加し、
さまざまな中で貢献できればと活動しております。

林　大阪医科大学訪問看護ステーションの管理
者をさせていただいております。大阪医科大学附
属病院で病棟責任者をさせていただき平成27年
訪問看護ステーション開設から管理者をさせてい
ただいております。

芦田　高槻市薬剤師会の常務理事を務めており
ます。薬剤師会では毎月第３土曜日に研修会を実
施しています。それ以外では学校薬剤師、認定
薬剤師の審査会などにも参加させていただいてお
ります。

島津　宮田診療所の医師で、高槻市医師会の
在宅医療、高齢者対策の担当理事をしておりま
す。地域包括ケアシステムづくり、在宅医師の育
成が早急に必要なこととして捉えております。

瀧井　一昨年の4月に大阪医科大学三島南病院
副院長として赴任させて頂きました。特務教授と
内科統括部長という役職も拝命しております。入
院患者さんは十数名担当しており、高齢の患者
様に毎日接しています。三島南病院は学校法人
の214床のケアミックス型病院で、急性期病棟、
回復期病棟、療養病棟、そして本日のテーマで
ある地域包括ケア病棟も41床あります。

小野　大阪医科大学附属病院に広域医療連携
センターというのがあり、その中の患者総合相談

室の副室長を務めさせていただいております。医
療ソーシャルワーカーとして30年近くやっておりま
す。難病総合センターも任せていただき、いろい
ろな事業もしておりますので、地域のことをお話で
きればと思っています。

木村　本日は、この地域の連携に関わるエキス
パートの方たちにお集まりいただき座談会を開催す
ることとなりました。地域における医療連携は、
あったら良いというようなことではなく、なくてはなら
ないというのが現状だと思います。座談会を行うに
あたり、地域連携の新たな目指すところをみなさん
と検討していきたいと思います。
　まず、コミュニティーベースというマクロの観点か
ら、『健康のまちづくり高槻』というキャチフレーズ
の元で、主に認知症、感染症、難病行政、在
宅支援、看取り、そして介護予防といった点につ
いてお話しいただき、議論していきたいと思います。
まずは、谷本先生から地域連携の推進にあたり、
高槻市としてどのように取り組んでいるのかを　お
話しいただきたいと思います。

谷本　高槻市の高齢者の現状について紹介させ
ていただきます。65歳以上の高齢者の割合は全
国より高く、平成29年は28.5%という非常に高い割
合となっています。そのような中、高槻市は介護
予防にすごく力を入れています。平成30年度から
の高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定
にあたり、高齢者に対して二つの調査を行いまし
た。その結果を資料としてお持ちしています。『在
宅介護実態調査』では、有効回答が725件。要
介護の方でどのような病気が多いかというと、認知
症は全体として最も有病率が高く、要介護1・2の
方で73.3%、要介護4・5の方では14.3%の有病

率となっています。軽度の要支援1・2の方では、
筋骨格系疾患が62.3%と最も多くなっていて、筋
骨格系を予防していく必要があるということがわか
ります。『介護保険・高齢者福祉に関するアン
ケート調査』は要介護認定を受けていないか、要
支援認定を受けている65歳以上の方を対象とし、
有効回答数は1,269件でした。健康について不安
に感じていることは「運動不足」という回答が「特
にない」に次いで最も多く、運動したいがチャンス
がないということで、健康意識が高いこともわかり
ます。高槻市ではここ数年、市民の方が自主的
に、コミュニティの中で『高槻ますます元気体操』
をやっていただこうという取り組みを行っていて、
『高槻ますます元気体操 実施拠点紹介マップ』と
いう冊子を作成し、200以上ある実施グループの
所在地一覧を12箇所の地域包括ケアセンターの
圏域毎に掲載し、イラストでわかりやすく体操の紹
介もしています。月１回～4回から、毎日実施して
いるグループもあり、高槻市は、要介護認定の中
でもより重度の方が少ないという効果を得ていま
す。また、地域での取り組みを後押しするものとし
て『健幸パスポート』という手帳があります。毎年
4月に新しいものが配付され、ポイントを貯めるとタ
オルやTシャツなどの記念品がもらえます。現在、
6,000名以上が参加されています。

木村　高齢者が28.5%という高槻において、いわ
ゆるロコモティブシンドロームを、や運動不足を含
めて、いかに解消していくかということで、このよう
なマップやパスポートを作っていただいているという
ことですが、実際、利用されている方はいらっしゃ

いますか？

林　いらっしゃいます。ご家族の方で健康体操の
取り組みを地域で中心になってやってくださってい
る方とか、地域のコミュニティで参加しているとおっ
しゃってくださる方もいます。健康体操だけでなく、
誤嚥防止についての体操も市で作られています。
興味を持って、勉強会に参加してくださる方、ご
家族の方もいらっしゃいます。

木村　医師会の方で、何かバックアップしている
というようなことはありますか？

島津　医師会でバックアップというのはないですね
…。

谷本　先生が、こういうのに「参加してみたら？」
と言ってくださることが、ものすごく…

木村　重要ということですね。

島津　医師会というより開業医として、運動不足
を解消するために、こういうコミュニティがあるから、
参加したらというようなことは勧めますよ。

谷本　ありがとうございます。もう、その一言がす
ごく大切なんです。

島津　この冊子は医師会の会員には配っていまし
て、各医院では見てもらうようにしています。

木村　もう一つの話題として、認知機能の維持に
ついてなんですが。

谷本　平成29年度から、徘徊の高齢者がいたら、
高槻警察から必ず高槻市へ連絡をいただくように
なっています。年間約200件の通報があるのが現
状です。高槻市では『見守り安心ネットワークシー
ル』というものを用意しています。認知症による徘
徊に不安のある方の衣服や鞄などに貼っていただ
くシールで、QRコードを読み取ると高槻市役所の
担当課、高槻警察の電話番号、またシールに記
載された個人番号から身元が判明でき、ご家族

へ直ちに連絡、お迎えに来ていただけるようになっ
ています。

現在、徘徊高齢者SOSネットワークでこのシールを
お配りしているのは、徘徊の既往があって、市に
事前に登録していただいている300名位の方です
けども、登録に来ていただいた方には、一人あた
り10シートをお渡しして、普段身につけるものに貼っ
ていただくようにしています。

木村　シートをもらえる場所は、唯一市役所でしょ
うか？

谷本　長寿介護課に来ていただくと、登録させて
いただきますので、その番号で、どなたかわかるよ
うになっています。QRコードに個人情報を入れる
ことはできないので、番号を記入してもらいます。

小野　シートにお名前を書くこともできないですから
ね。

谷本　高槻警察を通じて、大阪府下全て、高槻
市がこういうことをやっているということは、情報共
有させていただいています。
　もうひとつ認知症対策として、平成29年7月から
認知症初期集中支援チームが設置されました。こ
れは、初期の段階で、早期の対応を専門の認定
医、看護師、社会福祉士等が対応することで、
今まで困難だった方も、地域で過ごすことができる
ようにサポートするものです。できる限り地域の、
例えばかかりつけ医、歯科医、薬剤師の方々か
ら、普段の気づきの中での情報をいただきたいと
いうのが、お願いしたいことです。

木村　これからの試みということですね。では、
薬剤師の立場からはいかがですか？

芦田　薬剤師会では、認知症対応力向上研修
会というのがありまして、そこでは『気づきと連携』
ということが言われています。いつも元気で来局さ
れる方が今日は少しおかしい、というようなことに気
づいて、連携していかなければならないということ
ですね。

木村　認知症の専門の立場から、大阪医科大
学と高槻市の共同事業、人材育成事業について、
専門医の立場からお話しいただけますか。

米田　それぞれの診療科で高齢者に対する対応
は行っていますが、例えば、大学の『物忘れ外来』
は何を目的としているのか。大学には先端の医療
機器があるということで、非常に早期の、いわゆ
る軽度認知機能障害、まだ認知症とは診断され
ていない前の段階で把握し、発症予防につなげ
ていくということが大きな柱となっています。そういっ
た先端の医療環境というものを広く知っていただく
ためにも、高槻市と共同で人材教育を進めていこ
うと考えています。柱は４つ。認知症の早期対
応、オーラルケア、リハビリ、栄養です。オーラル
ケアによってどのような疾患を予防できるのか、リハ
ビリテーションを中心として、運動機能疾患をどの
ように防いでいくかという先端の知識、非常に大き
な問題となっている高齢者の栄養のメカニズムな
ど、医学的な立場からいろいろな職種の方に学ん
でいただくというものです。

木村　4つの柱のいずれもが、介護予防につなが
る重要なテーマだと思いますが、これについて何
かありますか。

瀧井　高齢の入院患者さんに内科的なリハビリを

オーダーする場合、廃用症候群という病名をつけ
ることが多いです。高齢の方は安静にしていると、
一般的に種々の機能が低下します。運動機能だ
けではなく、内臓機能も含めて広い意味での廃用
であり、やはり体を動かすことは重要であると思い
ます。三島南病院にはオーラルケアの部門はあり
ませんが、栄養指導やNSTの活動が活発です。
経管栄養における適切な注入食の選択など、栄
養も高齢者にとっては重要な課題であると思いま
す。

木村　それ以外に、サルコペニア、フレイルなど
で代表されるように、栄養は大変大事なことだと思
います。これまでは、どのようにこの地域で病気を
予防していくかという連携についてお話をしていた
だきました。では、次に病気になった時にどのよう
に連携していくのか。難病を代表として行政とタイ
アップしながら連携するというのがありますが、その
点はいかがですか？

谷本　難病の患者に対しては、保健師が地域で
支援させていただいています。難病法が施行され
て、その指定は大阪府が審査等を行い、高槻市
はその補助を行っています。今まで特定疾患に該
当し、難病法が施行後は経過措置であった患者
が、平成30年1月1日に全て統一され、不認定の
方には通知書が送付されている状況です。

木村　難病に関しては、平成27年に難病新法が
立ち上がって、ちょうど3年が経過して、経過措置

が終了する段階において、いろいろ混乱している
ところがあり、それに対しての対応ということだと思
いますが。

谷本　そうです。地域包括支援というのは、難病
がモデルケースになると考えています。非常に医
療と介護や福祉が密接にならないと難病患者の支
援は難しいからです。

木村　大阪医科大学でも平成27年の難病新法の
発足と同時に難病総合センターを立ち上げ、市の
実質的な拠点病院としての役割を果たしています
が、もともと高槻市、茨木、摂津を含めた三島医
療圏においての長年のネットワークを中心に主宰を
させていただいていたという経緯があったからです
ね。

小野　１１年目になりますが、三島難病医療ネット
ワーク会議というのを開催しています。どうして大
阪医科大学が事務局になったかといいますと、高
槻市が中核市となって大阪府から離れましたので、
茨木保健所は大阪府、高槻保健所は高槻市とい
うように、二つの行政になってしまいましたので、
大阪医科大学が事務局となって地域のネットワーク
を作ろうということで開催しています。最初は地域
の病院の医師と保健師の集まりでしたが、11年と
もなるとさまざまな職種が入り、ケアマネジャー、訪
問看護師、最後になって歯科医師会に入ってい
ただきました、パーキンソン病の『服薬支援手帳』
は、３つの薬剤師会にご協力いただいて作成しま
した。またALSがまずモデルになるだろうということ
で、在宅に戻っていただくときの在宅療養チェック
リストから作りましたが、それを広めるために保健
師との協力が今は一番かと思っています。どうして

も退院前カンファレンスとなると、さまざまな職種の
方に集まっていただき、情報を共有し、在宅に帰
られても何か困ったことがあれば、大阪医科大学
の方で引き受けるというように、実務を伴いながら、
こういう会議も行っているのが現状です。

木村　『服薬支援手帳』は、パーキンソンだけの、
疾患特異的な手帳になるわけですが、ひとつの医
薬連携をカタチにしたものですね。

芦田　薬剤師会の方でも、これを会員に配布した
り、実際、木村先生に来ていただき、薬剤師会
の研修会で講演をいただいたりして、勉強もさせ
ていただいています。

木村　個別なタイプ、各疾患における特異性があ
るので、それを活かした連携をこういうカタチで作っ
ていくのは一つの方法かと思います。特に難病の
場合は、多職種の連携が重要なポイントになりま
すので、訪問看護としても難病を含めて関与され
ていると思います。

林　はい。難病センターですので、保健師さんと
の連携ですとか、もちろん、大学病院から在宅へ
帰られる時、また、在宅でどうしてもお困りのことな
ど、地域からのお声がけをもう一度大学へ報告、
確認し、難病センターへ問い合わせ、今までの経
過を確認したり、担当の保健師と連携をとるなどし
ています。私たちが難病の方に入る場合は、医
療保険での訪問看護になりますので、介護保険を
きっちり申請していただくなど、生活支援の部分が
重要だと思っています。疾患のことは大学の先生
方、お薬のコントロールは薬剤師がいます。看護
師はその橋渡しができる、全体的な医療がわかり、
介護のこともわかるというのは看護師だけだと思い
ます。介護職には医療のことはわかりませんし、
医師には生活のことはなかなかわかりません。看
護師はトータルでそこを見ていけるので、医療の
先生方との連携、介護の方では、ケアマネジャー
と生活支援をしてくださるヘルパーとの連携というと
ころの、コーディネーターの役割が重要だと考え、
活動しています。

木村　疾患がもたらす障害を持って、どのように
生活していくかということですね。一般病院の立場
で、三島南病院には一般病棟の他に、回復、リ

ハビリ、療養型、地域包括と、いろいろな機能を
併せ持った病棟がありますが、難病に限らず、全
体の連携は？

瀧井　連携ということを考えますと、多職種協働と
いうことがキーワードになってくると思います。医師
は疾患、疾病を診て、生活の面まではなかなか
思い浮かばないというのが現状です。多職種協
働はチーム医療にも通じます。地域医療連携室に
は社会福祉士という専門職の方がおられて業務に
あたっています。地域医療包括センターとして、
訪問看護ステーション、ケアプランセンター、デイ
ケアセンターの部門があり、在宅医療に向けての
取り組みをされています。また、長期間介護をされ
ているご家族の休息のための一時的な入院、す
なわちレスパイト入院というものがあります。入院期
間は1～2週間、原則3カ月以上の間隔を取っても
らうなど、現在規定を作成中です。今後の高齢
化社会において、大事な医療システムになってくる
と思います。

木村　重要な在宅医療を継続していただくために
も、レスパイトが必要となるということですね。

島津　高槻市医師会では、昨年からレスパイト入
院という言葉を使い、高槻市内の総合病院で対
応していただくようになり、『かかりつけ医・在宅ケ
ア 支援システムハンドブック』に利用のご案内の
文章を掲載し、患者用の説明書、そのマニュア
ルなどをつけています。

木村　アンケートでは、訪問看護の立場から、医
師との連携が一番難しいというのが挙がってきます
が、どうですか？

林　ご利用者様には、できる限りかかりつけ医を
持っていただくようにお願いしています。、在宅医
の先生との連携については、診療時間内に緊急
時以外はお電話をおかけするわけにはいかないの
で、FAXがよいとか、メールがよいとか、先生方
に連携の方法をお尋ねしています。特に利用者の
状態変化がある場合には、密に連絡を取らなけれ
ばならないので、それぞれ媒体を工夫しながら連
携させていただいています。在宅医療に取り組ん
でくださる開業医は増えてきたと思います。でも連
携の中で一番大切なことは、最初に緊急時の対
応策を利用者やご家族を含め在宅チームで決定
しておくことですね。退院時のカンファレンスでは、
患者の意思決定についてもしっかり支援していま
す。

木村　介護との連携、地域包括ケアとの連携と
いう点で、高槻市の現状はどうですか？

林　在宅では、サービス担当者会議という会議が
あります。実際に利用者の家にサービスを提供し
ている職種全員が集まります。かかりつけ医の先
生が来てくださる場合もありますし、薬剤師、ヘル
パー、デイサービスを使っていらっしゃる方はデイ
サービスの担当者、訪問看護なら訪問看護師や
リハビルスタッフ、ケアマネジャー、必要であれば
行政の方や保健師の方にも来ていただきます。介
護保険だけでは足りず、福祉サービスを活用する
場合はアドバイスが必要になるからです。本人が
どんなふうに療養生活を続けたいのか意思を確認
し、全員で話し合いを行い、それぞれが専門職
の立場で役割を担っていくのか確認していくとので
連携は上手くできていると思います。

木村　では、在宅の話に移りたいと思いますが、
行政の立場からお願いします。

谷本　介護保険を使っている方は、キーとなるの
がケアマネジャーなんです。本人に寄り添い、常
にいていただく方なので、医療情報を知っておい
ていただかなければならないと思います。会議で
集まる人に対して発信するのもケアマネジャーです
が、なかなか医療の知識までは難しいところもあり、
今年度はケアマネジャーに対して医療についての
研修を行い、知識を深めていただく取り組みを行っ
ています。

島津　以前、医師会の方では、在宅で使う材料
について研修を行ったことがありますね。

谷本　行政からの取り組みはもちろんですが、ケ
アマネジャーでも服薬支援手帳を知らない人もいま
すので、ぜひとも医療の方からも情報を提供して
いただきたいと思います。

林　ケアマネジャーは月一回の訪問が規定です。
看護師の方が訪問頻度も高いので、何かあれば
医師、ケアマネジャーには報告しています。生活
支援の部分で困っていることがあるようなら、プラ
ンの変更もしてもらっています。ケアマネジャーとの
連携という点では、医療的にどうしたらよいのかと
思ったら、まず訪問看護師に相談してくださいとお
話しています。

木村　在宅を担っていただくのはかかりつけ医で
すので、医師会の立場からはいかがですか？

島津　いかに医師を増やすか、増やさなければ
ならないというのが現状ですね。国の予算でコー
ディネーター事業というものに補助金をいただいて
おりまして、医師会としては在宅コーディネーター 3
名に入っていただき、開業医に直接訪問、電話
などで、訪問診療についての現状把握を行ってい
ます。在宅医を増やさなければならないので、希
望者に対して講習会を開いたり、同行訪問で実
際の現場を見ていただいたりなどの取り組みも行っ
ています。高槻市の在宅診療の現状と今後、在
宅死の割合、在宅を支える医療資源などのデータ
からも、訪問診療医を増やさなければならないこと
は明白です。

木村　今後増えていく看取りに対して、現在の正
確なデータづくりが重要ですね。2025年問題を考
える上でも大事だろうと思います。難病については
大阪府から委託を受け、難病在宅同行訪問とい
うのも同じようにさせていただき、特定機能病院が
できる在宅への補助、援助もさせていただいてい
ます。

小野　実際、同行訪問は専門医と開業医と三者
で行うことがありますし、サービス担当者会議では、
ケアマネジャーから知りたいことがあると質問を受
けることもあります。やはり、行けば生活が見えま
すし、広げたいと思いますが、どうしても同じ先生
になることが多いのが現状です。できる限り新しい
先生と同行したいのですが、病院に頼りたい患者
も多く、かかりつけ医を好まない方もいらっしゃって、
同行訪問で、家族、本人の説得から始めなけれ
ばならない場合もあります。さきほどのケアマネ
ジャーにいろいろ知ってほしいということでは、受託
事業のなかで、年に２回研修会を開き、ひとつは
地方などで行われている在宅医療・連携を学ぶと
いうこと、もうひとつは難病疾患をケアマネジャーに
も知ってもらうというようなことを毎年行っています。
次回は栄養の話を予定しています。
　同行訪問では開業医の方からも気軽に質問し
ていただけるので、自分の専門でない部分はどう
したらよいのか等、どのように連携していくかをしっ
かりと決めることもできます。現在歯科医を取り込も
うとしているのですが、なかなか口腔ケアにうまく繋
がらず、苦労しています。

島津　多職種連携会議では、歯科医の先生方
からも退院カンファレンスには一声かけていただき
たいという声はあがっています。

小野　一歩進みましたね。

林　歯科医師の先生方も在宅に対してかなり前
向きな取り組みを開始されていると思います。

島津　委託事業として、訪問歯科診療が行われ
ていて、訪問歯科コーディネーターも3名います。
ハンドブックに訪問歯科診療依頼書などもあります
が、なかなか利用されていないようです。
　ハンドブックは毎年改定しておりまして、情報共
有ということをテーマに、『連携時情報共有シート』
というものもあります。退院時のカンファレンスでは
今後の在宅医療に役立つものになりますし、その
人に関わるそれぞれが持つ情報を記入していけ
ば、緊急入院の際にも役立ちます。

林　在宅における薬剤師の役割も重要視されてき
ていて、システムもできつつありますが、いかがで
すか？

芦田　薬剤師の在宅訪問の現状をスライドでご紹
介します。高槻市薬剤師会のホームページ
（http://www.taka89.com）では、どこに薬局が
あるか検索できるシステムがあります。その中で在
宅サービスを行っている薬局を検索することができ
ます。高槻市では146件中97件、66%の薬局が
届出をしていますが、実際にフルに機能している薬
局は少なかったりしますので、この点を整備したい
と薬剤師会では考え、指導、研修を行うため、訪
問看護師と合同の研修会を行いました。さまざまな
課題を残しながらも、現在進めているところです。

木村　まだスタートしたばかりで、課題は山積みで
しょうが、今後改善されていくということで、期待し
たいと思います。先ほどの医療情報について、災
害対策も含め、どのように管理していくかという点
で、高槻市として行っていただいていることは？

谷本　高槻市では冷蔵庫に保管していただく『救
急医療情報キット』というものを用意しています。
主に65歳以上の高齢者、日中高齢者世帯に民生
委員が届け、医療情報を記入していただくように
説明しています。現在、延べ１万件くらいに配付
しています。平成23年から始めてきていますが、
本年度は医療機関からもっと普及してほしいという
お声をいただき、今回、医師会および歯科医師
会、薬剤師会の先生方の監修をいただき、記入
する用紙を改定しました。
　このキットが冷蔵庫に
保管されていることを示す
ステッカーを冷蔵庫と玄関
ドアの内側に貼っていた
だくことになっています。
救急時には救急隊員が
ステッカーを確認すること
で、キットが置いてあると
判断します。これを広め
るために、高槻市の救急
隊と共に、また各病院に説明に伺っています。患
者が退院する際にお渡しいただける病院もありま
す。

木村　情報が古くないか、アップデートされている
かどうかが問題だと思いますが。

谷本　情報は常に更新していただくように、毎年

紙の色を変更して発行します。29年度はピンク、
30年度は緑です。

林　私たちも訪問の際、「冷蔵庫に入っています
か？」とお聞きして、見せていただきます。入って
いなければ担当の民生委員にお願いしたりもしま
す。

芦田　ほしいとおっしゃる方には、どこで入手した
らよいのですか？

谷本　基本は民生委員を通してですが、長寿介
護課の窓口で配付します。認知症の方など、情
報が正しいかどうかということもありますので、今後
ともみなさまにはご協力をお願いしたいと思います。

小野　ところで、精神科の先生の訪問診療は少
ないようですが、難しいのでしょうか？

米田　マンパワーと時間の問題ですね。医者も働
き方改革をいわれる時代ですから…。

島津　医師会でも、在宅医療、かかりつけ医に
ついての課題は多いように認識しています。

林　在宅療養中の方で先に訪問看護でご依頼を
受けた場合には、利用者の意向や生活状況を確
認して在宅医が必要かどうかを検討したうえで先
生方に介入のご相談をするような連携役を担うこと
もあります。緊急対応時もまずは訪問看護がお受
けして、先生にご報告してご指示をいただいて対
応しています。

瀧井　それに関しては『特定行為に係る看護師
の研修制度』が始まりましたね。三島南病院から
も研修に行かれている方がおられます。看護師に
医師業務の一部を担ってもらうということになるわけ
ですね。

林　ＩＣＴを利用した死亡診断等ガイドラインが厚
生労働省から提示されました。在宅医療での看
取りの場合、医師が看取りの場に立ち会えない場
合にＩＣＴ等を活用して提携し、看護師が医師の

指示を受けて死亡診断書に医師の名前を代筆し
てもよいというようなことに…。もちろん研修を受け、
医師との連携がきっちりとできていなければなりませ
んが、国の施策として在宅看取りを増やしていくと
いう考えから、死亡診断等ガイドラインが提示され
たり、特定行為研修であったり、医行為のところ
に看護師の役割が拡大していくのだと思います。

木村　患者側の医療のニーズに応えるためにも職
種連携、地域連携をしていかなければならないと
いうことになるわけですね。これだけ大切な地域連
携ということを、我 も々医師になってから学ぶわけ
ですが、これを医学教育の中でどのように取り入
れていくのかということ、そういう意識を学生の時
代から持ってもらうことも大事だと思いますが、いか
がでしょう？

米田　医学教育の中での大きな流れは、できるだ
け現場で、どれだけ学生自身が学ぶ機会を作る
のかという、主体的な学びの姿勢を培っていこう
と、カリキュラムを変更しているわけです。クリニカ
ル・クラークシップという名前で、実際に医行為に
近いところまで行ってよいという、Student Doctor
制というのも導入されていますし、我々の大学での
地域医療に関しては3回生、4回生に座学で知識
を入れ込んでいき、教室を横断的に加齢高齢者
コースというのはその典型だと思いますが、非常に
沢山の教室が集まって、一つのコースをつくりあげ
ていくというような形の教育も行っています。公衆
衛生も地域医療では非常に重要なポイントにもなる
ので、教育をしていただき、特に６回生の選択臨
床実習では、実習先にかなり多くの診療所も入っ
ていますし、地域の病院もかなり多く入っています
ので、実際の現場で経験をしてもらうことになって
います。

を知らなかったというようなことがあります。結核は
主に公費で治療するので、医師からの届出がい
かに重要かとか、最後まで薬を飲み切り耐性菌を
つくらないことだとか、地域での取り組みは実体験
で感じてもらうしかないと、思っておりますので、今
後も、地域医療を経験してほしいと思います。

米田　私も学生時代に公衆衛生の実習で結核の
ことをやりましたが、こんなにも結核の多い地域が
あるのかと、驚いたことがあります。そういう経験
は残るんですよね。

木村　薬剤師の方 も々こういう知識を持っている必
要がありますね…

芦田　薬剤師にもいろいろな知識は必要ですし、
薬局が気軽に相談できる窓口にならなければなら

　時間的にも厳しいところもありますし、学部学生
に高いところを求めるのは難しいかもしれませんが、
初期臨床研修で地域医療は必修科目になってい
ますので、それをどれだけ有効に活用するか、彼
らはもう医師免許を持っていますので、かなりのと
ころはできるはず。地域医療はだいたい主要科目
の初期研修を終えた後で設定されていることが多
いので、もっと実践的な現場というのを学ぶ機会
は大きいと思います。学生時代に3カ月かかったも
のを研修医時代には2～ 3週間で学べるというよう
な濃密な時間を過ごせると思いますから、できるだ
け活用できるプログラムづくりが必要でしょうし、地
域医療にもっと力を入れているような、またそういっ
た勉強の機会があるような病院にしていかなくては
ならないのではないかと思います。

小野　看護もそうですよね。訪問看護師のところ
へ実習に行ったりしていますよね。

林　まだ、やっと軌道に乗ってきたところですが、
看護学部の在宅看護研修を受け入れたり、病院
看護師の在宅研修を受けたり、少しずつでも生活
の視点を持ってもらうように、急性期病院で働いて
いたとしても、退院後の生活を見据えた看護が必
要なので、この生活の視点を少しでも理解してもら
えればと、取り組んでいるところです。

木村　これだけ密に地域の連携が行われている
場所で人材育成を考えると、教育面は非常に大
事なことになりますね。

谷本　私が保健所にいた時にも研修医が回ってき
てくれましたが、医学教育で結核という講義が少
なかったんですね。ですが、現在高齢者の結核
患者がどんどん増加しています。研修医も実際に
地域に出てみないと、こういう病気があるということ

ないと思っています。例えば、毎月、認知症カフェ
を開いたり、薬局にも管理栄養士を置き、栄養相
談を受けたりもしています。

林　地域包括にも管理栄養士がいらっしゃるところ
もありますが、これから考えなければならないのは、
そこには何の報酬もつかないので、完全にボラン
ティアになってしまっているということです。

芦田　在宅医療をやりたい管理栄養士は多いん
ですけどね。

島津　医師会のハンドブックには、高槻市栄養士
会との連携による在宅患者訪問栄養食事指導と
いうのがあります。これには自費が発生します。こ
ういうこともしてはいますが、なかなか利用される方
はいらっしゃいませんね。

林　在宅のおける栄養管理指導などに、報酬が
つくように高槻市が始めてくれれば、全国初になる
んですけどね。

木村　現状の問題点、今後の課題としての提言
もいただき、ありがとうございます。この地域ネット
ワークがますます発展することが地域力をアップさ
せ、健康なまちづくりにつながっていくだろうと思い
ます。本日は、ありがとうございました。

左より、谷本先生、小野医療ソーシャルワーカー、瀧井先生、木村先生、米田先生、島津先生，芦田薬剤師、林看護師



木村　第四内科、神経内科の教授をしておりま
す。医療連携室長、及び難病総合センターのセ
ンター長を兼任しております。

谷本　3月までは高槻市保健所に勤務しておりまし
たが、現在は、高槻市健康福祉部長寿介護課、
高齢者対策の部門で仕事をしております。

米田　大阪医科大学、神経精神医学教室の教
授です。精神科の中では物忘れ外来という高齢
者を中心とした専門外来をやっておりますが、それ
と共に大阪医科大学医師会の会長、高槻市社
会福祉審議会では高齢者分科会の委員、高槻
市医師会では高齢者対象の委員としても参加し、
さまざまな中で貢献できればと活動しております。

林　大阪医科大学訪問看護ステーションの管理
者をさせていただいております。大阪医科大学附
属病院で病棟責任者をさせていただき平成27年
訪問看護ステーション開設から管理者をさせてい
ただいております。

芦田　高槻市薬剤師会の常務理事を務めており
ます。薬剤師会では毎月第３土曜日に研修会を実
施しています。それ以外では学校薬剤師、認定
薬剤師の審査会などにも参加させていただいてお
ります。

島津　宮田診療所の医師で、高槻市医師会の
在宅医療、高齢者対策の担当理事をしておりま
す。地域包括ケアシステムづくり、在宅医師の育
成が早急に必要なこととして捉えております。

瀧井　一昨年の4月に大阪医科大学三島南病院
副院長として赴任させて頂きました。特務教授と
内科統括部長という役職も拝命しております。入
院患者さんは十数名担当しており、高齢の患者
様に毎日接しています。三島南病院は学校法人
の214床のケアミックス型病院で、急性期病棟、
回復期病棟、療養病棟、そして本日のテーマで
ある地域包括ケア病棟も41床あります。

小野　大阪医科大学附属病院に広域医療連携
センターというのがあり、その中の患者総合相談

●特集● 座談会
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「大阪医科大学における地域包括ケア」

健康のまちづくり高槻の現状

室の副室長を務めさせていただいております。医
療ソーシャルワーカーとして30年近くやっておりま
す。難病総合センターも任せていただき、いろい
ろな事業もしておりますので、地域のことをお話で
きればと思っています。

木村　本日は、この地域の連携に関わるエキス
パートの方たちにお集まりいただき座談会を開催す
ることとなりました。地域における医療連携は、
あったら良いというようなことではなく、なくてはなら
ないというのが現状だと思います。座談会を行うに
あたり、地域連携の新たな目指すところをみなさん
と検討していきたいと思います。
　まず、コミュニティーベースというマクロの観点か
ら、『健康のまちづくり高槻』というキャチフレーズ
の元で、主に認知症、感染症、難病行政、在
宅支援、看取り、そして介護予防といった点につ
いてお話しいただき、議論していきたいと思います。
まずは、谷本先生から地域連携の推進にあたり、
高槻市としてどのように取り組んでいるのかを　お
話しいただきたいと思います。

谷本　高槻市の高齢者の現状について紹介させ
ていただきます。65歳以上の高齢者の割合は全
国より高く、平成29年は28.5%という非常に高い割
合となっています。そのような中、高槻市は介護
予防にすごく力を入れています。平成30年度から
の高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定
にあたり、高齢者に対して二つの調査を行いまし
た。その結果を資料としてお持ちしています。『在
宅介護実態調査』では、有効回答が725件。要
介護の方でどのような病気が多いかというと、認知
症は全体として最も有病率が高く、要介護1・2の
方で73.3%、要介護4・5の方では14.3%の有病

率となっています。軽度の要支援1・2の方では、
筋骨格系疾患が62.3%と最も多くなっていて、筋
骨格系を予防していく必要があるということがわか
ります。『介護保険・高齢者福祉に関するアン
ケート調査』は要介護認定を受けていないか、要
支援認定を受けている65歳以上の方を対象とし、
有効回答数は1,269件でした。健康について不安
に感じていることは「運動不足」という回答が「特
にない」に次いで最も多く、運動したいがチャンス
がないということで、健康意識が高いこともわかり
ます。高槻市ではここ数年、市民の方が自主的
に、コミュニティの中で『高槻ますます元気体操』
をやっていただこうという取り組みを行っていて、
『高槻ますます元気体操 実施拠点紹介マップ』と
いう冊子を作成し、200以上ある実施グループの
所在地一覧を12箇所の地域包括ケアセンターの
圏域毎に掲載し、イラストでわかりやすく体操の紹
介もしています。月１回～4回から、毎日実施して
いるグループもあり、高槻市は、要介護認定の中
でもより重度の方が少ないという効果を得ていま
す。また、地域での取り組みを後押しするものとし
て『健幸パスポート』という手帳があります。毎年
4月に新しいものが配付され、ポイントを貯めるとタ
オルやTシャツなどの記念品がもらえます。現在、
6,000名以上が参加されています。

木村　高齢者が28.5%という高槻において、いわ
ゆるロコモティブシンドロームを、や運動不足を含
めて、いかに解消していくかということで、このよう
なマップやパスポートを作っていただいているという
ことですが、実際、利用されている方はいらっしゃ

いますか？

林　いらっしゃいます。ご家族の方で健康体操の
取り組みを地域で中心になってやってくださってい
る方とか、地域のコミュニティで参加しているとおっ
しゃってくださる方もいます。健康体操だけでなく、
誤嚥防止についての体操も市で作られています。
興味を持って、勉強会に参加してくださる方、ご
家族の方もいらっしゃいます。

木村　医師会の方で、何かバックアップしている
というようなことはありますか？

島津　医師会でバックアップというのはないですね
…。

谷本　先生が、こういうのに「参加してみたら？」
と言ってくださることが、ものすごく…

木村　重要ということですね。

島津　医師会というより開業医として、運動不足
を解消するために、こういうコミュニティがあるから、
参加したらというようなことは勧めますよ。

谷本　ありがとうございます。もう、その一言がす
ごく大切なんです。

島津　この冊子は医師会の会員には配っていまし
て、各医院では見てもらうようにしています。

木村　もう一つの話題として、認知機能の維持に
ついてなんですが。

谷本　平成29年度から、徘徊の高齢者がいたら、
高槻警察から必ず高槻市へ連絡をいただくように
なっています。年間約200件の通報があるのが現
状です。高槻市では『見守り安心ネットワークシー
ル』というものを用意しています。認知症による徘
徊に不安のある方の衣服や鞄などに貼っていただ
くシールで、QRコードを読み取ると高槻市役所の
担当課、高槻警察の電話番号、またシールに記
載された個人番号から身元が判明でき、ご家族

へ直ちに連絡、お迎えに来ていただけるようになっ
ています。

現在、徘徊高齢者SOSネットワークでこのシールを
お配りしているのは、徘徊の既往があって、市に
事前に登録していただいている300名位の方です
けども、登録に来ていただいた方には、一人あた
り10シートをお渡しして、普段身につけるものに貼っ
ていただくようにしています。

木村　シートをもらえる場所は、唯一市役所でしょ
うか？

谷本　長寿介護課に来ていただくと、登録させて
いただきますので、その番号で、どなたかわかるよ
うになっています。QRコードに個人情報を入れる
ことはできないので、番号を記入してもらいます。

小野　シートにお名前を書くこともできないですから
ね。

谷本　高槻警察を通じて、大阪府下全て、高槻
市がこういうことをやっているということは、情報共
有させていただいています。
　もうひとつ認知症対策として、平成29年7月から
認知症初期集中支援チームが設置されました。こ
れは、初期の段階で、早期の対応を専門の認定
医、看護師、社会福祉士等が対応することで、
今まで困難だった方も、地域で過ごすことができる
ようにサポートするものです。できる限り地域の、
例えばかかりつけ医、歯科医、薬剤師の方々か
ら、普段の気づきの中での情報をいただきたいと
いうのが、お願いしたいことです。

木村　これからの試みということですね。では、
薬剤師の立場からはいかがですか？

芦田　薬剤師会では、認知症対応力向上研修
会というのがありまして、そこでは『気づきと連携』
ということが言われています。いつも元気で来局さ
れる方が今日は少しおかしい、というようなことに気
づいて、連携していかなければならないということ
ですね。

木村　認知症の専門の立場から、大阪医科大
学と高槻市の共同事業、人材育成事業について、
専門医の立場からお話しいただけますか。

米田　それぞれの診療科で高齢者に対する対応
は行っていますが、例えば、大学の『物忘れ外来』
は何を目的としているのか。大学には先端の医療
機器があるということで、非常に早期の、いわゆ
る軽度認知機能障害、まだ認知症とは診断され
ていない前の段階で把握し、発症予防につなげ
ていくということが大きな柱となっています。そういっ
た先端の医療環境というものを広く知っていただく
ためにも、高槻市と共同で人材教育を進めていこ
うと考えています。柱は４つ。認知症の早期対
応、オーラルケア、リハビリ、栄養です。オーラル
ケアによってどのような疾患を予防できるのか、リハ
ビリテーションを中心として、運動機能疾患をどの
ように防いでいくかという先端の知識、非常に大き
な問題となっている高齢者の栄養のメカニズムな
ど、医学的な立場からいろいろな職種の方に学ん
でいただくというものです。

木村　4つの柱のいずれもが、介護予防につなが
る重要なテーマだと思いますが、これについて何
かありますか。

瀧井　高齢の入院患者さんに内科的なリハビリを

オーダーする場合、廃用症候群という病名をつけ
ることが多いです。高齢の方は安静にしていると、
一般的に種々の機能が低下します。運動機能だ
けではなく、内臓機能も含めて広い意味での廃用
であり、やはり体を動かすことは重要であると思い
ます。三島南病院にはオーラルケアの部門はあり
ませんが、栄養指導やNSTの活動が活発です。
経管栄養における適切な注入食の選択など、栄
養も高齢者にとっては重要な課題であると思いま
す。

木村　それ以外に、サルコペニア、フレイルなど
で代表されるように、栄養は大変大事なことだと思
います。これまでは、どのようにこの地域で病気を
予防していくかという連携についてお話をしていた
だきました。では、次に病気になった時にどのよう
に連携していくのか。難病を代表として行政とタイ
アップしながら連携するというのがありますが、その
点はいかがですか？

谷本　難病の患者に対しては、保健師が地域で
支援させていただいています。難病法が施行され
て、その指定は大阪府が審査等を行い、高槻市
はその補助を行っています。今まで特定疾患に該
当し、難病法が施行後は経過措置であった患者
が、平成30年1月1日に全て統一され、不認定の
方には通知書が送付されている状況です。

木村　難病に関しては、平成27年に難病新法が
立ち上がって、ちょうど3年が経過して、経過措置

が終了する段階において、いろいろ混乱している
ところがあり、それに対しての対応ということだと思
いますが。

谷本　そうです。地域包括支援というのは、難病
がモデルケースになると考えています。非常に医
療と介護や福祉が密接にならないと難病患者の支
援は難しいからです。

木村　大阪医科大学でも平成27年の難病新法の
発足と同時に難病総合センターを立ち上げ、市の
実質的な拠点病院としての役割を果たしています
が、もともと高槻市、茨木、摂津を含めた三島医
療圏においての長年のネットワークを中心に主宰を
させていただいていたという経緯があったからです
ね。

小野　１１年目になりますが、三島難病医療ネット
ワーク会議というのを開催しています。どうして大
阪医科大学が事務局になったかといいますと、高
槻市が中核市となって大阪府から離れましたので、
茨木保健所は大阪府、高槻保健所は高槻市とい
うように、二つの行政になってしまいましたので、
大阪医科大学が事務局となって地域のネットワーク
を作ろうということで開催しています。最初は地域
の病院の医師と保健師の集まりでしたが、11年と
もなるとさまざまな職種が入り、ケアマネジャー、訪
問看護師、最後になって歯科医師会に入ってい
ただきました、パーキンソン病の『服薬支援手帳』
は、３つの薬剤師会にご協力いただいて作成しま
した。またALSがまずモデルになるだろうということ
で、在宅に戻っていただくときの在宅療養チェック
リストから作りましたが、それを広めるために保健
師との協力が今は一番かと思っています。どうして

も退院前カンファレンスとなると、さまざまな職種の
方に集まっていただき、情報を共有し、在宅に帰
られても何か困ったことがあれば、大阪医科大学
の方で引き受けるというように、実務を伴いながら、
こういう会議も行っているのが現状です。

木村　『服薬支援手帳』は、パーキンソンだけの、
疾患特異的な手帳になるわけですが、ひとつの医
薬連携をカタチにしたものですね。

芦田　薬剤師会の方でも、これを会員に配布した
り、実際、木村先生に来ていただき、薬剤師会
の研修会で講演をいただいたりして、勉強もさせ
ていただいています。

木村　個別なタイプ、各疾患における特異性があ
るので、それを活かした連携をこういうカタチで作っ
ていくのは一つの方法かと思います。特に難病の
場合は、多職種の連携が重要なポイントになりま
すので、訪問看護としても難病を含めて関与され
ていると思います。

林　はい。難病センターですので、保健師さんと
の連携ですとか、もちろん、大学病院から在宅へ
帰られる時、また、在宅でどうしてもお困りのことな
ど、地域からのお声がけをもう一度大学へ報告、
確認し、難病センターへ問い合わせ、今までの経
過を確認したり、担当の保健師と連携をとるなどし
ています。私たちが難病の方に入る場合は、医
療保険での訪問看護になりますので、介護保険を
きっちり申請していただくなど、生活支援の部分が
重要だと思っています。疾患のことは大学の先生
方、お薬のコントロールは薬剤師がいます。看護
師はその橋渡しができる、全体的な医療がわかり、
介護のこともわかるというのは看護師だけだと思い
ます。介護職には医療のことはわかりませんし、
医師には生活のことはなかなかわかりません。看
護師はトータルでそこを見ていけるので、医療の
先生方との連携、介護の方では、ケアマネジャー
と生活支援をしてくださるヘルパーとの連携というと
ころの、コーディネーターの役割が重要だと考え、
活動しています。

木村　疾患がもたらす障害を持って、どのように
生活していくかということですね。一般病院の立場
で、三島南病院には一般病棟の他に、回復、リ

ハビリ、療養型、地域包括と、いろいろな機能を
併せ持った病棟がありますが、難病に限らず、全
体の連携は？

瀧井　連携ということを考えますと、多職種協働と
いうことがキーワードになってくると思います。医師
は疾患、疾病を診て、生活の面まではなかなか
思い浮かばないというのが現状です。多職種協
働はチーム医療にも通じます。地域医療連携室に
は社会福祉士という専門職の方がおられて業務に
あたっています。地域医療包括センターとして、
訪問看護ステーション、ケアプランセンター、デイ
ケアセンターの部門があり、在宅医療に向けての
取り組みをされています。また、長期間介護をされ
ているご家族の休息のための一時的な入院、す
なわちレスパイト入院というものがあります。入院期
間は1～2週間、原則3カ月以上の間隔を取っても
らうなど、現在規定を作成中です。今後の高齢
化社会において、大事な医療システムになってくる
と思います。

木村　重要な在宅医療を継続していただくために
も、レスパイトが必要となるということですね。

島津　高槻市医師会では、昨年からレスパイト入
院という言葉を使い、高槻市内の総合病院で対
応していただくようになり、『かかりつけ医・在宅ケ
ア 支援システムハンドブック』に利用のご案内の
文章を掲載し、患者用の説明書、そのマニュア
ルなどをつけています。

木村　アンケートでは、訪問看護の立場から、医
師との連携が一番難しいというのが挙がってきます
が、どうですか？

林　ご利用者様には、できる限りかかりつけ医を
持っていただくようにお願いしています。、在宅医
の先生との連携については、診療時間内に緊急
時以外はお電話をおかけするわけにはいかないの
で、FAXがよいとか、メールがよいとか、先生方
に連携の方法をお尋ねしています。特に利用者の
状態変化がある場合には、密に連絡を取らなけれ
ばならないので、それぞれ媒体を工夫しながら連
携させていただいています。在宅医療に取り組ん
でくださる開業医は増えてきたと思います。でも連
携の中で一番大切なことは、最初に緊急時の対
応策を利用者やご家族を含め在宅チームで決定
しておくことですね。退院時のカンファレンスでは、
患者の意思決定についてもしっかり支援していま
す。

木村　介護との連携、地域包括ケアとの連携と
いう点で、高槻市の現状はどうですか？

林　在宅では、サービス担当者会議という会議が
あります。実際に利用者の家にサービスを提供し
ている職種全員が集まります。かかりつけ医の先
生が来てくださる場合もありますし、薬剤師、ヘル
パー、デイサービスを使っていらっしゃる方はデイ
サービスの担当者、訪問看護なら訪問看護師や
リハビルスタッフ、ケアマネジャー、必要であれば
行政の方や保健師の方にも来ていただきます。介
護保険だけでは足りず、福祉サービスを活用する
場合はアドバイスが必要になるからです。本人が
どんなふうに療養生活を続けたいのか意思を確認
し、全員で話し合いを行い、それぞれが専門職
の立場で役割を担っていくのか確認していくとので
連携は上手くできていると思います。

木村　では、在宅の話に移りたいと思いますが、
行政の立場からお願いします。

谷本　介護保険を使っている方は、キーとなるの
がケアマネジャーなんです。本人に寄り添い、常
にいていただく方なので、医療情報を知っておい
ていただかなければならないと思います。会議で
集まる人に対して発信するのもケアマネジャーです
が、なかなか医療の知識までは難しいところもあり、
今年度はケアマネジャーに対して医療についての
研修を行い、知識を深めていただく取り組みを行っ
ています。

島津　以前、医師会の方では、在宅で使う材料
について研修を行ったことがありますね。

谷本　行政からの取り組みはもちろんですが、ケ
アマネジャーでも服薬支援手帳を知らない人もいま
すので、ぜひとも医療の方からも情報を提供して
いただきたいと思います。

林　ケアマネジャーは月一回の訪問が規定です。
看護師の方が訪問頻度も高いので、何かあれば
医師、ケアマネジャーには報告しています。生活
支援の部分で困っていることがあるようなら、プラ
ンの変更もしてもらっています。ケアマネジャーとの
連携という点では、医療的にどうしたらよいのかと
思ったら、まず訪問看護師に相談してくださいとお
話しています。

木村　在宅を担っていただくのはかかりつけ医で
すので、医師会の立場からはいかがですか？

島津　いかに医師を増やすか、増やさなければ
ならないというのが現状ですね。国の予算でコー
ディネーター事業というものに補助金をいただいて
おりまして、医師会としては在宅コーディネーター 3
名に入っていただき、開業医に直接訪問、電話
などで、訪問診療についての現状把握を行ってい
ます。在宅医を増やさなければならないので、希
望者に対して講習会を開いたり、同行訪問で実
際の現場を見ていただいたりなどの取り組みも行っ
ています。高槻市の在宅診療の現状と今後、在
宅死の割合、在宅を支える医療資源などのデータ
からも、訪問診療医を増やさなければならないこと
は明白です。

木村　今後増えていく看取りに対して、現在の正
確なデータづくりが重要ですね。2025年問題を考
える上でも大事だろうと思います。難病については
大阪府から委託を受け、難病在宅同行訪問とい
うのも同じようにさせていただき、特定機能病院が
できる在宅への補助、援助もさせていただいてい
ます。

小野　実際、同行訪問は専門医と開業医と三者
で行うことがありますし、サービス担当者会議では、
ケアマネジャーから知りたいことがあると質問を受
けることもあります。やはり、行けば生活が見えま
すし、広げたいと思いますが、どうしても同じ先生
になることが多いのが現状です。できる限り新しい
先生と同行したいのですが、病院に頼りたい患者
も多く、かかりつけ医を好まない方もいらっしゃって、
同行訪問で、家族、本人の説得から始めなけれ
ばならない場合もあります。さきほどのケアマネ
ジャーにいろいろ知ってほしいということでは、受託
事業のなかで、年に２回研修会を開き、ひとつは
地方などで行われている在宅医療・連携を学ぶと
いうこと、もうひとつは難病疾患をケアマネジャーに
も知ってもらうというようなことを毎年行っています。
次回は栄養の話を予定しています。
　同行訪問では開業医の方からも気軽に質問し
ていただけるので、自分の専門でない部分はどう
したらよいのか等、どのように連携していくかをしっ
かりと決めることもできます。現在歯科医を取り込も
うとしているのですが、なかなか口腔ケアにうまく繋
がらず、苦労しています。

島津　多職種連携会議では、歯科医の先生方
からも退院カンファレンスには一声かけていただき
たいという声はあがっています。

小野　一歩進みましたね。

林　歯科医師の先生方も在宅に対してかなり前
向きな取り組みを開始されていると思います。

島津　委託事業として、訪問歯科診療が行われ
ていて、訪問歯科コーディネーターも3名います。
ハンドブックに訪問歯科診療依頼書などもあります
が、なかなか利用されていないようです。
　ハンドブックは毎年改定しておりまして、情報共
有ということをテーマに、『連携時情報共有シート』
というものもあります。退院時のカンファレンスでは
今後の在宅医療に役立つものになりますし、その
人に関わるそれぞれが持つ情報を記入していけ
ば、緊急入院の際にも役立ちます。

林　在宅における薬剤師の役割も重要視されてき
ていて、システムもできつつありますが、いかがで
すか？

芦田　薬剤師の在宅訪問の現状をスライドでご紹
介します。高槻市薬剤師会のホームページ
（http://www.taka89.com）では、どこに薬局が
あるか検索できるシステムがあります。その中で在
宅サービスを行っている薬局を検索することができ
ます。高槻市では146件中97件、66%の薬局が
届出をしていますが、実際にフルに機能している薬
局は少なかったりしますので、この点を整備したい
と薬剤師会では考え、指導、研修を行うため、訪
問看護師と合同の研修会を行いました。さまざまな
課題を残しながらも、現在進めているところです。

木村　まだスタートしたばかりで、課題は山積みで
しょうが、今後改善されていくということで、期待し
たいと思います。先ほどの医療情報について、災
害対策も含め、どのように管理していくかという点
で、高槻市として行っていただいていることは？

谷本　高槻市では冷蔵庫に保管していただく『救
急医療情報キット』というものを用意しています。
主に65歳以上の高齢者、日中高齢者世帯に民生
委員が届け、医療情報を記入していただくように
説明しています。現在、延べ１万件くらいに配付
しています。平成23年から始めてきていますが、
本年度は医療機関からもっと普及してほしいという
お声をいただき、今回、医師会および歯科医師
会、薬剤師会の先生方の監修をいただき、記入
する用紙を改定しました。
　このキットが冷蔵庫に
保管されていることを示す
ステッカーを冷蔵庫と玄関
ドアの内側に貼っていた
だくことになっています。
救急時には救急隊員が
ステッカーを確認すること
で、キットが置いてあると
判断します。これを広め
るために、高槻市の救急
隊と共に、また各病院に説明に伺っています。患
者が退院する際にお渡しいただける病院もありま
す。

木村　情報が古くないか、アップデートされている
かどうかが問題だと思いますが。

谷本　情報は常に更新していただくように、毎年

紙の色を変更して発行します。29年度はピンク、
30年度は緑です。

林　私たちも訪問の際、「冷蔵庫に入っています
か？」とお聞きして、見せていただきます。入って
いなければ担当の民生委員にお願いしたりもしま
す。

芦田　ほしいとおっしゃる方には、どこで入手した
らよいのですか？

谷本　基本は民生委員を通してですが、長寿介
護課の窓口で配付します。認知症の方など、情
報が正しいかどうかということもありますので、今後
ともみなさまにはご協力をお願いしたいと思います。

小野　ところで、精神科の先生の訪問診療は少
ないようですが、難しいのでしょうか？

米田　マンパワーと時間の問題ですね。医者も働
き方改革をいわれる時代ですから…。

島津　医師会でも、在宅医療、かかりつけ医に
ついての課題は多いように認識しています。

林　在宅療養中の方で先に訪問看護でご依頼を
受けた場合には、利用者の意向や生活状況を確
認して在宅医が必要かどうかを検討したうえで先
生方に介入のご相談をするような連携役を担うこと
もあります。緊急対応時もまずは訪問看護がお受
けして、先生にご報告してご指示をいただいて対
応しています。

瀧井　それに関しては『特定行為に係る看護師
の研修制度』が始まりましたね。三島南病院から
も研修に行かれている方がおられます。看護師に
医師業務の一部を担ってもらうということになるわけ
ですね。

林　ＩＣＴを利用した死亡診断等ガイドラインが厚
生労働省から提示されました。在宅医療での看
取りの場合、医師が看取りの場に立ち会えない場
合にＩＣＴ等を活用して提携し、看護師が医師の

指示を受けて死亡診断書に医師の名前を代筆し
てもよいというようなことに…。もちろん研修を受け、
医師との連携がきっちりとできていなければなりませ
んが、国の施策として在宅看取りを増やしていくと
いう考えから、死亡診断等ガイドラインが提示され
たり、特定行為研修であったり、医行為のところ
に看護師の役割が拡大していくのだと思います。

木村　患者側の医療のニーズに応えるためにも職
種連携、地域連携をしていかなければならないと
いうことになるわけですね。これだけ大切な地域連
携ということを、我 も々医師になってから学ぶわけ
ですが、これを医学教育の中でどのように取り入
れていくのかということ、そういう意識を学生の時
代から持ってもらうことも大事だと思いますが、いか
がでしょう？

米田　医学教育の中での大きな流れは、できるだ
け現場で、どれだけ学生自身が学ぶ機会を作る
のかという、主体的な学びの姿勢を培っていこう
と、カリキュラムを変更しているわけです。クリニカ
ル・クラークシップという名前で、実際に医行為に
近いところまで行ってよいという、Student Doctor
制というのも導入されていますし、我々の大学での
地域医療に関しては3回生、4回生に座学で知識
を入れ込んでいき、教室を横断的に加齢高齢者
コースというのはその典型だと思いますが、非常に
沢山の教室が集まって、一つのコースをつくりあげ
ていくというような形の教育も行っています。公衆
衛生も地域医療では非常に重要なポイントにもなる
ので、教育をしていただき、特に６回生の選択臨
床実習では、実習先にかなり多くの診療所も入っ
ていますし、地域の病院もかなり多く入っています
ので、実際の現場で経験をしてもらうことになって
います。

を知らなかったというようなことがあります。結核は
主に公費で治療するので、医師からの届出がい
かに重要かとか、最後まで薬を飲み切り耐性菌を
つくらないことだとか、地域での取り組みは実体験
で感じてもらうしかないと、思っておりますので、今
後も、地域医療を経験してほしいと思います。

米田　私も学生時代に公衆衛生の実習で結核の
ことをやりましたが、こんなにも結核の多い地域が
あるのかと、驚いたことがあります。そういう経験
は残るんですよね。

木村　薬剤師の方 も々こういう知識を持っている必
要がありますね…

芦田　薬剤師にもいろいろな知識は必要ですし、
薬局が気軽に相談できる窓口にならなければなら

　時間的にも厳しいところもありますし、学部学生
に高いところを求めるのは難しいかもしれませんが、
初期臨床研修で地域医療は必修科目になってい
ますので、それをどれだけ有効に活用するか、彼
らはもう医師免許を持っていますので、かなりのと
ころはできるはず。地域医療はだいたい主要科目
の初期研修を終えた後で設定されていることが多
いので、もっと実践的な現場というのを学ぶ機会
は大きいと思います。学生時代に3カ月かかったも
のを研修医時代には2～ 3週間で学べるというよう
な濃密な時間を過ごせると思いますから、できるだ
け活用できるプログラムづくりが必要でしょうし、地
域医療にもっと力を入れているような、またそういっ
た勉強の機会があるような病院にしていかなくては
ならないのではないかと思います。

小野　看護もそうですよね。訪問看護師のところ
へ実習に行ったりしていますよね。

林　まだ、やっと軌道に乗ってきたところですが、
看護学部の在宅看護研修を受け入れたり、病院
看護師の在宅研修を受けたり、少しずつでも生活
の視点を持ってもらうように、急性期病院で働いて
いたとしても、退院後の生活を見据えた看護が必
要なので、この生活の視点を少しでも理解してもら
えればと、取り組んでいるところです。

木村　これだけ密に地域の連携が行われている
場所で人材育成を考えると、教育面は非常に大
事なことになりますね。

谷本　私が保健所にいた時にも研修医が回ってき
てくれましたが、医学教育で結核という講義が少
なかったんですね。ですが、現在高齢者の結核
患者がどんどん増加しています。研修医も実際に
地域に出てみないと、こういう病気があるということ

ないと思っています。例えば、毎月、認知症カフェ
を開いたり、薬局にも管理栄養士を置き、栄養相
談を受けたりもしています。

林　地域包括にも管理栄養士がいらっしゃるところ
もありますが、これから考えなければならないのは、
そこには何の報酬もつかないので、完全にボラン
ティアになってしまっているということです。

芦田　在宅医療をやりたい管理栄養士は多いん
ですけどね。

島津　医師会のハンドブックには、高槻市栄養士
会との連携による在宅患者訪問栄養食事指導と
いうのがあります。これには自費が発生します。こ
ういうこともしてはいますが、なかなか利用される方
はいらっしゃいませんね。

林　在宅のおける栄養管理指導などに、報酬が
つくように高槻市が始めてくれれば、全国初になる
んですけどね。

木村　現状の問題点、今後の課題としての提言
もいただき、ありがとうございます。この地域ネット
ワークがますます発展することが地域力をアップさ
せ、健康なまちづくりにつながっていくだろうと思い
ます。本日は、ありがとうございました。

木村 文治先生



木村　第四内科、神経内科の教授をしておりま
す。医療連携室長、及び難病総合センターのセ
ンター長を兼任しております。

谷本　3月までは高槻市保健所に勤務しておりまし
たが、現在は、高槻市健康福祉部長寿介護課、
高齢者対策の部門で仕事をしております。

米田　大阪医科大学、神経精神医学教室の教
授です。精神科の中では物忘れ外来という高齢
者を中心とした専門外来をやっておりますが、それ
と共に大阪医科大学医師会の会長、高槻市社
会福祉審議会では高齢者分科会の委員、高槻
市医師会では高齢者対象の委員としても参加し、
さまざまな中で貢献できればと活動しております。

林　大阪医科大学訪問看護ステーションの管理
者をさせていただいております。大阪医科大学附
属病院で病棟責任者をさせていただき平成27年
訪問看護ステーション開設から管理者をさせてい
ただいております。

芦田　高槻市薬剤師会の常務理事を務めており
ます。薬剤師会では毎月第３土曜日に研修会を実
施しています。それ以外では学校薬剤師、認定
薬剤師の審査会などにも参加させていただいてお
ります。

島津　宮田診療所の医師で、高槻市医師会の
在宅医療、高齢者対策の担当理事をしておりま
す。地域包括ケアシステムづくり、在宅医師の育
成が早急に必要なこととして捉えております。

瀧井　一昨年の4月に大阪医科大学三島南病院
副院長として赴任させて頂きました。特務教授と
内科統括部長という役職も拝命しております。入
院患者さんは十数名担当しており、高齢の患者
様に毎日接しています。三島南病院は学校法人
の214床のケアミックス型病院で、急性期病棟、
回復期病棟、療養病棟、そして本日のテーマで
ある地域包括ケア病棟も41床あります。

小野　大阪医科大学附属病院に広域医療連携
センターというのがあり、その中の患者総合相談

●特集● 座談会
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「大阪医科大学における地域包括ケア」

室の副室長を務めさせていただいております。医
療ソーシャルワーカーとして30年近くやっておりま
す。難病総合センターも任せていただき、いろい
ろな事業もしておりますので、地域のことをお話で
きればと思っています。

木村　本日は、この地域の連携に関わるエキス
パートの方たちにお集まりいただき座談会を開催す
ることとなりました。地域における医療連携は、
あったら良いというようなことではなく、なくてはなら
ないというのが現状だと思います。座談会を行うに
あたり、地域連携の新たな目指すところをみなさん
と検討していきたいと思います。
　まず、コミュニティーベースというマクロの観点か
ら、『健康のまちづくり高槻』というキャチフレーズ
の元で、主に認知症、感染症、難病行政、在
宅支援、看取り、そして介護予防といった点につ
いてお話しいただき、議論していきたいと思います。
まずは、谷本先生から地域連携の推進にあたり、
高槻市としてどのように取り組んでいるのかを　お
話しいただきたいと思います。

谷本　高槻市の高齢者の現状について紹介させ
ていただきます。65歳以上の高齢者の割合は全
国より高く、平成29年は28.5%という非常に高い割
合となっています。そのような中、高槻市は介護
予防にすごく力を入れています。平成30年度から
の高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定
にあたり、高齢者に対して二つの調査を行いまし
た。その結果を資料としてお持ちしています。『在
宅介護実態調査』では、有効回答が725件。要
介護の方でどのような病気が多いかというと、認知
症は全体として最も有病率が高く、要介護1・2の
方で73.3%、要介護4・5の方では14.3%の有病

率となっています。軽度の要支援1・2の方では、
筋骨格系疾患が62.3%と最も多くなっていて、筋
骨格系を予防していく必要があるということがわか
ります。『介護保険・高齢者福祉に関するアン
ケート調査』は要介護認定を受けていないか、要
支援認定を受けている65歳以上の方を対象とし、
有効回答数は1,269件でした。健康について不安
に感じていることは「運動不足」という回答が「特
にない」に次いで最も多く、運動したいがチャンス
がないということで、健康意識が高いこともわかり
ます。高槻市ではここ数年、市民の方が自主的
に、コミュニティの中で『高槻ますます元気体操』
をやっていただこうという取り組みを行っていて、
『高槻ますます元気体操 実施拠点紹介マップ』と
いう冊子を作成し、200以上ある実施グループの
所在地一覧を12箇所の地域包括ケアセンターの
圏域毎に掲載し、イラストでわかりやすく体操の紹
介もしています。月１回～4回から、毎日実施して
いるグループもあり、高槻市は、要介護認定の中
でもより重度の方が少ないという効果を得ていま
す。また、地域での取り組みを後押しするものとし
て『健幸パスポート』という手帳があります。毎年
4月に新しいものが配付され、ポイントを貯めるとタ
オルやTシャツなどの記念品がもらえます。現在、
6,000名以上が参加されています。

木村　高齢者が28.5%という高槻において、いわ
ゆるロコモティブシンドロームを、や運動不足を含
めて、いかに解消していくかということで、このよう
なマップやパスポートを作っていただいているという
ことですが、実際、利用されている方はいらっしゃ

いますか？

林　いらっしゃいます。ご家族の方で健康体操の
取り組みを地域で中心になってやってくださってい
る方とか、地域のコミュニティで参加しているとおっ
しゃってくださる方もいます。健康体操だけでなく、
誤嚥防止についての体操も市で作られています。
興味を持って、勉強会に参加してくださる方、ご
家族の方もいらっしゃいます。

木村　医師会の方で、何かバックアップしている
というようなことはありますか？

島津　医師会でバックアップというのはないですね
…。

谷本　先生が、こういうのに「参加してみたら？」
と言ってくださることが、ものすごく…

木村　重要ということですね。

島津　医師会というより開業医として、運動不足
を解消するために、こういうコミュニティがあるから、
参加したらというようなことは勧めますよ。

谷本　ありがとうございます。もう、その一言がす
ごく大切なんです。

島津　この冊子は医師会の会員には配っていまし
て、各医院では見てもらうようにしています。

木村　もう一つの話題として、認知機能の維持に
ついてなんですが。

谷本　平成29年度から、徘徊の高齢者がいたら、
高槻警察から必ず高槻市へ連絡をいただくように
なっています。年間約200件の通報があるのが現
状です。高槻市では『見守り安心ネットワークシー
ル』というものを用意しています。認知症による徘
徊に不安のある方の衣服や鞄などに貼っていただ
くシールで、QRコードを読み取ると高槻市役所の
担当課、高槻警察の電話番号、またシールに記
載された個人番号から身元が判明でき、ご家族

へ直ちに連絡、お迎えに来ていただけるようになっ
ています。

現在、徘徊高齢者SOSネットワークでこのシールを
お配りしているのは、徘徊の既往があって、市に
事前に登録していただいている300名位の方です
けども、登録に来ていただいた方には、一人あた
り10シートをお渡しして、普段身につけるものに貼っ
ていただくようにしています。

木村　シートをもらえる場所は、唯一市役所でしょ
うか？

谷本　長寿介護課に来ていただくと、登録させて
いただきますので、その番号で、どなたかわかるよ
うになっています。QRコードに個人情報を入れる
ことはできないので、番号を記入してもらいます。

小野　シートにお名前を書くこともできないですから
ね。

谷本　高槻警察を通じて、大阪府下全て、高槻
市がこういうことをやっているということは、情報共
有させていただいています。
　もうひとつ認知症対策として、平成29年7月から
認知症初期集中支援チームが設置されました。こ
れは、初期の段階で、早期の対応を専門の認定
医、看護師、社会福祉士等が対応することで、
今まで困難だった方も、地域で過ごすことができる
ようにサポートするものです。できる限り地域の、
例えばかかりつけ医、歯科医、薬剤師の方々か
ら、普段の気づきの中での情報をいただきたいと
いうのが、お願いしたいことです。

木村　これからの試みということですね。では、
薬剤師の立場からはいかがですか？

芦田　薬剤師会では、認知症対応力向上研修
会というのがありまして、そこでは『気づきと連携』
ということが言われています。いつも元気で来局さ
れる方が今日は少しおかしい、というようなことに気
づいて、連携していかなければならないということ
ですね。

木村　認知症の専門の立場から、大阪医科大
学と高槻市の共同事業、人材育成事業について、
専門医の立場からお話しいただけますか。

米田　それぞれの診療科で高齢者に対する対応
は行っていますが、例えば、大学の『物忘れ外来』
は何を目的としているのか。大学には先端の医療
機器があるということで、非常に早期の、いわゆ
る軽度認知機能障害、まだ認知症とは診断され
ていない前の段階で把握し、発症予防につなげ
ていくということが大きな柱となっています。そういっ
た先端の医療環境というものを広く知っていただく
ためにも、高槻市と共同で人材教育を進めていこ
うと考えています。柱は４つ。認知症の早期対
応、オーラルケア、リハビリ、栄養です。オーラル
ケアによってどのような疾患を予防できるのか、リハ
ビリテーションを中心として、運動機能疾患をどの
ように防いでいくかという先端の知識、非常に大き
な問題となっている高齢者の栄養のメカニズムな
ど、医学的な立場からいろいろな職種の方に学ん
でいただくというものです。

木村　4つの柱のいずれもが、介護予防につなが
る重要なテーマだと思いますが、これについて何
かありますか。

瀧井　高齢の入院患者さんに内科的なリハビリを

オーダーする場合、廃用症候群という病名をつけ
ることが多いです。高齢の方は安静にしていると、
一般的に種々の機能が低下します。運動機能だ
けではなく、内臓機能も含めて広い意味での廃用
であり、やはり体を動かすことは重要であると思い
ます。三島南病院にはオーラルケアの部門はあり
ませんが、栄養指導やNSTの活動が活発です。
経管栄養における適切な注入食の選択など、栄
養も高齢者にとっては重要な課題であると思いま
す。

木村　それ以外に、サルコペニア、フレイルなど
で代表されるように、栄養は大変大事なことだと思
います。これまでは、どのようにこの地域で病気を
予防していくかという連携についてお話をしていた
だきました。では、次に病気になった時にどのよう
に連携していくのか。難病を代表として行政とタイ
アップしながら連携するというのがありますが、その
点はいかがですか？

谷本　難病の患者に対しては、保健師が地域で
支援させていただいています。難病法が施行され
て、その指定は大阪府が審査等を行い、高槻市
はその補助を行っています。今まで特定疾患に該
当し、難病法が施行後は経過措置であった患者
が、平成30年1月1日に全て統一され、不認定の
方には通知書が送付されている状況です。

木村　難病に関しては、平成27年に難病新法が
立ち上がって、ちょうど3年が経過して、経過措置

が終了する段階において、いろいろ混乱している
ところがあり、それに対しての対応ということだと思
いますが。

谷本　そうです。地域包括支援というのは、難病
がモデルケースになると考えています。非常に医
療と介護や福祉が密接にならないと難病患者の支
援は難しいからです。

木村　大阪医科大学でも平成27年の難病新法の
発足と同時に難病総合センターを立ち上げ、市の
実質的な拠点病院としての役割を果たしています
が、もともと高槻市、茨木、摂津を含めた三島医
療圏においての長年のネットワークを中心に主宰を
させていただいていたという経緯があったからです
ね。

小野　１１年目になりますが、三島難病医療ネット
ワーク会議というのを開催しています。どうして大
阪医科大学が事務局になったかといいますと、高
槻市が中核市となって大阪府から離れましたので、
茨木保健所は大阪府、高槻保健所は高槻市とい
うように、二つの行政になってしまいましたので、
大阪医科大学が事務局となって地域のネットワーク
を作ろうということで開催しています。最初は地域
の病院の医師と保健師の集まりでしたが、11年と
もなるとさまざまな職種が入り、ケアマネジャー、訪
問看護師、最後になって歯科医師会に入ってい
ただきました、パーキンソン病の『服薬支援手帳』
は、３つの薬剤師会にご協力いただいて作成しま
した。またALSがまずモデルになるだろうということ
で、在宅に戻っていただくときの在宅療養チェック
リストから作りましたが、それを広めるために保健
師との協力が今は一番かと思っています。どうして

も退院前カンファレンスとなると、さまざまな職種の
方に集まっていただき、情報を共有し、在宅に帰
られても何か困ったことがあれば、大阪医科大学
の方で引き受けるというように、実務を伴いながら、
こういう会議も行っているのが現状です。

木村　『服薬支援手帳』は、パーキンソンだけの、
疾患特異的な手帳になるわけですが、ひとつの医
薬連携をカタチにしたものですね。

芦田　薬剤師会の方でも、これを会員に配布した
り、実際、木村先生に来ていただき、薬剤師会
の研修会で講演をいただいたりして、勉強もさせ
ていただいています。

木村　個別なタイプ、各疾患における特異性があ
るので、それを活かした連携をこういうカタチで作っ
ていくのは一つの方法かと思います。特に難病の
場合は、多職種の連携が重要なポイントになりま
すので、訪問看護としても難病を含めて関与され
ていると思います。

林　はい。難病センターですので、保健師さんと
の連携ですとか、もちろん、大学病院から在宅へ
帰られる時、また、在宅でどうしてもお困りのことな
ど、地域からのお声がけをもう一度大学へ報告、
確認し、難病センターへ問い合わせ、今までの経
過を確認したり、担当の保健師と連携をとるなどし
ています。私たちが難病の方に入る場合は、医
療保険での訪問看護になりますので、介護保険を
きっちり申請していただくなど、生活支援の部分が
重要だと思っています。疾患のことは大学の先生
方、お薬のコントロールは薬剤師がいます。看護
師はその橋渡しができる、全体的な医療がわかり、
介護のこともわかるというのは看護師だけだと思い
ます。介護職には医療のことはわかりませんし、
医師には生活のことはなかなかわかりません。看
護師はトータルでそこを見ていけるので、医療の
先生方との連携、介護の方では、ケアマネジャー
と生活支援をしてくださるヘルパーとの連携というと
ころの、コーディネーターの役割が重要だと考え、
活動しています。

木村　疾患がもたらす障害を持って、どのように
生活していくかということですね。一般病院の立場
で、三島南病院には一般病棟の他に、回復、リ

ハビリ、療養型、地域包括と、いろいろな機能を
併せ持った病棟がありますが、難病に限らず、全
体の連携は？

瀧井　連携ということを考えますと、多職種協働と
いうことがキーワードになってくると思います。医師
は疾患、疾病を診て、生活の面まではなかなか
思い浮かばないというのが現状です。多職種協
働はチーム医療にも通じます。地域医療連携室に
は社会福祉士という専門職の方がおられて業務に
あたっています。地域医療包括センターとして、
訪問看護ステーション、ケアプランセンター、デイ
ケアセンターの部門があり、在宅医療に向けての
取り組みをされています。また、長期間介護をされ
ているご家族の休息のための一時的な入院、す
なわちレスパイト入院というものがあります。入院期
間は1～2週間、原則3カ月以上の間隔を取っても
らうなど、現在規定を作成中です。今後の高齢
化社会において、大事な医療システムになってくる
と思います。

木村　重要な在宅医療を継続していただくために
も、レスパイトが必要となるということですね。

島津　高槻市医師会では、昨年からレスパイト入
院という言葉を使い、高槻市内の総合病院で対
応していただくようになり、『かかりつけ医・在宅ケ
ア 支援システムハンドブック』に利用のご案内の
文章を掲載し、患者用の説明書、そのマニュア
ルなどをつけています。

木村　アンケートでは、訪問看護の立場から、医
師との連携が一番難しいというのが挙がってきます
が、どうですか？

林　ご利用者様には、できる限りかかりつけ医を
持っていただくようにお願いしています。、在宅医
の先生との連携については、診療時間内に緊急
時以外はお電話をおかけするわけにはいかないの
で、FAXがよいとか、メールがよいとか、先生方
に連携の方法をお尋ねしています。特に利用者の
状態変化がある場合には、密に連絡を取らなけれ
ばならないので、それぞれ媒体を工夫しながら連
携させていただいています。在宅医療に取り組ん
でくださる開業医は増えてきたと思います。でも連
携の中で一番大切なことは、最初に緊急時の対
応策を利用者やご家族を含め在宅チームで決定
しておくことですね。退院時のカンファレンスでは、
患者の意思決定についてもしっかり支援していま
す。

木村　介護との連携、地域包括ケアとの連携と
いう点で、高槻市の現状はどうですか？

林　在宅では、サービス担当者会議という会議が
あります。実際に利用者の家にサービスを提供し
ている職種全員が集まります。かかりつけ医の先
生が来てくださる場合もありますし、薬剤師、ヘル
パー、デイサービスを使っていらっしゃる方はデイ
サービスの担当者、訪問看護なら訪問看護師や
リハビルスタッフ、ケアマネジャー、必要であれば
行政の方や保健師の方にも来ていただきます。介
護保険だけでは足りず、福祉サービスを活用する
場合はアドバイスが必要になるからです。本人が
どんなふうに療養生活を続けたいのか意思を確認
し、全員で話し合いを行い、それぞれが専門職
の立場で役割を担っていくのか確認していくとので
連携は上手くできていると思います。

木村　では、在宅の話に移りたいと思いますが、
行政の立場からお願いします。

谷本　介護保険を使っている方は、キーとなるの
がケアマネジャーなんです。本人に寄り添い、常
にいていただく方なので、医療情報を知っておい
ていただかなければならないと思います。会議で
集まる人に対して発信するのもケアマネジャーです
が、なかなか医療の知識までは難しいところもあり、
今年度はケアマネジャーに対して医療についての
研修を行い、知識を深めていただく取り組みを行っ
ています。

島津　以前、医師会の方では、在宅で使う材料
について研修を行ったことがありますね。

谷本　行政からの取り組みはもちろんですが、ケ
アマネジャーでも服薬支援手帳を知らない人もいま
すので、ぜひとも医療の方からも情報を提供して
いただきたいと思います。

林　ケアマネジャーは月一回の訪問が規定です。
看護師の方が訪問頻度も高いので、何かあれば
医師、ケアマネジャーには報告しています。生活
支援の部分で困っていることがあるようなら、プラ
ンの変更もしてもらっています。ケアマネジャーとの
連携という点では、医療的にどうしたらよいのかと
思ったら、まず訪問看護師に相談してくださいとお
話しています。

木村　在宅を担っていただくのはかかりつけ医で
すので、医師会の立場からはいかがですか？

島津　いかに医師を増やすか、増やさなければ
ならないというのが現状ですね。国の予算でコー
ディネーター事業というものに補助金をいただいて
おりまして、医師会としては在宅コーディネーター 3
名に入っていただき、開業医に直接訪問、電話
などで、訪問診療についての現状把握を行ってい
ます。在宅医を増やさなければならないので、希
望者に対して講習会を開いたり、同行訪問で実
際の現場を見ていただいたりなどの取り組みも行っ
ています。高槻市の在宅診療の現状と今後、在
宅死の割合、在宅を支える医療資源などのデータ
からも、訪問診療医を増やさなければならないこと
は明白です。

木村　今後増えていく看取りに対して、現在の正
確なデータづくりが重要ですね。2025年問題を考
える上でも大事だろうと思います。難病については
大阪府から委託を受け、難病在宅同行訪問とい
うのも同じようにさせていただき、特定機能病院が
できる在宅への補助、援助もさせていただいてい
ます。

小野　実際、同行訪問は専門医と開業医と三者
で行うことがありますし、サービス担当者会議では、
ケアマネジャーから知りたいことがあると質問を受
けることもあります。やはり、行けば生活が見えま
すし、広げたいと思いますが、どうしても同じ先生
になることが多いのが現状です。できる限り新しい
先生と同行したいのですが、病院に頼りたい患者
も多く、かかりつけ医を好まない方もいらっしゃって、
同行訪問で、家族、本人の説得から始めなけれ
ばならない場合もあります。さきほどのケアマネ
ジャーにいろいろ知ってほしいということでは、受託
事業のなかで、年に２回研修会を開き、ひとつは
地方などで行われている在宅医療・連携を学ぶと
いうこと、もうひとつは難病疾患をケアマネジャーに
も知ってもらうというようなことを毎年行っています。
次回は栄養の話を予定しています。
　同行訪問では開業医の方からも気軽に質問し
ていただけるので、自分の専門でない部分はどう
したらよいのか等、どのように連携していくかをしっ
かりと決めることもできます。現在歯科医を取り込も
うとしているのですが、なかなか口腔ケアにうまく繋
がらず、苦労しています。

島津　多職種連携会議では、歯科医の先生方
からも退院カンファレンスには一声かけていただき
たいという声はあがっています。

小野　一歩進みましたね。

林　歯科医師の先生方も在宅に対してかなり前
向きな取り組みを開始されていると思います。

島津　委託事業として、訪問歯科診療が行われ
ていて、訪問歯科コーディネーターも3名います。
ハンドブックに訪問歯科診療依頼書などもあります
が、なかなか利用されていないようです。
　ハンドブックは毎年改定しておりまして、情報共
有ということをテーマに、『連携時情報共有シート』
というものもあります。退院時のカンファレンスでは
今後の在宅医療に役立つものになりますし、その
人に関わるそれぞれが持つ情報を記入していけ
ば、緊急入院の際にも役立ちます。

林　在宅における薬剤師の役割も重要視されてき
ていて、システムもできつつありますが、いかがで
すか？

芦田　薬剤師の在宅訪問の現状をスライドでご紹
介します。高槻市薬剤師会のホームページ
（http://www.taka89.com）では、どこに薬局が
あるか検索できるシステムがあります。その中で在
宅サービスを行っている薬局を検索することができ
ます。高槻市では146件中97件、66%の薬局が
届出をしていますが、実際にフルに機能している薬
局は少なかったりしますので、この点を整備したい
と薬剤師会では考え、指導、研修を行うため、訪
問看護師と合同の研修会を行いました。さまざまな
課題を残しながらも、現在進めているところです。

木村　まだスタートしたばかりで、課題は山積みで
しょうが、今後改善されていくということで、期待し
たいと思います。先ほどの医療情報について、災
害対策も含め、どのように管理していくかという点
で、高槻市として行っていただいていることは？

谷本　高槻市では冷蔵庫に保管していただく『救
急医療情報キット』というものを用意しています。
主に65歳以上の高齢者、日中高齢者世帯に民生
委員が届け、医療情報を記入していただくように
説明しています。現在、延べ１万件くらいに配付
しています。平成23年から始めてきていますが、
本年度は医療機関からもっと普及してほしいという
お声をいただき、今回、医師会および歯科医師
会、薬剤師会の先生方の監修をいただき、記入
する用紙を改定しました。
　このキットが冷蔵庫に
保管されていることを示す
ステッカーを冷蔵庫と玄関
ドアの内側に貼っていた
だくことになっています。
救急時には救急隊員が
ステッカーを確認すること
で、キットが置いてあると
判断します。これを広め
るために、高槻市の救急
隊と共に、また各病院に説明に伺っています。患
者が退院する際にお渡しいただける病院もありま
す。

木村　情報が古くないか、アップデートされている
かどうかが問題だと思いますが。

谷本　情報は常に更新していただくように、毎年

紙の色を変更して発行します。29年度はピンク、
30年度は緑です。

林　私たちも訪問の際、「冷蔵庫に入っています
か？」とお聞きして、見せていただきます。入って
いなければ担当の民生委員にお願いしたりもしま
す。

芦田　ほしいとおっしゃる方には、どこで入手した
らよいのですか？

谷本　基本は民生委員を通してですが、長寿介
護課の窓口で配付します。認知症の方など、情
報が正しいかどうかということもありますので、今後
ともみなさまにはご協力をお願いしたいと思います。

小野　ところで、精神科の先生の訪問診療は少
ないようですが、難しいのでしょうか？

米田　マンパワーと時間の問題ですね。医者も働
き方改革をいわれる時代ですから…。

島津　医師会でも、在宅医療、かかりつけ医に
ついての課題は多いように認識しています。

林　在宅療養中の方で先に訪問看護でご依頼を
受けた場合には、利用者の意向や生活状況を確
認して在宅医が必要かどうかを検討したうえで先
生方に介入のご相談をするような連携役を担うこと
もあります。緊急対応時もまずは訪問看護がお受
けして、先生にご報告してご指示をいただいて対
応しています。

瀧井　それに関しては『特定行為に係る看護師
の研修制度』が始まりましたね。三島南病院から
も研修に行かれている方がおられます。看護師に
医師業務の一部を担ってもらうということになるわけ
ですね。

林　ＩＣＴを利用した死亡診断等ガイドラインが厚
生労働省から提示されました。在宅医療での看
取りの場合、医師が看取りの場に立ち会えない場
合にＩＣＴ等を活用して提携し、看護師が医師の

指示を受けて死亡診断書に医師の名前を代筆し
てもよいというようなことに…。もちろん研修を受け、
医師との連携がきっちりとできていなければなりませ
んが、国の施策として在宅看取りを増やしていくと
いう考えから、死亡診断等ガイドラインが提示され
たり、特定行為研修であったり、医行為のところ
に看護師の役割が拡大していくのだと思います。

木村　患者側の医療のニーズに応えるためにも職
種連携、地域連携をしていかなければならないと
いうことになるわけですね。これだけ大切な地域連
携ということを、我 も々医師になってから学ぶわけ
ですが、これを医学教育の中でどのように取り入
れていくのかということ、そういう意識を学生の時
代から持ってもらうことも大事だと思いますが、いか
がでしょう？

米田　医学教育の中での大きな流れは、できるだ
け現場で、どれだけ学生自身が学ぶ機会を作る
のかという、主体的な学びの姿勢を培っていこう
と、カリキュラムを変更しているわけです。クリニカ
ル・クラークシップという名前で、実際に医行為に
近いところまで行ってよいという、Student Doctor
制というのも導入されていますし、我々の大学での
地域医療に関しては3回生、4回生に座学で知識
を入れ込んでいき、教室を横断的に加齢高齢者
コースというのはその典型だと思いますが、非常に
沢山の教室が集まって、一つのコースをつくりあげ
ていくというような形の教育も行っています。公衆
衛生も地域医療では非常に重要なポイントにもなる
ので、教育をしていただき、特に６回生の選択臨
床実習では、実習先にかなり多くの診療所も入っ
ていますし、地域の病院もかなり多く入っています
ので、実際の現場で経験をしてもらうことになって
います。

を知らなかったというようなことがあります。結核は
主に公費で治療するので、医師からの届出がい
かに重要かとか、最後まで薬を飲み切り耐性菌を
つくらないことだとか、地域での取り組みは実体験
で感じてもらうしかないと、思っておりますので、今
後も、地域医療を経験してほしいと思います。

米田　私も学生時代に公衆衛生の実習で結核の
ことをやりましたが、こんなにも結核の多い地域が
あるのかと、驚いたことがあります。そういう経験
は残るんですよね。

木村　薬剤師の方 も々こういう知識を持っている必
要がありますね…

芦田　薬剤師にもいろいろな知識は必要ですし、
薬局が気軽に相談できる窓口にならなければなら

　時間的にも厳しいところもありますし、学部学生
に高いところを求めるのは難しいかもしれませんが、
初期臨床研修で地域医療は必修科目になってい
ますので、それをどれだけ有効に活用するか、彼
らはもう医師免許を持っていますので、かなりのと
ころはできるはず。地域医療はだいたい主要科目
の初期研修を終えた後で設定されていることが多
いので、もっと実践的な現場というのを学ぶ機会
は大きいと思います。学生時代に3カ月かかったも
のを研修医時代には2～ 3週間で学べるというよう
な濃密な時間を過ごせると思いますから、できるだ
け活用できるプログラムづくりが必要でしょうし、地
域医療にもっと力を入れているような、またそういっ
た勉強の機会があるような病院にしていかなくては
ならないのではないかと思います。

小野　看護もそうですよね。訪問看護師のところ
へ実習に行ったりしていますよね。

林　まだ、やっと軌道に乗ってきたところですが、
看護学部の在宅看護研修を受け入れたり、病院
看護師の在宅研修を受けたり、少しずつでも生活
の視点を持ってもらうように、急性期病院で働いて
いたとしても、退院後の生活を見据えた看護が必
要なので、この生活の視点を少しでも理解してもら
えればと、取り組んでいるところです。

木村　これだけ密に地域の連携が行われている
場所で人材育成を考えると、教育面は非常に大
事なことになりますね。

谷本　私が保健所にいた時にも研修医が回ってき
てくれましたが、医学教育で結核という講義が少
なかったんですね。ですが、現在高齢者の結核
患者がどんどん増加しています。研修医も実際に
地域に出てみないと、こういう病気があるということ

ないと思っています。例えば、毎月、認知症カフェ
を開いたり、薬局にも管理栄養士を置き、栄養相
談を受けたりもしています。

林　地域包括にも管理栄養士がいらっしゃるところ
もありますが、これから考えなければならないのは、
そこには何の報酬もつかないので、完全にボラン
ティアになってしまっているということです。

芦田　在宅医療をやりたい管理栄養士は多いん
ですけどね。

島津　医師会のハンドブックには、高槻市栄養士
会との連携による在宅患者訪問栄養食事指導と
いうのがあります。これには自費が発生します。こ
ういうこともしてはいますが、なかなか利用される方
はいらっしゃいませんね。

林　在宅のおける栄養管理指導などに、報酬が
つくように高槻市が始めてくれれば、全国初になる
んですけどね。

木村　現状の問題点、今後の課題としての提言
もいただき、ありがとうございます。この地域ネット
ワークがますます発展することが地域力をアップさ
せ、健康なまちづくりにつながっていくだろうと思い
ます。本日は、ありがとうございました。

ますます元気体操 実施拠点紹介マップと
健幸パスポート

行政としての高槻市の取り組み



木村　第四内科、神経内科の教授をしておりま
す。医療連携室長、及び難病総合センターのセ
ンター長を兼任しております。

谷本　3月までは高槻市保健所に勤務しておりまし
たが、現在は、高槻市健康福祉部長寿介護課、
高齢者対策の部門で仕事をしております。

米田　大阪医科大学、神経精神医学教室の教
授です。精神科の中では物忘れ外来という高齢
者を中心とした専門外来をやっておりますが、それ
と共に大阪医科大学医師会の会長、高槻市社
会福祉審議会では高齢者分科会の委員、高槻
市医師会では高齢者対象の委員としても参加し、
さまざまな中で貢献できればと活動しております。

林　大阪医科大学訪問看護ステーションの管理
者をさせていただいております。大阪医科大学附
属病院で病棟責任者をさせていただき平成27年
訪問看護ステーション開設から管理者をさせてい
ただいております。

芦田　高槻市薬剤師会の常務理事を務めており
ます。薬剤師会では毎月第３土曜日に研修会を実
施しています。それ以外では学校薬剤師、認定
薬剤師の審査会などにも参加させていただいてお
ります。

島津　宮田診療所の医師で、高槻市医師会の
在宅医療、高齢者対策の担当理事をしておりま
す。地域包括ケアシステムづくり、在宅医師の育
成が早急に必要なこととして捉えております。

瀧井　一昨年の4月に大阪医科大学三島南病院
副院長として赴任させて頂きました。特務教授と
内科統括部長という役職も拝命しております。入
院患者さんは十数名担当しており、高齢の患者
様に毎日接しています。三島南病院は学校法人
の214床のケアミックス型病院で、急性期病棟、
回復期病棟、療養病棟、そして本日のテーマで
ある地域包括ケア病棟も41床あります。

小野　大阪医科大学附属病院に広域医療連携
センターというのがあり、その中の患者総合相談

●特集● 座談会
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「大阪医科大学における地域包括ケア」

室の副室長を務めさせていただいております。医
療ソーシャルワーカーとして30年近くやっておりま
す。難病総合センターも任せていただき、いろい
ろな事業もしておりますので、地域のことをお話で
きればと思っています。

木村　本日は、この地域の連携に関わるエキス
パートの方たちにお集まりいただき座談会を開催す
ることとなりました。地域における医療連携は、
あったら良いというようなことではなく、なくてはなら
ないというのが現状だと思います。座談会を行うに
あたり、地域連携の新たな目指すところをみなさん
と検討していきたいと思います。
　まず、コミュニティーベースというマクロの観点か
ら、『健康のまちづくり高槻』というキャチフレーズ
の元で、主に認知症、感染症、難病行政、在
宅支援、看取り、そして介護予防といった点につ
いてお話しいただき、議論していきたいと思います。
まずは、谷本先生から地域連携の推進にあたり、
高槻市としてどのように取り組んでいるのかを　お
話しいただきたいと思います。

谷本　高槻市の高齢者の現状について紹介させ
ていただきます。65歳以上の高齢者の割合は全
国より高く、平成29年は28.5%という非常に高い割
合となっています。そのような中、高槻市は介護
予防にすごく力を入れています。平成30年度から
の高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定
にあたり、高齢者に対して二つの調査を行いまし
た。その結果を資料としてお持ちしています。『在
宅介護実態調査』では、有効回答が725件。要
介護の方でどのような病気が多いかというと、認知
症は全体として最も有病率が高く、要介護1・2の
方で73.3%、要介護4・5の方では14.3%の有病

率となっています。軽度の要支援1・2の方では、
筋骨格系疾患が62.3%と最も多くなっていて、筋
骨格系を予防していく必要があるということがわか
ります。『介護保険・高齢者福祉に関するアン
ケート調査』は要介護認定を受けていないか、要
支援認定を受けている65歳以上の方を対象とし、
有効回答数は1,269件でした。健康について不安
に感じていることは「運動不足」という回答が「特
にない」に次いで最も多く、運動したいがチャンス
がないということで、健康意識が高いこともわかり
ます。高槻市ではここ数年、市民の方が自主的
に、コミュニティの中で『高槻ますます元気体操』
をやっていただこうという取り組みを行っていて、
『高槻ますます元気体操 実施拠点紹介マップ』と
いう冊子を作成し、200以上ある実施グループの
所在地一覧を12箇所の地域包括ケアセンターの
圏域毎に掲載し、イラストでわかりやすく体操の紹
介もしています。月１回～4回から、毎日実施して
いるグループもあり、高槻市は、要介護認定の中
でもより重度の方が少ないという効果を得ていま
す。また、地域での取り組みを後押しするものとし
て『健幸パスポート』という手帳があります。毎年
4月に新しいものが配付され、ポイントを貯めるとタ
オルやTシャツなどの記念品がもらえます。現在、
6,000名以上が参加されています。

木村　高齢者が28.5%という高槻において、いわ
ゆるロコモティブシンドロームを、や運動不足を含
めて、いかに解消していくかということで、このよう
なマップやパスポートを作っていただいているという
ことですが、実際、利用されている方はいらっしゃ

いますか？

林　いらっしゃいます。ご家族の方で健康体操の
取り組みを地域で中心になってやってくださってい
る方とか、地域のコミュニティで参加しているとおっ
しゃってくださる方もいます。健康体操だけでなく、
誤嚥防止についての体操も市で作られています。
興味を持って、勉強会に参加してくださる方、ご
家族の方もいらっしゃいます。

木村　医師会の方で、何かバックアップしている
というようなことはありますか？

島津　医師会でバックアップというのはないですね
…。

谷本　先生が、こういうのに「参加してみたら？」
と言ってくださることが、ものすごく…

木村　重要ということですね。

島津　医師会というより開業医として、運動不足
を解消するために、こういうコミュニティがあるから、
参加したらというようなことは勧めますよ。

谷本　ありがとうございます。もう、その一言がす
ごく大切なんです。

島津　この冊子は医師会の会員には配っていまし
て、各医院では見てもらうようにしています。

木村　もう一つの話題として、認知機能の維持に
ついてなんですが。

谷本　平成29年度から、徘徊の高齢者がいたら、
高槻警察から必ず高槻市へ連絡をいただくように
なっています。年間約200件の通報があるのが現
状です。高槻市では『見守り安心ネットワークシー
ル』というものを用意しています。認知症による徘
徊に不安のある方の衣服や鞄などに貼っていただ
くシールで、QRコードを読み取ると高槻市役所の
担当課、高槻警察の電話番号、またシールに記
載された個人番号から身元が判明でき、ご家族

へ直ちに連絡、お迎えに来ていただけるようになっ
ています。

現在、徘徊高齢者SOSネットワークでこのシールを
お配りしているのは、徘徊の既往があって、市に
事前に登録していただいている300名位の方です
けども、登録に来ていただいた方には、一人あた
り10シートをお渡しして、普段身につけるものに貼っ
ていただくようにしています。

木村　シートをもらえる場所は、唯一市役所でしょ
うか？

谷本　長寿介護課に来ていただくと、登録させて
いただきますので、その番号で、どなたかわかるよ
うになっています。QRコードに個人情報を入れる
ことはできないので、番号を記入してもらいます。

小野　シートにお名前を書くこともできないですから
ね。

谷本　高槻警察を通じて、大阪府下全て、高槻
市がこういうことをやっているということは、情報共
有させていただいています。
　もうひとつ認知症対策として、平成29年7月から
認知症初期集中支援チームが設置されました。こ
れは、初期の段階で、早期の対応を専門の認定
医、看護師、社会福祉士等が対応することで、
今まで困難だった方も、地域で過ごすことができる
ようにサポートするものです。できる限り地域の、
例えばかかりつけ医、歯科医、薬剤師の方々か
ら、普段の気づきの中での情報をいただきたいと
いうのが、お願いしたいことです。

木村　これからの試みということですね。では、
薬剤師の立場からはいかがですか？

芦田　薬剤師会では、認知症対応力向上研修
会というのがありまして、そこでは『気づきと連携』
ということが言われています。いつも元気で来局さ
れる方が今日は少しおかしい、というようなことに気
づいて、連携していかなければならないということ
ですね。

木村　認知症の専門の立場から、大阪医科大
学と高槻市の共同事業、人材育成事業について、
専門医の立場からお話しいただけますか。

米田　それぞれの診療科で高齢者に対する対応
は行っていますが、例えば、大学の『物忘れ外来』
は何を目的としているのか。大学には先端の医療
機器があるということで、非常に早期の、いわゆ
る軽度認知機能障害、まだ認知症とは診断され
ていない前の段階で把握し、発症予防につなげ
ていくということが大きな柱となっています。そういっ
た先端の医療環境というものを広く知っていただく
ためにも、高槻市と共同で人材教育を進めていこ
うと考えています。柱は４つ。認知症の早期対
応、オーラルケア、リハビリ、栄養です。オーラル
ケアによってどのような疾患を予防できるのか、リハ
ビリテーションを中心として、運動機能疾患をどの
ように防いでいくかという先端の知識、非常に大き
な問題となっている高齢者の栄養のメカニズムな
ど、医学的な立場からいろいろな職種の方に学ん
でいただくというものです。

木村　4つの柱のいずれもが、介護予防につなが
る重要なテーマだと思いますが、これについて何
かありますか。

瀧井　高齢の入院患者さんに内科的なリハビリを

オーダーする場合、廃用症候群という病名をつけ
ることが多いです。高齢の方は安静にしていると、
一般的に種々の機能が低下します。運動機能だ
けではなく、内臓機能も含めて広い意味での廃用
であり、やはり体を動かすことは重要であると思い
ます。三島南病院にはオーラルケアの部門はあり
ませんが、栄養指導やNSTの活動が活発です。
経管栄養における適切な注入食の選択など、栄
養も高齢者にとっては重要な課題であると思いま
す。

木村　それ以外に、サルコペニア、フレイルなど
で代表されるように、栄養は大変大事なことだと思
います。これまでは、どのようにこの地域で病気を
予防していくかという連携についてお話をしていた
だきました。では、次に病気になった時にどのよう
に連携していくのか。難病を代表として行政とタイ
アップしながら連携するというのがありますが、その
点はいかがですか？

谷本　難病の患者に対しては、保健師が地域で
支援させていただいています。難病法が施行され
て、その指定は大阪府が審査等を行い、高槻市
はその補助を行っています。今まで特定疾患に該
当し、難病法が施行後は経過措置であった患者
が、平成30年1月1日に全て統一され、不認定の
方には通知書が送付されている状況です。

木村　難病に関しては、平成27年に難病新法が
立ち上がって、ちょうど3年が経過して、経過措置

が終了する段階において、いろいろ混乱している
ところがあり、それに対しての対応ということだと思
いますが。

谷本　そうです。地域包括支援というのは、難病
がモデルケースになると考えています。非常に医
療と介護や福祉が密接にならないと難病患者の支
援は難しいからです。

木村　大阪医科大学でも平成27年の難病新法の
発足と同時に難病総合センターを立ち上げ、市の
実質的な拠点病院としての役割を果たしています
が、もともと高槻市、茨木、摂津を含めた三島医
療圏においての長年のネットワークを中心に主宰を
させていただいていたという経緯があったからです
ね。

小野　１１年目になりますが、三島難病医療ネット
ワーク会議というのを開催しています。どうして大
阪医科大学が事務局になったかといいますと、高
槻市が中核市となって大阪府から離れましたので、
茨木保健所は大阪府、高槻保健所は高槻市とい
うように、二つの行政になってしまいましたので、
大阪医科大学が事務局となって地域のネットワーク
を作ろうということで開催しています。最初は地域
の病院の医師と保健師の集まりでしたが、11年と
もなるとさまざまな職種が入り、ケアマネジャー、訪
問看護師、最後になって歯科医師会に入ってい
ただきました、パーキンソン病の『服薬支援手帳』
は、３つの薬剤師会にご協力いただいて作成しま
した。またALSがまずモデルになるだろうということ
で、在宅に戻っていただくときの在宅療養チェック
リストから作りましたが、それを広めるために保健
師との協力が今は一番かと思っています。どうして

も退院前カンファレンスとなると、さまざまな職種の
方に集まっていただき、情報を共有し、在宅に帰
られても何か困ったことがあれば、大阪医科大学
の方で引き受けるというように、実務を伴いながら、
こういう会議も行っているのが現状です。

木村　『服薬支援手帳』は、パーキンソンだけの、
疾患特異的な手帳になるわけですが、ひとつの医
薬連携をカタチにしたものですね。

芦田　薬剤師会の方でも、これを会員に配布した
り、実際、木村先生に来ていただき、薬剤師会
の研修会で講演をいただいたりして、勉強もさせ
ていただいています。

木村　個別なタイプ、各疾患における特異性があ
るので、それを活かした連携をこういうカタチで作っ
ていくのは一つの方法かと思います。特に難病の
場合は、多職種の連携が重要なポイントになりま
すので、訪問看護としても難病を含めて関与され
ていると思います。

林　はい。難病センターですので、保健師さんと
の連携ですとか、もちろん、大学病院から在宅へ
帰られる時、また、在宅でどうしてもお困りのことな
ど、地域からのお声がけをもう一度大学へ報告、
確認し、難病センターへ問い合わせ、今までの経
過を確認したり、担当の保健師と連携をとるなどし
ています。私たちが難病の方に入る場合は、医
療保険での訪問看護になりますので、介護保険を
きっちり申請していただくなど、生活支援の部分が
重要だと思っています。疾患のことは大学の先生
方、お薬のコントロールは薬剤師がいます。看護
師はその橋渡しができる、全体的な医療がわかり、
介護のこともわかるというのは看護師だけだと思い
ます。介護職には医療のことはわかりませんし、
医師には生活のことはなかなかわかりません。看
護師はトータルでそこを見ていけるので、医療の
先生方との連携、介護の方では、ケアマネジャー
と生活支援をしてくださるヘルパーとの連携というと
ころの、コーディネーターの役割が重要だと考え、
活動しています。

木村　疾患がもたらす障害を持って、どのように
生活していくかということですね。一般病院の立場
で、三島南病院には一般病棟の他に、回復、リ

ハビリ、療養型、地域包括と、いろいろな機能を
併せ持った病棟がありますが、難病に限らず、全
体の連携は？

瀧井　連携ということを考えますと、多職種協働と
いうことがキーワードになってくると思います。医師
は疾患、疾病を診て、生活の面まではなかなか
思い浮かばないというのが現状です。多職種協
働はチーム医療にも通じます。地域医療連携室に
は社会福祉士という専門職の方がおられて業務に
あたっています。地域医療包括センターとして、
訪問看護ステーション、ケアプランセンター、デイ
ケアセンターの部門があり、在宅医療に向けての
取り組みをされています。また、長期間介護をされ
ているご家族の休息のための一時的な入院、す
なわちレスパイト入院というものがあります。入院期
間は1～2週間、原則3カ月以上の間隔を取っても
らうなど、現在規定を作成中です。今後の高齢
化社会において、大事な医療システムになってくる
と思います。

木村　重要な在宅医療を継続していただくために
も、レスパイトが必要となるということですね。

島津　高槻市医師会では、昨年からレスパイト入
院という言葉を使い、高槻市内の総合病院で対
応していただくようになり、『かかりつけ医・在宅ケ
ア 支援システムハンドブック』に利用のご案内の
文章を掲載し、患者用の説明書、そのマニュア
ルなどをつけています。

木村　アンケートでは、訪問看護の立場から、医
師との連携が一番難しいというのが挙がってきます
が、どうですか？

林　ご利用者様には、できる限りかかりつけ医を
持っていただくようにお願いしています。、在宅医
の先生との連携については、診療時間内に緊急
時以外はお電話をおかけするわけにはいかないの
で、FAXがよいとか、メールがよいとか、先生方
に連携の方法をお尋ねしています。特に利用者の
状態変化がある場合には、密に連絡を取らなけれ
ばならないので、それぞれ媒体を工夫しながら連
携させていただいています。在宅医療に取り組ん
でくださる開業医は増えてきたと思います。でも連
携の中で一番大切なことは、最初に緊急時の対
応策を利用者やご家族を含め在宅チームで決定
しておくことですね。退院時のカンファレンスでは、
患者の意思決定についてもしっかり支援していま
す。

木村　介護との連携、地域包括ケアとの連携と
いう点で、高槻市の現状はどうですか？

林　在宅では、サービス担当者会議という会議が
あります。実際に利用者の家にサービスを提供し
ている職種全員が集まります。かかりつけ医の先
生が来てくださる場合もありますし、薬剤師、ヘル
パー、デイサービスを使っていらっしゃる方はデイ
サービスの担当者、訪問看護なら訪問看護師や
リハビルスタッフ、ケアマネジャー、必要であれば
行政の方や保健師の方にも来ていただきます。介
護保険だけでは足りず、福祉サービスを活用する
場合はアドバイスが必要になるからです。本人が
どんなふうに療養生活を続けたいのか意思を確認
し、全員で話し合いを行い、それぞれが専門職
の立場で役割を担っていくのか確認していくとので
連携は上手くできていると思います。

木村　では、在宅の話に移りたいと思いますが、
行政の立場からお願いします。

谷本　介護保険を使っている方は、キーとなるの
がケアマネジャーなんです。本人に寄り添い、常
にいていただく方なので、医療情報を知っておい
ていただかなければならないと思います。会議で
集まる人に対して発信するのもケアマネジャーです
が、なかなか医療の知識までは難しいところもあり、
今年度はケアマネジャーに対して医療についての
研修を行い、知識を深めていただく取り組みを行っ
ています。

島津　以前、医師会の方では、在宅で使う材料
について研修を行ったことがありますね。

谷本　行政からの取り組みはもちろんですが、ケ
アマネジャーでも服薬支援手帳を知らない人もいま
すので、ぜひとも医療の方からも情報を提供して
いただきたいと思います。

林　ケアマネジャーは月一回の訪問が規定です。
看護師の方が訪問頻度も高いので、何かあれば
医師、ケアマネジャーには報告しています。生活
支援の部分で困っていることがあるようなら、プラ
ンの変更もしてもらっています。ケアマネジャーとの
連携という点では、医療的にどうしたらよいのかと
思ったら、まず訪問看護師に相談してくださいとお
話しています。

木村　在宅を担っていただくのはかかりつけ医で
すので、医師会の立場からはいかがですか？

島津　いかに医師を増やすか、増やさなければ
ならないというのが現状ですね。国の予算でコー
ディネーター事業というものに補助金をいただいて
おりまして、医師会としては在宅コーディネーター 3
名に入っていただき、開業医に直接訪問、電話
などで、訪問診療についての現状把握を行ってい
ます。在宅医を増やさなければならないので、希
望者に対して講習会を開いたり、同行訪問で実
際の現場を見ていただいたりなどの取り組みも行っ
ています。高槻市の在宅診療の現状と今後、在
宅死の割合、在宅を支える医療資源などのデータ
からも、訪問診療医を増やさなければならないこと
は明白です。

木村　今後増えていく看取りに対して、現在の正
確なデータづくりが重要ですね。2025年問題を考
える上でも大事だろうと思います。難病については
大阪府から委託を受け、難病在宅同行訪問とい
うのも同じようにさせていただき、特定機能病院が
できる在宅への補助、援助もさせていただいてい
ます。

小野　実際、同行訪問は専門医と開業医と三者
で行うことがありますし、サービス担当者会議では、
ケアマネジャーから知りたいことがあると質問を受
けることもあります。やはり、行けば生活が見えま
すし、広げたいと思いますが、どうしても同じ先生
になることが多いのが現状です。できる限り新しい
先生と同行したいのですが、病院に頼りたい患者
も多く、かかりつけ医を好まない方もいらっしゃって、
同行訪問で、家族、本人の説得から始めなけれ
ばならない場合もあります。さきほどのケアマネ
ジャーにいろいろ知ってほしいということでは、受託
事業のなかで、年に２回研修会を開き、ひとつは
地方などで行われている在宅医療・連携を学ぶと
いうこと、もうひとつは難病疾患をケアマネジャーに
も知ってもらうというようなことを毎年行っています。
次回は栄養の話を予定しています。
　同行訪問では開業医の方からも気軽に質問し
ていただけるので、自分の専門でない部分はどう
したらよいのか等、どのように連携していくかをしっ
かりと決めることもできます。現在歯科医を取り込も
うとしているのですが、なかなか口腔ケアにうまく繋
がらず、苦労しています。

島津　多職種連携会議では、歯科医の先生方
からも退院カンファレンスには一声かけていただき
たいという声はあがっています。

小野　一歩進みましたね。

林　歯科医師の先生方も在宅に対してかなり前
向きな取り組みを開始されていると思います。

島津　委託事業として、訪問歯科診療が行われ
ていて、訪問歯科コーディネーターも3名います。
ハンドブックに訪問歯科診療依頼書などもあります
が、なかなか利用されていないようです。
　ハンドブックは毎年改定しておりまして、情報共
有ということをテーマに、『連携時情報共有シート』
というものもあります。退院時のカンファレンスでは
今後の在宅医療に役立つものになりますし、その
人に関わるそれぞれが持つ情報を記入していけ
ば、緊急入院の際にも役立ちます。

林　在宅における薬剤師の役割も重要視されてき
ていて、システムもできつつありますが、いかがで
すか？

芦田　薬剤師の在宅訪問の現状をスライドでご紹
介します。高槻市薬剤師会のホームページ
（http://www.taka89.com）では、どこに薬局が
あるか検索できるシステムがあります。その中で在
宅サービスを行っている薬局を検索することができ
ます。高槻市では146件中97件、66%の薬局が
届出をしていますが、実際にフルに機能している薬
局は少なかったりしますので、この点を整備したい
と薬剤師会では考え、指導、研修を行うため、訪
問看護師と合同の研修会を行いました。さまざまな
課題を残しながらも、現在進めているところです。

木村　まだスタートしたばかりで、課題は山積みで
しょうが、今後改善されていくということで、期待し
たいと思います。先ほどの医療情報について、災
害対策も含め、どのように管理していくかという点
で、高槻市として行っていただいていることは？

谷本　高槻市では冷蔵庫に保管していただく『救
急医療情報キット』というものを用意しています。
主に65歳以上の高齢者、日中高齢者世帯に民生
委員が届け、医療情報を記入していただくように
説明しています。現在、延べ１万件くらいに配付
しています。平成23年から始めてきていますが、
本年度は医療機関からもっと普及してほしいという
お声をいただき、今回、医師会および歯科医師
会、薬剤師会の先生方の監修をいただき、記入
する用紙を改定しました。
　このキットが冷蔵庫に
保管されていることを示す
ステッカーを冷蔵庫と玄関
ドアの内側に貼っていた
だくことになっています。
救急時には救急隊員が
ステッカーを確認すること
で、キットが置いてあると
判断します。これを広め
るために、高槻市の救急
隊と共に、また各病院に説明に伺っています。患
者が退院する際にお渡しいただける病院もありま
す。

木村　情報が古くないか、アップデートされている
かどうかが問題だと思いますが。

谷本　情報は常に更新していただくように、毎年

紙の色を変更して発行します。29年度はピンク、
30年度は緑です。

林　私たちも訪問の際、「冷蔵庫に入っています
か？」とお聞きして、見せていただきます。入って
いなければ担当の民生委員にお願いしたりもしま
す。

芦田　ほしいとおっしゃる方には、どこで入手した
らよいのですか？

谷本　基本は民生委員を通してですが、長寿介
護課の窓口で配付します。認知症の方など、情
報が正しいかどうかということもありますので、今後
ともみなさまにはご協力をお願いしたいと思います。

小野　ところで、精神科の先生の訪問診療は少
ないようですが、難しいのでしょうか？

米田　マンパワーと時間の問題ですね。医者も働
き方改革をいわれる時代ですから…。

島津　医師会でも、在宅医療、かかりつけ医に
ついての課題は多いように認識しています。

林　在宅療養中の方で先に訪問看護でご依頼を
受けた場合には、利用者の意向や生活状況を確
認して在宅医が必要かどうかを検討したうえで先
生方に介入のご相談をするような連携役を担うこと
もあります。緊急対応時もまずは訪問看護がお受
けして、先生にご報告してご指示をいただいて対
応しています。

瀧井　それに関しては『特定行為に係る看護師
の研修制度』が始まりましたね。三島南病院から
も研修に行かれている方がおられます。看護師に
医師業務の一部を担ってもらうということになるわけ
ですね。

林　ＩＣＴを利用した死亡診断等ガイドラインが厚
生労働省から提示されました。在宅医療での看
取りの場合、医師が看取りの場に立ち会えない場
合にＩＣＴ等を活用して提携し、看護師が医師の

指示を受けて死亡診断書に医師の名前を代筆し
てもよいというようなことに…。もちろん研修を受け、
医師との連携がきっちりとできていなければなりませ
んが、国の施策として在宅看取りを増やしていくと
いう考えから、死亡診断等ガイドラインが提示され
たり、特定行為研修であったり、医行為のところ
に看護師の役割が拡大していくのだと思います。

木村　患者側の医療のニーズに応えるためにも職
種連携、地域連携をしていかなければならないと
いうことになるわけですね。これだけ大切な地域連
携ということを、我 も々医師になってから学ぶわけ
ですが、これを医学教育の中でどのように取り入
れていくのかということ、そういう意識を学生の時
代から持ってもらうことも大事だと思いますが、いか
がでしょう？

米田　医学教育の中での大きな流れは、できるだ
け現場で、どれだけ学生自身が学ぶ機会を作る
のかという、主体的な学びの姿勢を培っていこう
と、カリキュラムを変更しているわけです。クリニカ
ル・クラークシップという名前で、実際に医行為に
近いところまで行ってよいという、Student Doctor
制というのも導入されていますし、我々の大学での
地域医療に関しては3回生、4回生に座学で知識
を入れ込んでいき、教室を横断的に加齢高齢者
コースというのはその典型だと思いますが、非常に
沢山の教室が集まって、一つのコースをつくりあげ
ていくというような形の教育も行っています。公衆
衛生も地域医療では非常に重要なポイントにもなる
ので、教育をしていただき、特に６回生の選択臨
床実習では、実習先にかなり多くの診療所も入っ
ていますし、地域の病院もかなり多く入っています
ので、実際の現場で経験をしてもらうことになって
います。

を知らなかったというようなことがあります。結核は
主に公費で治療するので、医師からの届出がい
かに重要かとか、最後まで薬を飲み切り耐性菌を
つくらないことだとか、地域での取り組みは実体験
で感じてもらうしかないと、思っておりますので、今
後も、地域医療を経験してほしいと思います。

米田　私も学生時代に公衆衛生の実習で結核の
ことをやりましたが、こんなにも結核の多い地域が
あるのかと、驚いたことがあります。そういう経験
は残るんですよね。

木村　薬剤師の方 も々こういう知識を持っている必
要がありますね…

芦田　薬剤師にもいろいろな知識は必要ですし、
薬局が気軽に相談できる窓口にならなければなら

　時間的にも厳しいところもありますし、学部学生
に高いところを求めるのは難しいかもしれませんが、
初期臨床研修で地域医療は必修科目になってい
ますので、それをどれだけ有効に活用するか、彼
らはもう医師免許を持っていますので、かなりのと
ころはできるはず。地域医療はだいたい主要科目
の初期研修を終えた後で設定されていることが多
いので、もっと実践的な現場というのを学ぶ機会
は大きいと思います。学生時代に3カ月かかったも
のを研修医時代には2～ 3週間で学べるというよう
な濃密な時間を過ごせると思いますから、できるだ
け活用できるプログラムづくりが必要でしょうし、地
域医療にもっと力を入れているような、またそういっ
た勉強の機会があるような病院にしていかなくては
ならないのではないかと思います。

小野　看護もそうですよね。訪問看護師のところ
へ実習に行ったりしていますよね。

林　まだ、やっと軌道に乗ってきたところですが、
看護学部の在宅看護研修を受け入れたり、病院
看護師の在宅研修を受けたり、少しずつでも生活
の視点を持ってもらうように、急性期病院で働いて
いたとしても、退院後の生活を見据えた看護が必
要なので、この生活の視点を少しでも理解してもら
えればと、取り組んでいるところです。

木村　これだけ密に地域の連携が行われている
場所で人材育成を考えると、教育面は非常に大
事なことになりますね。

谷本　私が保健所にいた時にも研修医が回ってき
てくれましたが、医学教育で結核という講義が少
なかったんですね。ですが、現在高齢者の結核
患者がどんどん増加しています。研修医も実際に
地域に出てみないと、こういう病気があるということ

ないと思っています。例えば、毎月、認知症カフェ
を開いたり、薬局にも管理栄養士を置き、栄養相
談を受けたりもしています。

林　地域包括にも管理栄養士がいらっしゃるところ
もありますが、これから考えなければならないのは、
そこには何の報酬もつかないので、完全にボラン
ティアになってしまっているということです。

芦田　在宅医療をやりたい管理栄養士は多いん
ですけどね。

島津　医師会のハンドブックには、高槻市栄養士
会との連携による在宅患者訪問栄養食事指導と
いうのがあります。これには自費が発生します。こ
ういうこともしてはいますが、なかなか利用される方
はいらっしゃいませんね。

林　在宅のおける栄養管理指導などに、報酬が
つくように高槻市が始めてくれれば、全国初になる
んですけどね。

木村　現状の問題点、今後の課題としての提言
もいただき、ありがとうございます。この地域ネット
ワークがますます発展することが地域力をアップさ
せ、健康なまちづくりにつながっていくだろうと思い
ます。本日は、ありがとうございました。

米田　博先生



木村　第四内科、神経内科の教授をしておりま
す。医療連携室長、及び難病総合センターのセ
ンター長を兼任しております。

谷本　3月までは高槻市保健所に勤務しておりまし
たが、現在は、高槻市健康福祉部長寿介護課、
高齢者対策の部門で仕事をしております。

米田　大阪医科大学、神経精神医学教室の教
授です。精神科の中では物忘れ外来という高齢
者を中心とした専門外来をやっておりますが、それ
と共に大阪医科大学医師会の会長、高槻市社
会福祉審議会では高齢者分科会の委員、高槻
市医師会では高齢者対象の委員としても参加し、
さまざまな中で貢献できればと活動しております。

林　大阪医科大学訪問看護ステーションの管理
者をさせていただいております。大阪医科大学附
属病院で病棟責任者をさせていただき平成27年
訪問看護ステーション開設から管理者をさせてい
ただいております。

芦田　高槻市薬剤師会の常務理事を務めており
ます。薬剤師会では毎月第３土曜日に研修会を実
施しています。それ以外では学校薬剤師、認定
薬剤師の審査会などにも参加させていただいてお
ります。

島津　宮田診療所の医師で、高槻市医師会の
在宅医療、高齢者対策の担当理事をしておりま
す。地域包括ケアシステムづくり、在宅医師の育
成が早急に必要なこととして捉えております。

瀧井　一昨年の4月に大阪医科大学三島南病院
副院長として赴任させて頂きました。特務教授と
内科統括部長という役職も拝命しております。入
院患者さんは十数名担当しており、高齢の患者
様に毎日接しています。三島南病院は学校法人
の214床のケアミックス型病院で、急性期病棟、
回復期病棟、療養病棟、そして本日のテーマで
ある地域包括ケア病棟も41床あります。

小野　大阪医科大学附属病院に広域医療連携
センターというのがあり、その中の患者総合相談
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室の副室長を務めさせていただいております。医
療ソーシャルワーカーとして30年近くやっておりま
す。難病総合センターも任せていただき、いろい
ろな事業もしておりますので、地域のことをお話で
きればと思っています。

木村　本日は、この地域の連携に関わるエキス
パートの方たちにお集まりいただき座談会を開催す
ることとなりました。地域における医療連携は、
あったら良いというようなことではなく、なくてはなら
ないというのが現状だと思います。座談会を行うに
あたり、地域連携の新たな目指すところをみなさん
と検討していきたいと思います。
　まず、コミュニティーベースというマクロの観点か
ら、『健康のまちづくり高槻』というキャチフレーズ
の元で、主に認知症、感染症、難病行政、在
宅支援、看取り、そして介護予防といった点につ
いてお話しいただき、議論していきたいと思います。
まずは、谷本先生から地域連携の推進にあたり、
高槻市としてどのように取り組んでいるのかを　お
話しいただきたいと思います。

谷本　高槻市の高齢者の現状について紹介させ
ていただきます。65歳以上の高齢者の割合は全
国より高く、平成29年は28.5%という非常に高い割
合となっています。そのような中、高槻市は介護
予防にすごく力を入れています。平成30年度から
の高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定
にあたり、高齢者に対して二つの調査を行いまし
た。その結果を資料としてお持ちしています。『在
宅介護実態調査』では、有効回答が725件。要
介護の方でどのような病気が多いかというと、認知
症は全体として最も有病率が高く、要介護1・2の
方で73.3%、要介護4・5の方では14.3%の有病

率となっています。軽度の要支援1・2の方では、
筋骨格系疾患が62.3%と最も多くなっていて、筋
骨格系を予防していく必要があるということがわか
ります。『介護保険・高齢者福祉に関するアン
ケート調査』は要介護認定を受けていないか、要
支援認定を受けている65歳以上の方を対象とし、
有効回答数は1,269件でした。健康について不安
に感じていることは「運動不足」という回答が「特
にない」に次いで最も多く、運動したいがチャンス
がないということで、健康意識が高いこともわかり
ます。高槻市ではここ数年、市民の方が自主的
に、コミュニティの中で『高槻ますます元気体操』
をやっていただこうという取り組みを行っていて、
『高槻ますます元気体操 実施拠点紹介マップ』と
いう冊子を作成し、200以上ある実施グループの
所在地一覧を12箇所の地域包括ケアセンターの
圏域毎に掲載し、イラストでわかりやすく体操の紹
介もしています。月１回～4回から、毎日実施して
いるグループもあり、高槻市は、要介護認定の中
でもより重度の方が少ないという効果を得ていま
す。また、地域での取り組みを後押しするものとし
て『健幸パスポート』という手帳があります。毎年
4月に新しいものが配付され、ポイントを貯めるとタ
オルやTシャツなどの記念品がもらえます。現在、
6,000名以上が参加されています。

木村　高齢者が28.5%という高槻において、いわ
ゆるロコモティブシンドロームを、や運動不足を含
めて、いかに解消していくかということで、このよう
なマップやパスポートを作っていただいているという
ことですが、実際、利用されている方はいらっしゃ

いますか？

林　いらっしゃいます。ご家族の方で健康体操の
取り組みを地域で中心になってやってくださってい
る方とか、地域のコミュニティで参加しているとおっ
しゃってくださる方もいます。健康体操だけでなく、
誤嚥防止についての体操も市で作られています。
興味を持って、勉強会に参加してくださる方、ご
家族の方もいらっしゃいます。

木村　医師会の方で、何かバックアップしている
というようなことはありますか？

島津　医師会でバックアップというのはないですね
…。

谷本　先生が、こういうのに「参加してみたら？」
と言ってくださることが、ものすごく…

木村　重要ということですね。

島津　医師会というより開業医として、運動不足
を解消するために、こういうコミュニティがあるから、
参加したらというようなことは勧めますよ。

谷本　ありがとうございます。もう、その一言がす
ごく大切なんです。

島津　この冊子は医師会の会員には配っていまし
て、各医院では見てもらうようにしています。

木村　もう一つの話題として、認知機能の維持に
ついてなんですが。

谷本　平成29年度から、徘徊の高齢者がいたら、
高槻警察から必ず高槻市へ連絡をいただくように
なっています。年間約200件の通報があるのが現
状です。高槻市では『見守り安心ネットワークシー
ル』というものを用意しています。認知症による徘
徊に不安のある方の衣服や鞄などに貼っていただ
くシールで、QRコードを読み取ると高槻市役所の
担当課、高槻警察の電話番号、またシールに記
載された個人番号から身元が判明でき、ご家族

へ直ちに連絡、お迎えに来ていただけるようになっ
ています。

現在、徘徊高齢者SOSネットワークでこのシールを
お配りしているのは、徘徊の既往があって、市に
事前に登録していただいている300名位の方です
けども、登録に来ていただいた方には、一人あた
り10シートをお渡しして、普段身につけるものに貼っ
ていただくようにしています。

木村　シートをもらえる場所は、唯一市役所でしょ
うか？

谷本　長寿介護課に来ていただくと、登録させて
いただきますので、その番号で、どなたかわかるよ
うになっています。QRコードに個人情報を入れる
ことはできないので、番号を記入してもらいます。

小野　シートにお名前を書くこともできないですから
ね。

谷本　高槻警察を通じて、大阪府下全て、高槻
市がこういうことをやっているということは、情報共
有させていただいています。
　もうひとつ認知症対策として、平成29年7月から
認知症初期集中支援チームが設置されました。こ
れは、初期の段階で、早期の対応を専門の認定
医、看護師、社会福祉士等が対応することで、
今まで困難だった方も、地域で過ごすことができる
ようにサポートするものです。できる限り地域の、
例えばかかりつけ医、歯科医、薬剤師の方々か
ら、普段の気づきの中での情報をいただきたいと
いうのが、お願いしたいことです。

木村　これからの試みということですね。では、
薬剤師の立場からはいかがですか？

芦田　薬剤師会では、認知症対応力向上研修
会というのがありまして、そこでは『気づきと連携』
ということが言われています。いつも元気で来局さ
れる方が今日は少しおかしい、というようなことに気
づいて、連携していかなければならないということ
ですね。

木村　認知症の専門の立場から、大阪医科大
学と高槻市の共同事業、人材育成事業について、
専門医の立場からお話しいただけますか。

米田　それぞれの診療科で高齢者に対する対応
は行っていますが、例えば、大学の『物忘れ外来』
は何を目的としているのか。大学には先端の医療
機器があるということで、非常に早期の、いわゆ
る軽度認知機能障害、まだ認知症とは診断され
ていない前の段階で把握し、発症予防につなげ
ていくということが大きな柱となっています。そういっ
た先端の医療環境というものを広く知っていただく
ためにも、高槻市と共同で人材教育を進めていこ
うと考えています。柱は４つ。認知症の早期対
応、オーラルケア、リハビリ、栄養です。オーラル
ケアによってどのような疾患を予防できるのか、リハ
ビリテーションを中心として、運動機能疾患をどの
ように防いでいくかという先端の知識、非常に大き
な問題となっている高齢者の栄養のメカニズムな
ど、医学的な立場からいろいろな職種の方に学ん
でいただくというものです。

木村　4つの柱のいずれもが、介護予防につなが
る重要なテーマだと思いますが、これについて何
かありますか。

瀧井　高齢の入院患者さんに内科的なリハビリを

オーダーする場合、廃用症候群という病名をつけ
ることが多いです。高齢の方は安静にしていると、
一般的に種々の機能が低下します。運動機能だ
けではなく、内臓機能も含めて広い意味での廃用
であり、やはり体を動かすことは重要であると思い
ます。三島南病院にはオーラルケアの部門はあり
ませんが、栄養指導やNSTの活動が活発です。
経管栄養における適切な注入食の選択など、栄
養も高齢者にとっては重要な課題であると思いま
す。

木村　それ以外に、サルコペニア、フレイルなど
で代表されるように、栄養は大変大事なことだと思
います。これまでは、どのようにこの地域で病気を
予防していくかという連携についてお話をしていた
だきました。では、次に病気になった時にどのよう
に連携していくのか。難病を代表として行政とタイ
アップしながら連携するというのがありますが、その
点はいかがですか？

谷本　難病の患者に対しては、保健師が地域で
支援させていただいています。難病法が施行され
て、その指定は大阪府が審査等を行い、高槻市
はその補助を行っています。今まで特定疾患に該
当し、難病法が施行後は経過措置であった患者
が、平成30年1月1日に全て統一され、不認定の
方には通知書が送付されている状況です。

木村　難病に関しては、平成27年に難病新法が
立ち上がって、ちょうど3年が経過して、経過措置

が終了する段階において、いろいろ混乱している
ところがあり、それに対しての対応ということだと思
いますが。

谷本　そうです。地域包括支援というのは、難病
がモデルケースになると考えています。非常に医
療と介護や福祉が密接にならないと難病患者の支
援は難しいからです。

木村　大阪医科大学でも平成27年の難病新法の
発足と同時に難病総合センターを立ち上げ、市の
実質的な拠点病院としての役割を果たしています
が、もともと高槻市、茨木、摂津を含めた三島医
療圏においての長年のネットワークを中心に主宰を
させていただいていたという経緯があったからです
ね。

小野　１１年目になりますが、三島難病医療ネット
ワーク会議というのを開催しています。どうして大
阪医科大学が事務局になったかといいますと、高
槻市が中核市となって大阪府から離れましたので、
茨木保健所は大阪府、高槻保健所は高槻市とい
うように、二つの行政になってしまいましたので、
大阪医科大学が事務局となって地域のネットワーク
を作ろうということで開催しています。最初は地域
の病院の医師と保健師の集まりでしたが、11年と
もなるとさまざまな職種が入り、ケアマネジャー、訪
問看護師、最後になって歯科医師会に入ってい
ただきました、パーキンソン病の『服薬支援手帳』
は、３つの薬剤師会にご協力いただいて作成しま
した。またALSがまずモデルになるだろうということ
で、在宅に戻っていただくときの在宅療養チェック
リストから作りましたが、それを広めるために保健
師との協力が今は一番かと思っています。どうして

も退院前カンファレンスとなると、さまざまな職種の
方に集まっていただき、情報を共有し、在宅に帰
られても何か困ったことがあれば、大阪医科大学
の方で引き受けるというように、実務を伴いながら、
こういう会議も行っているのが現状です。

木村　『服薬支援手帳』は、パーキンソンだけの、
疾患特異的な手帳になるわけですが、ひとつの医
薬連携をカタチにしたものですね。

芦田　薬剤師会の方でも、これを会員に配布した
り、実際、木村先生に来ていただき、薬剤師会
の研修会で講演をいただいたりして、勉強もさせ
ていただいています。

木村　個別なタイプ、各疾患における特異性があ
るので、それを活かした連携をこういうカタチで作っ
ていくのは一つの方法かと思います。特に難病の
場合は、多職種の連携が重要なポイントになりま
すので、訪問看護としても難病を含めて関与され
ていると思います。

林　はい。難病センターですので、保健師さんと
の連携ですとか、もちろん、大学病院から在宅へ
帰られる時、また、在宅でどうしてもお困りのことな
ど、地域からのお声がけをもう一度大学へ報告、
確認し、難病センターへ問い合わせ、今までの経
過を確認したり、担当の保健師と連携をとるなどし
ています。私たちが難病の方に入る場合は、医
療保険での訪問看護になりますので、介護保険を
きっちり申請していただくなど、生活支援の部分が
重要だと思っています。疾患のことは大学の先生
方、お薬のコントロールは薬剤師がいます。看護
師はその橋渡しができる、全体的な医療がわかり、
介護のこともわかるというのは看護師だけだと思い
ます。介護職には医療のことはわかりませんし、
医師には生活のことはなかなかわかりません。看
護師はトータルでそこを見ていけるので、医療の
先生方との連携、介護の方では、ケアマネジャー
と生活支援をしてくださるヘルパーとの連携というと
ころの、コーディネーターの役割が重要だと考え、
活動しています。

木村　疾患がもたらす障害を持って、どのように
生活していくかということですね。一般病院の立場
で、三島南病院には一般病棟の他に、回復、リ

ハビリ、療養型、地域包括と、いろいろな機能を
併せ持った病棟がありますが、難病に限らず、全
体の連携は？

瀧井　連携ということを考えますと、多職種協働と
いうことがキーワードになってくると思います。医師
は疾患、疾病を診て、生活の面まではなかなか
思い浮かばないというのが現状です。多職種協
働はチーム医療にも通じます。地域医療連携室に
は社会福祉士という専門職の方がおられて業務に
あたっています。地域医療包括センターとして、
訪問看護ステーション、ケアプランセンター、デイ
ケアセンターの部門があり、在宅医療に向けての
取り組みをされています。また、長期間介護をされ
ているご家族の休息のための一時的な入院、す
なわちレスパイト入院というものがあります。入院期
間は1～2週間、原則3カ月以上の間隔を取っても
らうなど、現在規定を作成中です。今後の高齢
化社会において、大事な医療システムになってくる
と思います。

木村　重要な在宅医療を継続していただくために
も、レスパイトが必要となるということですね。

島津　高槻市医師会では、昨年からレスパイト入
院という言葉を使い、高槻市内の総合病院で対
応していただくようになり、『かかりつけ医・在宅ケ
ア 支援システムハンドブック』に利用のご案内の
文章を掲載し、患者用の説明書、そのマニュア
ルなどをつけています。

木村　アンケートでは、訪問看護の立場から、医
師との連携が一番難しいというのが挙がってきます
が、どうですか？

林　ご利用者様には、できる限りかかりつけ医を
持っていただくようにお願いしています。、在宅医
の先生との連携については、診療時間内に緊急
時以外はお電話をおかけするわけにはいかないの
で、FAXがよいとか、メールがよいとか、先生方
に連携の方法をお尋ねしています。特に利用者の
状態変化がある場合には、密に連絡を取らなけれ
ばならないので、それぞれ媒体を工夫しながら連
携させていただいています。在宅医療に取り組ん
でくださる開業医は増えてきたと思います。でも連
携の中で一番大切なことは、最初に緊急時の対
応策を利用者やご家族を含め在宅チームで決定
しておくことですね。退院時のカンファレンスでは、
患者の意思決定についてもしっかり支援していま
す。

木村　介護との連携、地域包括ケアとの連携と
いう点で、高槻市の現状はどうですか？

林　在宅では、サービス担当者会議という会議が
あります。実際に利用者の家にサービスを提供し
ている職種全員が集まります。かかりつけ医の先
生が来てくださる場合もありますし、薬剤師、ヘル
パー、デイサービスを使っていらっしゃる方はデイ
サービスの担当者、訪問看護なら訪問看護師や
リハビルスタッフ、ケアマネジャー、必要であれば
行政の方や保健師の方にも来ていただきます。介
護保険だけでは足りず、福祉サービスを活用する
場合はアドバイスが必要になるからです。本人が
どんなふうに療養生活を続けたいのか意思を確認
し、全員で話し合いを行い、それぞれが専門職
の立場で役割を担っていくのか確認していくとので
連携は上手くできていると思います。

木村　では、在宅の話に移りたいと思いますが、
行政の立場からお願いします。

谷本　介護保険を使っている方は、キーとなるの
がケアマネジャーなんです。本人に寄り添い、常
にいていただく方なので、医療情報を知っておい
ていただかなければならないと思います。会議で
集まる人に対して発信するのもケアマネジャーです
が、なかなか医療の知識までは難しいところもあり、
今年度はケアマネジャーに対して医療についての
研修を行い、知識を深めていただく取り組みを行っ
ています。

島津　以前、医師会の方では、在宅で使う材料
について研修を行ったことがありますね。

谷本　行政からの取り組みはもちろんですが、ケ
アマネジャーでも服薬支援手帳を知らない人もいま
すので、ぜひとも医療の方からも情報を提供して
いただきたいと思います。

林　ケアマネジャーは月一回の訪問が規定です。
看護師の方が訪問頻度も高いので、何かあれば
医師、ケアマネジャーには報告しています。生活
支援の部分で困っていることがあるようなら、プラ
ンの変更もしてもらっています。ケアマネジャーとの
連携という点では、医療的にどうしたらよいのかと
思ったら、まず訪問看護師に相談してくださいとお
話しています。

木村　在宅を担っていただくのはかかりつけ医で
すので、医師会の立場からはいかがですか？

島津　いかに医師を増やすか、増やさなければ
ならないというのが現状ですね。国の予算でコー
ディネーター事業というものに補助金をいただいて
おりまして、医師会としては在宅コーディネーター 3
名に入っていただき、開業医に直接訪問、電話
などで、訪問診療についての現状把握を行ってい
ます。在宅医を増やさなければならないので、希
望者に対して講習会を開いたり、同行訪問で実
際の現場を見ていただいたりなどの取り組みも行っ
ています。高槻市の在宅診療の現状と今後、在
宅死の割合、在宅を支える医療資源などのデータ
からも、訪問診療医を増やさなければならないこと
は明白です。

木村　今後増えていく看取りに対して、現在の正
確なデータづくりが重要ですね。2025年問題を考
える上でも大事だろうと思います。難病については
大阪府から委託を受け、難病在宅同行訪問とい
うのも同じようにさせていただき、特定機能病院が
できる在宅への補助、援助もさせていただいてい
ます。

小野　実際、同行訪問は専門医と開業医と三者
で行うことがありますし、サービス担当者会議では、
ケアマネジャーから知りたいことがあると質問を受
けることもあります。やはり、行けば生活が見えま
すし、広げたいと思いますが、どうしても同じ先生
になることが多いのが現状です。できる限り新しい
先生と同行したいのですが、病院に頼りたい患者
も多く、かかりつけ医を好まない方もいらっしゃって、
同行訪問で、家族、本人の説得から始めなけれ
ばならない場合もあります。さきほどのケアマネ
ジャーにいろいろ知ってほしいということでは、受託
事業のなかで、年に２回研修会を開き、ひとつは
地方などで行われている在宅医療・連携を学ぶと
いうこと、もうひとつは難病疾患をケアマネジャーに
も知ってもらうというようなことを毎年行っています。
次回は栄養の話を予定しています。
　同行訪問では開業医の方からも気軽に質問し
ていただけるので、自分の専門でない部分はどう
したらよいのか等、どのように連携していくかをしっ
かりと決めることもできます。現在歯科医を取り込も
うとしているのですが、なかなか口腔ケアにうまく繋
がらず、苦労しています。

島津　多職種連携会議では、歯科医の先生方
からも退院カンファレンスには一声かけていただき
たいという声はあがっています。

小野　一歩進みましたね。

林　歯科医師の先生方も在宅に対してかなり前
向きな取り組みを開始されていると思います。

島津　委託事業として、訪問歯科診療が行われ
ていて、訪問歯科コーディネーターも3名います。
ハンドブックに訪問歯科診療依頼書などもあります
が、なかなか利用されていないようです。
　ハンドブックは毎年改定しておりまして、情報共
有ということをテーマに、『連携時情報共有シート』
というものもあります。退院時のカンファレンスでは
今後の在宅医療に役立つものになりますし、その
人に関わるそれぞれが持つ情報を記入していけ
ば、緊急入院の際にも役立ちます。

林　在宅における薬剤師の役割も重要視されてき
ていて、システムもできつつありますが、いかがで
すか？

芦田　薬剤師の在宅訪問の現状をスライドでご紹
介します。高槻市薬剤師会のホームページ
（http://www.taka89.com）では、どこに薬局が
あるか検索できるシステムがあります。その中で在
宅サービスを行っている薬局を検索することができ
ます。高槻市では146件中97件、66%の薬局が
届出をしていますが、実際にフルに機能している薬
局は少なかったりしますので、この点を整備したい
と薬剤師会では考え、指導、研修を行うため、訪
問看護師と合同の研修会を行いました。さまざまな
課題を残しながらも、現在進めているところです。

木村　まだスタートしたばかりで、課題は山積みで
しょうが、今後改善されていくということで、期待し
たいと思います。先ほどの医療情報について、災
害対策も含め、どのように管理していくかという点
で、高槻市として行っていただいていることは？

谷本　高槻市では冷蔵庫に保管していただく『救
急医療情報キット』というものを用意しています。
主に65歳以上の高齢者、日中高齢者世帯に民生
委員が届け、医療情報を記入していただくように
説明しています。現在、延べ１万件くらいに配付
しています。平成23年から始めてきていますが、
本年度は医療機関からもっと普及してほしいという
お声をいただき、今回、医師会および歯科医師
会、薬剤師会の先生方の監修をいただき、記入
する用紙を改定しました。
　このキットが冷蔵庫に
保管されていることを示す
ステッカーを冷蔵庫と玄関
ドアの内側に貼っていた
だくことになっています。
救急時には救急隊員が
ステッカーを確認すること
で、キットが置いてあると
判断します。これを広め
るために、高槻市の救急
隊と共に、また各病院に説明に伺っています。患
者が退院する際にお渡しいただける病院もありま
す。

木村　情報が古くないか、アップデートされている
かどうかが問題だと思いますが。

谷本　情報は常に更新していただくように、毎年

紙の色を変更して発行します。29年度はピンク、
30年度は緑です。

林　私たちも訪問の際、「冷蔵庫に入っています
か？」とお聞きして、見せていただきます。入って
いなければ担当の民生委員にお願いしたりもしま
す。

芦田　ほしいとおっしゃる方には、どこで入手した
らよいのですか？

谷本　基本は民生委員を通してですが、長寿介
護課の窓口で配付します。認知症の方など、情
報が正しいかどうかということもありますので、今後
ともみなさまにはご協力をお願いしたいと思います。

小野　ところで、精神科の先生の訪問診療は少
ないようですが、難しいのでしょうか？

米田　マンパワーと時間の問題ですね。医者も働
き方改革をいわれる時代ですから…。

島津　医師会でも、在宅医療、かかりつけ医に
ついての課題は多いように認識しています。

林　在宅療養中の方で先に訪問看護でご依頼を
受けた場合には、利用者の意向や生活状況を確
認して在宅医が必要かどうかを検討したうえで先
生方に介入のご相談をするような連携役を担うこと
もあります。緊急対応時もまずは訪問看護がお受
けして、先生にご報告してご指示をいただいて対
応しています。

瀧井　それに関しては『特定行為に係る看護師
の研修制度』が始まりましたね。三島南病院から
も研修に行かれている方がおられます。看護師に
医師業務の一部を担ってもらうということになるわけ
ですね。

林　ＩＣＴを利用した死亡診断等ガイドラインが厚
生労働省から提示されました。在宅医療での看
取りの場合、医師が看取りの場に立ち会えない場
合にＩＣＴ等を活用して提携し、看護師が医師の

指示を受けて死亡診断書に医師の名前を代筆し
てもよいというようなことに…。もちろん研修を受け、
医師との連携がきっちりとできていなければなりませ
んが、国の施策として在宅看取りを増やしていくと
いう考えから、死亡診断等ガイドラインが提示され
たり、特定行為研修であったり、医行為のところ
に看護師の役割が拡大していくのだと思います。

木村　患者側の医療のニーズに応えるためにも職
種連携、地域連携をしていかなければならないと
いうことになるわけですね。これだけ大切な地域連
携ということを、我 も々医師になってから学ぶわけ
ですが、これを医学教育の中でどのように取り入
れていくのかということ、そういう意識を学生の時
代から持ってもらうことも大事だと思いますが、いか
がでしょう？

米田　医学教育の中での大きな流れは、できるだ
け現場で、どれだけ学生自身が学ぶ機会を作る
のかという、主体的な学びの姿勢を培っていこう
と、カリキュラムを変更しているわけです。クリニカ
ル・クラークシップという名前で、実際に医行為に
近いところまで行ってよいという、Student Doctor
制というのも導入されていますし、我々の大学での
地域医療に関しては3回生、4回生に座学で知識
を入れ込んでいき、教室を横断的に加齢高齢者
コースというのはその典型だと思いますが、非常に
沢山の教室が集まって、一つのコースをつくりあげ
ていくというような形の教育も行っています。公衆
衛生も地域医療では非常に重要なポイントにもなる
ので、教育をしていただき、特に６回生の選択臨
床実習では、実習先にかなり多くの診療所も入っ
ていますし、地域の病院もかなり多く入っています
ので、実際の現場で経験をしてもらうことになって
います。

を知らなかったというようなことがあります。結核は
主に公費で治療するので、医師からの届出がい
かに重要かとか、最後まで薬を飲み切り耐性菌を
つくらないことだとか、地域での取り組みは実体験
で感じてもらうしかないと、思っておりますので、今
後も、地域医療を経験してほしいと思います。

米田　私も学生時代に公衆衛生の実習で結核の
ことをやりましたが、こんなにも結核の多い地域が
あるのかと、驚いたことがあります。そういう経験
は残るんですよね。

木村　薬剤師の方 も々こういう知識を持っている必
要がありますね…

芦田　薬剤師にもいろいろな知識は必要ですし、
薬局が気軽に相談できる窓口にならなければなら

　時間的にも厳しいところもありますし、学部学生
に高いところを求めるのは難しいかもしれませんが、
初期臨床研修で地域医療は必修科目になってい
ますので、それをどれだけ有効に活用するか、彼
らはもう医師免許を持っていますので、かなりのと
ころはできるはず。地域医療はだいたい主要科目
の初期研修を終えた後で設定されていることが多
いので、もっと実践的な現場というのを学ぶ機会
は大きいと思います。学生時代に3カ月かかったも
のを研修医時代には2～ 3週間で学べるというよう
な濃密な時間を過ごせると思いますから、できるだ
け活用できるプログラムづくりが必要でしょうし、地
域医療にもっと力を入れているような、またそういっ
た勉強の機会があるような病院にしていかなくては
ならないのではないかと思います。

小野　看護もそうですよね。訪問看護師のところ
へ実習に行ったりしていますよね。

林　まだ、やっと軌道に乗ってきたところですが、
看護学部の在宅看護研修を受け入れたり、病院
看護師の在宅研修を受けたり、少しずつでも生活
の視点を持ってもらうように、急性期病院で働いて
いたとしても、退院後の生活を見据えた看護が必
要なので、この生活の視点を少しでも理解してもら
えればと、取り組んでいるところです。

木村　これだけ密に地域の連携が行われている
場所で人材育成を考えると、教育面は非常に大
事なことになりますね。

谷本　私が保健所にいた時にも研修医が回ってき
てくれましたが、医学教育で結核という講義が少
なかったんですね。ですが、現在高齢者の結核
患者がどんどん増加しています。研修医も実際に
地域に出てみないと、こういう病気があるということ

ないと思っています。例えば、毎月、認知症カフェ
を開いたり、薬局にも管理栄養士を置き、栄養相
談を受けたりもしています。

林　地域包括にも管理栄養士がいらっしゃるところ
もありますが、これから考えなければならないのは、
そこには何の報酬もつかないので、完全にボラン
ティアになってしまっているということです。

芦田　在宅医療をやりたい管理栄養士は多いん
ですけどね。

島津　医師会のハンドブックには、高槻市栄養士
会との連携による在宅患者訪問栄養食事指導と
いうのがあります。これには自費が発生します。こ
ういうこともしてはいますが、なかなか利用される方
はいらっしゃいませんね。

林　在宅のおける栄養管理指導などに、報酬が
つくように高槻市が始めてくれれば、全国初になる
んですけどね。

木村　現状の問題点、今後の課題としての提言
もいただき、ありがとうございます。この地域ネット
ワークがますます発展することが地域力をアップさ
せ、健康なまちづくりにつながっていくだろうと思い
ます。本日は、ありがとうございました。

小野 美鈴医療ソーシャルワーカー

芦田 泰弦薬剤師

難病と地域包括支援



木村　第四内科、神経内科の教授をしておりま
す。医療連携室長、及び難病総合センターのセ
ンター長を兼任しております。

谷本　3月までは高槻市保健所に勤務しておりまし
たが、現在は、高槻市健康福祉部長寿介護課、
高齢者対策の部門で仕事をしております。

米田　大阪医科大学、神経精神医学教室の教
授です。精神科の中では物忘れ外来という高齢
者を中心とした専門外来をやっておりますが、それ
と共に大阪医科大学医師会の会長、高槻市社
会福祉審議会では高齢者分科会の委員、高槻
市医師会では高齢者対象の委員としても参加し、
さまざまな中で貢献できればと活動しております。

林　大阪医科大学訪問看護ステーションの管理
者をさせていただいております。大阪医科大学附
属病院で病棟責任者をさせていただき平成27年
訪問看護ステーション開設から管理者をさせてい
ただいております。

芦田　高槻市薬剤師会の常務理事を務めており
ます。薬剤師会では毎月第３土曜日に研修会を実
施しています。それ以外では学校薬剤師、認定
薬剤師の審査会などにも参加させていただいてお
ります。

島津　宮田診療所の医師で、高槻市医師会の
在宅医療、高齢者対策の担当理事をしておりま
す。地域包括ケアシステムづくり、在宅医師の育
成が早急に必要なこととして捉えております。

瀧井　一昨年の4月に大阪医科大学三島南病院
副院長として赴任させて頂きました。特務教授と
内科統括部長という役職も拝命しております。入
院患者さんは十数名担当しており、高齢の患者
様に毎日接しています。三島南病院は学校法人
の214床のケアミックス型病院で、急性期病棟、
回復期病棟、療養病棟、そして本日のテーマで
ある地域包括ケア病棟も41床あります。

小野　大阪医科大学附属病院に広域医療連携
センターというのがあり、その中の患者総合相談

●特集● 座談会
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「大阪医科大学における地域包括ケア」

室の副室長を務めさせていただいております。医
療ソーシャルワーカーとして30年近くやっておりま
す。難病総合センターも任せていただき、いろい
ろな事業もしておりますので、地域のことをお話で
きればと思っています。

木村　本日は、この地域の連携に関わるエキス
パートの方たちにお集まりいただき座談会を開催す
ることとなりました。地域における医療連携は、
あったら良いというようなことではなく、なくてはなら
ないというのが現状だと思います。座談会を行うに
あたり、地域連携の新たな目指すところをみなさん
と検討していきたいと思います。
　まず、コミュニティーベースというマクロの観点か
ら、『健康のまちづくり高槻』というキャチフレーズ
の元で、主に認知症、感染症、難病行政、在
宅支援、看取り、そして介護予防といった点につ
いてお話しいただき、議論していきたいと思います。
まずは、谷本先生から地域連携の推進にあたり、
高槻市としてどのように取り組んでいるのかを　お
話しいただきたいと思います。

谷本　高槻市の高齢者の現状について紹介させ
ていただきます。65歳以上の高齢者の割合は全
国より高く、平成29年は28.5%という非常に高い割
合となっています。そのような中、高槻市は介護
予防にすごく力を入れています。平成30年度から
の高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定
にあたり、高齢者に対して二つの調査を行いまし
た。その結果を資料としてお持ちしています。『在
宅介護実態調査』では、有効回答が725件。要
介護の方でどのような病気が多いかというと、認知
症は全体として最も有病率が高く、要介護1・2の
方で73.3%、要介護4・5の方では14.3%の有病

率となっています。軽度の要支援1・2の方では、
筋骨格系疾患が62.3%と最も多くなっていて、筋
骨格系を予防していく必要があるということがわか
ります。『介護保険・高齢者福祉に関するアン
ケート調査』は要介護認定を受けていないか、要
支援認定を受けている65歳以上の方を対象とし、
有効回答数は1,269件でした。健康について不安
に感じていることは「運動不足」という回答が「特
にない」に次いで最も多く、運動したいがチャンス
がないということで、健康意識が高いこともわかり
ます。高槻市ではここ数年、市民の方が自主的
に、コミュニティの中で『高槻ますます元気体操』
をやっていただこうという取り組みを行っていて、
『高槻ますます元気体操 実施拠点紹介マップ』と
いう冊子を作成し、200以上ある実施グループの
所在地一覧を12箇所の地域包括ケアセンターの
圏域毎に掲載し、イラストでわかりやすく体操の紹
介もしています。月１回～4回から、毎日実施して
いるグループもあり、高槻市は、要介護認定の中
でもより重度の方が少ないという効果を得ていま
す。また、地域での取り組みを後押しするものとし
て『健幸パスポート』という手帳があります。毎年
4月に新しいものが配付され、ポイントを貯めるとタ
オルやTシャツなどの記念品がもらえます。現在、
6,000名以上が参加されています。

木村　高齢者が28.5%という高槻において、いわ
ゆるロコモティブシンドロームを、や運動不足を含
めて、いかに解消していくかということで、このよう
なマップやパスポートを作っていただいているという
ことですが、実際、利用されている方はいらっしゃ

いますか？

林　いらっしゃいます。ご家族の方で健康体操の
取り組みを地域で中心になってやってくださってい
る方とか、地域のコミュニティで参加しているとおっ
しゃってくださる方もいます。健康体操だけでなく、
誤嚥防止についての体操も市で作られています。
興味を持って、勉強会に参加してくださる方、ご
家族の方もいらっしゃいます。

木村　医師会の方で、何かバックアップしている
というようなことはありますか？

島津　医師会でバックアップというのはないですね
…。

谷本　先生が、こういうのに「参加してみたら？」
と言ってくださることが、ものすごく…

木村　重要ということですね。

島津　医師会というより開業医として、運動不足
を解消するために、こういうコミュニティがあるから、
参加したらというようなことは勧めますよ。

谷本　ありがとうございます。もう、その一言がす
ごく大切なんです。

島津　この冊子は医師会の会員には配っていまし
て、各医院では見てもらうようにしています。

木村　もう一つの話題として、認知機能の維持に
ついてなんですが。

谷本　平成29年度から、徘徊の高齢者がいたら、
高槻警察から必ず高槻市へ連絡をいただくように
なっています。年間約200件の通報があるのが現
状です。高槻市では『見守り安心ネットワークシー
ル』というものを用意しています。認知症による徘
徊に不安のある方の衣服や鞄などに貼っていただ
くシールで、QRコードを読み取ると高槻市役所の
担当課、高槻警察の電話番号、またシールに記
載された個人番号から身元が判明でき、ご家族

へ直ちに連絡、お迎えに来ていただけるようになっ
ています。

現在、徘徊高齢者SOSネットワークでこのシールを
お配りしているのは、徘徊の既往があって、市に
事前に登録していただいている300名位の方です
けども、登録に来ていただいた方には、一人あた
り10シートをお渡しして、普段身につけるものに貼っ
ていただくようにしています。

木村　シートをもらえる場所は、唯一市役所でしょ
うか？

谷本　長寿介護課に来ていただくと、登録させて
いただきますので、その番号で、どなたかわかるよ
うになっています。QRコードに個人情報を入れる
ことはできないので、番号を記入してもらいます。

小野　シートにお名前を書くこともできないですから
ね。

谷本　高槻警察を通じて、大阪府下全て、高槻
市がこういうことをやっているということは、情報共
有させていただいています。
　もうひとつ認知症対策として、平成29年7月から
認知症初期集中支援チームが設置されました。こ
れは、初期の段階で、早期の対応を専門の認定
医、看護師、社会福祉士等が対応することで、
今まで困難だった方も、地域で過ごすことができる
ようにサポートするものです。できる限り地域の、
例えばかかりつけ医、歯科医、薬剤師の方々か
ら、普段の気づきの中での情報をいただきたいと
いうのが、お願いしたいことです。

木村　これからの試みということですね。では、
薬剤師の立場からはいかがですか？

芦田　薬剤師会では、認知症対応力向上研修
会というのがありまして、そこでは『気づきと連携』
ということが言われています。いつも元気で来局さ
れる方が今日は少しおかしい、というようなことに気
づいて、連携していかなければならないということ
ですね。

木村　認知症の専門の立場から、大阪医科大
学と高槻市の共同事業、人材育成事業について、
専門医の立場からお話しいただけますか。

米田　それぞれの診療科で高齢者に対する対応
は行っていますが、例えば、大学の『物忘れ外来』
は何を目的としているのか。大学には先端の医療
機器があるということで、非常に早期の、いわゆ
る軽度認知機能障害、まだ認知症とは診断され
ていない前の段階で把握し、発症予防につなげ
ていくということが大きな柱となっています。そういっ
た先端の医療環境というものを広く知っていただく
ためにも、高槻市と共同で人材教育を進めていこ
うと考えています。柱は４つ。認知症の早期対
応、オーラルケア、リハビリ、栄養です。オーラル
ケアによってどのような疾患を予防できるのか、リハ
ビリテーションを中心として、運動機能疾患をどの
ように防いでいくかという先端の知識、非常に大き
な問題となっている高齢者の栄養のメカニズムな
ど、医学的な立場からいろいろな職種の方に学ん
でいただくというものです。

木村　4つの柱のいずれもが、介護予防につなが
る重要なテーマだと思いますが、これについて何
かありますか。

瀧井　高齢の入院患者さんに内科的なリハビリを

オーダーする場合、廃用症候群という病名をつけ
ることが多いです。高齢の方は安静にしていると、
一般的に種々の機能が低下します。運動機能だ
けではなく、内臓機能も含めて広い意味での廃用
であり、やはり体を動かすことは重要であると思い
ます。三島南病院にはオーラルケアの部門はあり
ませんが、栄養指導やNSTの活動が活発です。
経管栄養における適切な注入食の選択など、栄
養も高齢者にとっては重要な課題であると思いま
す。

木村　それ以外に、サルコペニア、フレイルなど
で代表されるように、栄養は大変大事なことだと思
います。これまでは、どのようにこの地域で病気を
予防していくかという連携についてお話をしていた
だきました。では、次に病気になった時にどのよう
に連携していくのか。難病を代表として行政とタイ
アップしながら連携するというのがありますが、その
点はいかがですか？

谷本　難病の患者に対しては、保健師が地域で
支援させていただいています。難病法が施行され
て、その指定は大阪府が審査等を行い、高槻市
はその補助を行っています。今まで特定疾患に該
当し、難病法が施行後は経過措置であった患者
が、平成30年1月1日に全て統一され、不認定の
方には通知書が送付されている状況です。

木村　難病に関しては、平成27年に難病新法が
立ち上がって、ちょうど3年が経過して、経過措置

が終了する段階において、いろいろ混乱している
ところがあり、それに対しての対応ということだと思
いますが。

谷本　そうです。地域包括支援というのは、難病
がモデルケースになると考えています。非常に医
療と介護や福祉が密接にならないと難病患者の支
援は難しいからです。

木村　大阪医科大学でも平成27年の難病新法の
発足と同時に難病総合センターを立ち上げ、市の
実質的な拠点病院としての役割を果たしています
が、もともと高槻市、茨木、摂津を含めた三島医
療圏においての長年のネットワークを中心に主宰を
させていただいていたという経緯があったからです
ね。

小野　１１年目になりますが、三島難病医療ネット
ワーク会議というのを開催しています。どうして大
阪医科大学が事務局になったかといいますと、高
槻市が中核市となって大阪府から離れましたので、
茨木保健所は大阪府、高槻保健所は高槻市とい
うように、二つの行政になってしまいましたので、
大阪医科大学が事務局となって地域のネットワーク
を作ろうということで開催しています。最初は地域
の病院の医師と保健師の集まりでしたが、11年と
もなるとさまざまな職種が入り、ケアマネジャー、訪
問看護師、最後になって歯科医師会に入ってい
ただきました、パーキンソン病の『服薬支援手帳』
は、３つの薬剤師会にご協力いただいて作成しま
した。またALSがまずモデルになるだろうということ
で、在宅に戻っていただくときの在宅療養チェック
リストから作りましたが、それを広めるために保健
師との協力が今は一番かと思っています。どうして

も退院前カンファレンスとなると、さまざまな職種の
方に集まっていただき、情報を共有し、在宅に帰
られても何か困ったことがあれば、大阪医科大学
の方で引き受けるというように、実務を伴いながら、
こういう会議も行っているのが現状です。

木村　『服薬支援手帳』は、パーキンソンだけの、
疾患特異的な手帳になるわけですが、ひとつの医
薬連携をカタチにしたものですね。

芦田　薬剤師会の方でも、これを会員に配布した
り、実際、木村先生に来ていただき、薬剤師会
の研修会で講演をいただいたりして、勉強もさせ
ていただいています。

木村　個別なタイプ、各疾患における特異性があ
るので、それを活かした連携をこういうカタチで作っ
ていくのは一つの方法かと思います。特に難病の
場合は、多職種の連携が重要なポイントになりま
すので、訪問看護としても難病を含めて関与され
ていると思います。

林　はい。難病センターですので、保健師さんと
の連携ですとか、もちろん、大学病院から在宅へ
帰られる時、また、在宅でどうしてもお困りのことな
ど、地域からのお声がけをもう一度大学へ報告、
確認し、難病センターへ問い合わせ、今までの経
過を確認したり、担当の保健師と連携をとるなどし
ています。私たちが難病の方に入る場合は、医
療保険での訪問看護になりますので、介護保険を
きっちり申請していただくなど、生活支援の部分が
重要だと思っています。疾患のことは大学の先生
方、お薬のコントロールは薬剤師がいます。看護
師はその橋渡しができる、全体的な医療がわかり、
介護のこともわかるというのは看護師だけだと思い
ます。介護職には医療のことはわかりませんし、
医師には生活のことはなかなかわかりません。看
護師はトータルでそこを見ていけるので、医療の
先生方との連携、介護の方では、ケアマネジャー
と生活支援をしてくださるヘルパーとの連携というと
ころの、コーディネーターの役割が重要だと考え、
活動しています。

木村　疾患がもたらす障害を持って、どのように
生活していくかということですね。一般病院の立場
で、三島南病院には一般病棟の他に、回復、リ

ハビリ、療養型、地域包括と、いろいろな機能を
併せ持った病棟がありますが、難病に限らず、全
体の連携は？

瀧井　連携ということを考えますと、多職種協働と
いうことがキーワードになってくると思います。医師
は疾患、疾病を診て、生活の面まではなかなか
思い浮かばないというのが現状です。多職種協
働はチーム医療にも通じます。地域医療連携室に
は社会福祉士という専門職の方がおられて業務に
あたっています。地域医療包括センターとして、
訪問看護ステーション、ケアプランセンター、デイ
ケアセンターの部門があり、在宅医療に向けての
取り組みをされています。また、長期間介護をされ
ているご家族の休息のための一時的な入院、す
なわちレスパイト入院というものがあります。入院期
間は1～2週間、原則3カ月以上の間隔を取っても
らうなど、現在規定を作成中です。今後の高齢
化社会において、大事な医療システムになってくる
と思います。

木村　重要な在宅医療を継続していただくために
も、レスパイトが必要となるということですね。

島津　高槻市医師会では、昨年からレスパイト入
院という言葉を使い、高槻市内の総合病院で対
応していただくようになり、『かかりつけ医・在宅ケ
ア 支援システムハンドブック』に利用のご案内の
文章を掲載し、患者用の説明書、そのマニュア
ルなどをつけています。

木村　アンケートでは、訪問看護の立場から、医
師との連携が一番難しいというのが挙がってきます
が、どうですか？

林　ご利用者様には、できる限りかかりつけ医を
持っていただくようにお願いしています。、在宅医
の先生との連携については、診療時間内に緊急
時以外はお電話をおかけするわけにはいかないの
で、FAXがよいとか、メールがよいとか、先生方
に連携の方法をお尋ねしています。特に利用者の
状態変化がある場合には、密に連絡を取らなけれ
ばならないので、それぞれ媒体を工夫しながら連
携させていただいています。在宅医療に取り組ん
でくださる開業医は増えてきたと思います。でも連
携の中で一番大切なことは、最初に緊急時の対
応策を利用者やご家族を含め在宅チームで決定
しておくことですね。退院時のカンファレンスでは、
患者の意思決定についてもしっかり支援していま
す。

木村　介護との連携、地域包括ケアとの連携と
いう点で、高槻市の現状はどうですか？

林　在宅では、サービス担当者会議という会議が
あります。実際に利用者の家にサービスを提供し
ている職種全員が集まります。かかりつけ医の先
生が来てくださる場合もありますし、薬剤師、ヘル
パー、デイサービスを使っていらっしゃる方はデイ
サービスの担当者、訪問看護なら訪問看護師や
リハビルスタッフ、ケアマネジャー、必要であれば
行政の方や保健師の方にも来ていただきます。介
護保険だけでは足りず、福祉サービスを活用する
場合はアドバイスが必要になるからです。本人が
どんなふうに療養生活を続けたいのか意思を確認
し、全員で話し合いを行い、それぞれが専門職
の立場で役割を担っていくのか確認していくとので
連携は上手くできていると思います。

木村　では、在宅の話に移りたいと思いますが、
行政の立場からお願いします。

谷本　介護保険を使っている方は、キーとなるの
がケアマネジャーなんです。本人に寄り添い、常
にいていただく方なので、医療情報を知っておい
ていただかなければならないと思います。会議で
集まる人に対して発信するのもケアマネジャーです
が、なかなか医療の知識までは難しいところもあり、
今年度はケアマネジャーに対して医療についての
研修を行い、知識を深めていただく取り組みを行っ
ています。

島津　以前、医師会の方では、在宅で使う材料
について研修を行ったことがありますね。

谷本　行政からの取り組みはもちろんですが、ケ
アマネジャーでも服薬支援手帳を知らない人もいま
すので、ぜひとも医療の方からも情報を提供して
いただきたいと思います。

林　ケアマネジャーは月一回の訪問が規定です。
看護師の方が訪問頻度も高いので、何かあれば
医師、ケアマネジャーには報告しています。生活
支援の部分で困っていることがあるようなら、プラ
ンの変更もしてもらっています。ケアマネジャーとの
連携という点では、医療的にどうしたらよいのかと
思ったら、まず訪問看護師に相談してくださいとお
話しています。

木村　在宅を担っていただくのはかかりつけ医で
すので、医師会の立場からはいかがですか？

島津　いかに医師を増やすか、増やさなければ
ならないというのが現状ですね。国の予算でコー
ディネーター事業というものに補助金をいただいて
おりまして、医師会としては在宅コーディネーター 3
名に入っていただき、開業医に直接訪問、電話
などで、訪問診療についての現状把握を行ってい
ます。在宅医を増やさなければならないので、希
望者に対して講習会を開いたり、同行訪問で実
際の現場を見ていただいたりなどの取り組みも行っ
ています。高槻市の在宅診療の現状と今後、在
宅死の割合、在宅を支える医療資源などのデータ
からも、訪問診療医を増やさなければならないこと
は明白です。

木村　今後増えていく看取りに対して、現在の正
確なデータづくりが重要ですね。2025年問題を考
える上でも大事だろうと思います。難病については
大阪府から委託を受け、難病在宅同行訪問とい
うのも同じようにさせていただき、特定機能病院が
できる在宅への補助、援助もさせていただいてい
ます。

小野　実際、同行訪問は専門医と開業医と三者
で行うことがありますし、サービス担当者会議では、
ケアマネジャーから知りたいことがあると質問を受
けることもあります。やはり、行けば生活が見えま
すし、広げたいと思いますが、どうしても同じ先生
になることが多いのが現状です。できる限り新しい
先生と同行したいのですが、病院に頼りたい患者
も多く、かかりつけ医を好まない方もいらっしゃって、
同行訪問で、家族、本人の説得から始めなけれ
ばならない場合もあります。さきほどのケアマネ
ジャーにいろいろ知ってほしいということでは、受託
事業のなかで、年に２回研修会を開き、ひとつは
地方などで行われている在宅医療・連携を学ぶと
いうこと、もうひとつは難病疾患をケアマネジャーに
も知ってもらうというようなことを毎年行っています。
次回は栄養の話を予定しています。
　同行訪問では開業医の方からも気軽に質問し
ていただけるので、自分の専門でない部分はどう
したらよいのか等、どのように連携していくかをしっ
かりと決めることもできます。現在歯科医を取り込も
うとしているのですが、なかなか口腔ケアにうまく繋
がらず、苦労しています。

島津　多職種連携会議では、歯科医の先生方
からも退院カンファレンスには一声かけていただき
たいという声はあがっています。

小野　一歩進みましたね。

林　歯科医師の先生方も在宅に対してかなり前
向きな取り組みを開始されていると思います。

島津　委託事業として、訪問歯科診療が行われ
ていて、訪問歯科コーディネーターも3名います。
ハンドブックに訪問歯科診療依頼書などもあります
が、なかなか利用されていないようです。
　ハンドブックは毎年改定しておりまして、情報共
有ということをテーマに、『連携時情報共有シート』
というものもあります。退院時のカンファレンスでは
今後の在宅医療に役立つものになりますし、その
人に関わるそれぞれが持つ情報を記入していけ
ば、緊急入院の際にも役立ちます。

林　在宅における薬剤師の役割も重要視されてき
ていて、システムもできつつありますが、いかがで
すか？

芦田　薬剤師の在宅訪問の現状をスライドでご紹
介します。高槻市薬剤師会のホームページ
（http://www.taka89.com）では、どこに薬局が
あるか検索できるシステムがあります。その中で在
宅サービスを行っている薬局を検索することができ
ます。高槻市では146件中97件、66%の薬局が
届出をしていますが、実際にフルに機能している薬
局は少なかったりしますので、この点を整備したい
と薬剤師会では考え、指導、研修を行うため、訪
問看護師と合同の研修会を行いました。さまざまな
課題を残しながらも、現在進めているところです。

木村　まだスタートしたばかりで、課題は山積みで
しょうが、今後改善されていくということで、期待し
たいと思います。先ほどの医療情報について、災
害対策も含め、どのように管理していくかという点
で、高槻市として行っていただいていることは？

谷本　高槻市では冷蔵庫に保管していただく『救
急医療情報キット』というものを用意しています。
主に65歳以上の高齢者、日中高齢者世帯に民生
委員が届け、医療情報を記入していただくように
説明しています。現在、延べ１万件くらいに配付
しています。平成23年から始めてきていますが、
本年度は医療機関からもっと普及してほしいという
お声をいただき、今回、医師会および歯科医師
会、薬剤師会の先生方の監修をいただき、記入
する用紙を改定しました。
　このキットが冷蔵庫に
保管されていることを示す
ステッカーを冷蔵庫と玄関
ドアの内側に貼っていた
だくことになっています。
救急時には救急隊員が
ステッカーを確認すること
で、キットが置いてあると
判断します。これを広め
るために、高槻市の救急
隊と共に、また各病院に説明に伺っています。患
者が退院する際にお渡しいただける病院もありま
す。

木村　情報が古くないか、アップデートされている
かどうかが問題だと思いますが。

谷本　情報は常に更新していただくように、毎年

紙の色を変更して発行します。29年度はピンク、
30年度は緑です。

林　私たちも訪問の際、「冷蔵庫に入っています
か？」とお聞きして、見せていただきます。入って
いなければ担当の民生委員にお願いしたりもしま
す。

芦田　ほしいとおっしゃる方には、どこで入手した
らよいのですか？

谷本　基本は民生委員を通してですが、長寿介
護課の窓口で配付します。認知症の方など、情
報が正しいかどうかということもありますので、今後
ともみなさまにはご協力をお願いしたいと思います。

小野　ところで、精神科の先生の訪問診療は少
ないようですが、難しいのでしょうか？

米田　マンパワーと時間の問題ですね。医者も働
き方改革をいわれる時代ですから…。

島津　医師会でも、在宅医療、かかりつけ医に
ついての課題は多いように認識しています。

林　在宅療養中の方で先に訪問看護でご依頼を
受けた場合には、利用者の意向や生活状況を確
認して在宅医が必要かどうかを検討したうえで先
生方に介入のご相談をするような連携役を担うこと
もあります。緊急対応時もまずは訪問看護がお受
けして、先生にご報告してご指示をいただいて対
応しています。

瀧井　それに関しては『特定行為に係る看護師
の研修制度』が始まりましたね。三島南病院から
も研修に行かれている方がおられます。看護師に
医師業務の一部を担ってもらうということになるわけ
ですね。

林　ＩＣＴを利用した死亡診断等ガイドラインが厚
生労働省から提示されました。在宅医療での看
取りの場合、医師が看取りの場に立ち会えない場
合にＩＣＴ等を活用して提携し、看護師が医師の

指示を受けて死亡診断書に医師の名前を代筆し
てもよいというようなことに…。もちろん研修を受け、
医師との連携がきっちりとできていなければなりませ
んが、国の施策として在宅看取りを増やしていくと
いう考えから、死亡診断等ガイドラインが提示され
たり、特定行為研修であったり、医行為のところ
に看護師の役割が拡大していくのだと思います。

木村　患者側の医療のニーズに応えるためにも職
種連携、地域連携をしていかなければならないと
いうことになるわけですね。これだけ大切な地域連
携ということを、我 も々医師になってから学ぶわけ
ですが、これを医学教育の中でどのように取り入
れていくのかということ、そういう意識を学生の時
代から持ってもらうことも大事だと思いますが、いか
がでしょう？

米田　医学教育の中での大きな流れは、できるだ
け現場で、どれだけ学生自身が学ぶ機会を作る
のかという、主体的な学びの姿勢を培っていこう
と、カリキュラムを変更しているわけです。クリニカ
ル・クラークシップという名前で、実際に医行為に
近いところまで行ってよいという、Student Doctor
制というのも導入されていますし、我々の大学での
地域医療に関しては3回生、4回生に座学で知識
を入れ込んでいき、教室を横断的に加齢高齢者
コースというのはその典型だと思いますが、非常に
沢山の教室が集まって、一つのコースをつくりあげ
ていくというような形の教育も行っています。公衆
衛生も地域医療では非常に重要なポイントにもなる
ので、教育をしていただき、特に６回生の選択臨
床実習では、実習先にかなり多くの診療所も入っ
ていますし、地域の病院もかなり多く入っています
ので、実際の現場で経験をしてもらうことになって
います。

を知らなかったというようなことがあります。結核は
主に公費で治療するので、医師からの届出がい
かに重要かとか、最後まで薬を飲み切り耐性菌を
つくらないことだとか、地域での取り組みは実体験
で感じてもらうしかないと、思っておりますので、今
後も、地域医療を経験してほしいと思います。

米田　私も学生時代に公衆衛生の実習で結核の
ことをやりましたが、こんなにも結核の多い地域が
あるのかと、驚いたことがあります。そういう経験
は残るんですよね。

木村　薬剤師の方 も々こういう知識を持っている必
要がありますね…

芦田　薬剤師にもいろいろな知識は必要ですし、
薬局が気軽に相談できる窓口にならなければなら

　時間的にも厳しいところもありますし、学部学生
に高いところを求めるのは難しいかもしれませんが、
初期臨床研修で地域医療は必修科目になってい
ますので、それをどれだけ有効に活用するか、彼
らはもう医師免許を持っていますので、かなりのと
ころはできるはず。地域医療はだいたい主要科目
の初期研修を終えた後で設定されていることが多
いので、もっと実践的な現場というのを学ぶ機会
は大きいと思います。学生時代に3カ月かかったも
のを研修医時代には2～ 3週間で学べるというよう
な濃密な時間を過ごせると思いますから、できるだ
け活用できるプログラムづくりが必要でしょうし、地
域医療にもっと力を入れているような、またそういっ
た勉強の機会があるような病院にしていかなくては
ならないのではないかと思います。

小野　看護もそうですよね。訪問看護師のところ
へ実習に行ったりしていますよね。

林　まだ、やっと軌道に乗ってきたところですが、
看護学部の在宅看護研修を受け入れたり、病院
看護師の在宅研修を受けたり、少しずつでも生活
の視点を持ってもらうように、急性期病院で働いて
いたとしても、退院後の生活を見据えた看護が必
要なので、この生活の視点を少しでも理解してもら
えればと、取り組んでいるところです。

木村　これだけ密に地域の連携が行われている
場所で人材育成を考えると、教育面は非常に大
事なことになりますね。

谷本　私が保健所にいた時にも研修医が回ってき
てくれましたが、医学教育で結核という講義が少
なかったんですね。ですが、現在高齢者の結核
患者がどんどん増加しています。研修医も実際に
地域に出てみないと、こういう病気があるということ

ないと思っています。例えば、毎月、認知症カフェ
を開いたり、薬局にも管理栄養士を置き、栄養相
談を受けたりもしています。

林　地域包括にも管理栄養士がいらっしゃるところ
もありますが、これから考えなければならないのは、
そこには何の報酬もつかないので、完全にボラン
ティアになってしまっているということです。

芦田　在宅医療をやりたい管理栄養士は多いん
ですけどね。

島津　医師会のハンドブックには、高槻市栄養士
会との連携による在宅患者訪問栄養食事指導と
いうのがあります。これには自費が発生します。こ
ういうこともしてはいますが、なかなか利用される方
はいらっしゃいませんね。

林　在宅のおける栄養管理指導などに、報酬が
つくように高槻市が始めてくれれば、全国初になる
んですけどね。

木村　現状の問題点、今後の課題としての提言
もいただき、ありがとうございます。この地域ネット
ワークがますます発展することが地域力をアップさ
せ、健康なまちづくりにつながっていくだろうと思い
ます。本日は、ありがとうございました。

瀧井 道明先生



木村　第四内科、神経内科の教授をしておりま
す。医療連携室長、及び難病総合センターのセ
ンター長を兼任しております。

谷本　3月までは高槻市保健所に勤務しておりまし
たが、現在は、高槻市健康福祉部長寿介護課、
高齢者対策の部門で仕事をしております。

米田　大阪医科大学、神経精神医学教室の教
授です。精神科の中では物忘れ外来という高齢
者を中心とした専門外来をやっておりますが、それ
と共に大阪医科大学医師会の会長、高槻市社
会福祉審議会では高齢者分科会の委員、高槻
市医師会では高齢者対象の委員としても参加し、
さまざまな中で貢献できればと活動しております。

林　大阪医科大学訪問看護ステーションの管理
者をさせていただいております。大阪医科大学附
属病院で病棟責任者をさせていただき平成27年
訪問看護ステーション開設から管理者をさせてい
ただいております。

芦田　高槻市薬剤師会の常務理事を務めており
ます。薬剤師会では毎月第３土曜日に研修会を実
施しています。それ以外では学校薬剤師、認定
薬剤師の審査会などにも参加させていただいてお
ります。

島津　宮田診療所の医師で、高槻市医師会の
在宅医療、高齢者対策の担当理事をしておりま
す。地域包括ケアシステムづくり、在宅医師の育
成が早急に必要なこととして捉えております。

瀧井　一昨年の4月に大阪医科大学三島南病院
副院長として赴任させて頂きました。特務教授と
内科統括部長という役職も拝命しております。入
院患者さんは十数名担当しており、高齢の患者
様に毎日接しています。三島南病院は学校法人
の214床のケアミックス型病院で、急性期病棟、
回復期病棟、療養病棟、そして本日のテーマで
ある地域包括ケア病棟も41床あります。

小野　大阪医科大学附属病院に広域医療連携
センターというのがあり、その中の患者総合相談

●特集● 座談会
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「大阪医科大学における地域包括ケア」

室の副室長を務めさせていただいております。医
療ソーシャルワーカーとして30年近くやっておりま
す。難病総合センターも任せていただき、いろい
ろな事業もしておりますので、地域のことをお話で
きればと思っています。

木村　本日は、この地域の連携に関わるエキス
パートの方たちにお集まりいただき座談会を開催す
ることとなりました。地域における医療連携は、
あったら良いというようなことではなく、なくてはなら
ないというのが現状だと思います。座談会を行うに
あたり、地域連携の新たな目指すところをみなさん
と検討していきたいと思います。
　まず、コミュニティーベースというマクロの観点か
ら、『健康のまちづくり高槻』というキャチフレーズ
の元で、主に認知症、感染症、難病行政、在
宅支援、看取り、そして介護予防といった点につ
いてお話しいただき、議論していきたいと思います。
まずは、谷本先生から地域連携の推進にあたり、
高槻市としてどのように取り組んでいるのかを　お
話しいただきたいと思います。

谷本　高槻市の高齢者の現状について紹介させ
ていただきます。65歳以上の高齢者の割合は全
国より高く、平成29年は28.5%という非常に高い割
合となっています。そのような中、高槻市は介護
予防にすごく力を入れています。平成30年度から
の高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定
にあたり、高齢者に対して二つの調査を行いまし
た。その結果を資料としてお持ちしています。『在
宅介護実態調査』では、有効回答が725件。要
介護の方でどのような病気が多いかというと、認知
症は全体として最も有病率が高く、要介護1・2の
方で73.3%、要介護4・5の方では14.3%の有病

率となっています。軽度の要支援1・2の方では、
筋骨格系疾患が62.3%と最も多くなっていて、筋
骨格系を予防していく必要があるということがわか
ります。『介護保険・高齢者福祉に関するアン
ケート調査』は要介護認定を受けていないか、要
支援認定を受けている65歳以上の方を対象とし、
有効回答数は1,269件でした。健康について不安
に感じていることは「運動不足」という回答が「特
にない」に次いで最も多く、運動したいがチャンス
がないということで、健康意識が高いこともわかり
ます。高槻市ではここ数年、市民の方が自主的
に、コミュニティの中で『高槻ますます元気体操』
をやっていただこうという取り組みを行っていて、
『高槻ますます元気体操 実施拠点紹介マップ』と
いう冊子を作成し、200以上ある実施グループの
所在地一覧を12箇所の地域包括ケアセンターの
圏域毎に掲載し、イラストでわかりやすく体操の紹
介もしています。月１回～4回から、毎日実施して
いるグループもあり、高槻市は、要介護認定の中
でもより重度の方が少ないという効果を得ていま
す。また、地域での取り組みを後押しするものとし
て『健幸パスポート』という手帳があります。毎年
4月に新しいものが配付され、ポイントを貯めるとタ
オルやTシャツなどの記念品がもらえます。現在、
6,000名以上が参加されています。

木村　高齢者が28.5%という高槻において、いわ
ゆるロコモティブシンドロームを、や運動不足を含
めて、いかに解消していくかということで、このよう
なマップやパスポートを作っていただいているという
ことですが、実際、利用されている方はいらっしゃ

いますか？

林　いらっしゃいます。ご家族の方で健康体操の
取り組みを地域で中心になってやってくださってい
る方とか、地域のコミュニティで参加しているとおっ
しゃってくださる方もいます。健康体操だけでなく、
誤嚥防止についての体操も市で作られています。
興味を持って、勉強会に参加してくださる方、ご
家族の方もいらっしゃいます。

木村　医師会の方で、何かバックアップしている
というようなことはありますか？

島津　医師会でバックアップというのはないですね
…。

谷本　先生が、こういうのに「参加してみたら？」
と言ってくださることが、ものすごく…

木村　重要ということですね。

島津　医師会というより開業医として、運動不足
を解消するために、こういうコミュニティがあるから、
参加したらというようなことは勧めますよ。

谷本　ありがとうございます。もう、その一言がす
ごく大切なんです。

島津　この冊子は医師会の会員には配っていまし
て、各医院では見てもらうようにしています。

木村　もう一つの話題として、認知機能の維持に
ついてなんですが。

谷本　平成29年度から、徘徊の高齢者がいたら、
高槻警察から必ず高槻市へ連絡をいただくように
なっています。年間約200件の通報があるのが現
状です。高槻市では『見守り安心ネットワークシー
ル』というものを用意しています。認知症による徘
徊に不安のある方の衣服や鞄などに貼っていただ
くシールで、QRコードを読み取ると高槻市役所の
担当課、高槻警察の電話番号、またシールに記
載された個人番号から身元が判明でき、ご家族

へ直ちに連絡、お迎えに来ていただけるようになっ
ています。

現在、徘徊高齢者SOSネットワークでこのシールを
お配りしているのは、徘徊の既往があって、市に
事前に登録していただいている300名位の方です
けども、登録に来ていただいた方には、一人あた
り10シートをお渡しして、普段身につけるものに貼っ
ていただくようにしています。

木村　シートをもらえる場所は、唯一市役所でしょ
うか？

谷本　長寿介護課に来ていただくと、登録させて
いただきますので、その番号で、どなたかわかるよ
うになっています。QRコードに個人情報を入れる
ことはできないので、番号を記入してもらいます。

小野　シートにお名前を書くこともできないですから
ね。

谷本　高槻警察を通じて、大阪府下全て、高槻
市がこういうことをやっているということは、情報共
有させていただいています。
　もうひとつ認知症対策として、平成29年7月から
認知症初期集中支援チームが設置されました。こ
れは、初期の段階で、早期の対応を専門の認定
医、看護師、社会福祉士等が対応することで、
今まで困難だった方も、地域で過ごすことができる
ようにサポートするものです。できる限り地域の、
例えばかかりつけ医、歯科医、薬剤師の方々か
ら、普段の気づきの中での情報をいただきたいと
いうのが、お願いしたいことです。

木村　これからの試みということですね。では、
薬剤師の立場からはいかがですか？

芦田　薬剤師会では、認知症対応力向上研修
会というのがありまして、そこでは『気づきと連携』
ということが言われています。いつも元気で来局さ
れる方が今日は少しおかしい、というようなことに気
づいて、連携していかなければならないということ
ですね。

木村　認知症の専門の立場から、大阪医科大
学と高槻市の共同事業、人材育成事業について、
専門医の立場からお話しいただけますか。

米田　それぞれの診療科で高齢者に対する対応
は行っていますが、例えば、大学の『物忘れ外来』
は何を目的としているのか。大学には先端の医療
機器があるということで、非常に早期の、いわゆ
る軽度認知機能障害、まだ認知症とは診断され
ていない前の段階で把握し、発症予防につなげ
ていくということが大きな柱となっています。そういっ
た先端の医療環境というものを広く知っていただく
ためにも、高槻市と共同で人材教育を進めていこ
うと考えています。柱は４つ。認知症の早期対
応、オーラルケア、リハビリ、栄養です。オーラル
ケアによってどのような疾患を予防できるのか、リハ
ビリテーションを中心として、運動機能疾患をどの
ように防いでいくかという先端の知識、非常に大き
な問題となっている高齢者の栄養のメカニズムな
ど、医学的な立場からいろいろな職種の方に学ん
でいただくというものです。

木村　4つの柱のいずれもが、介護予防につなが
る重要なテーマだと思いますが、これについて何
かありますか。

瀧井　高齢の入院患者さんに内科的なリハビリを

オーダーする場合、廃用症候群という病名をつけ
ることが多いです。高齢の方は安静にしていると、
一般的に種々の機能が低下します。運動機能だ
けではなく、内臓機能も含めて広い意味での廃用
であり、やはり体を動かすことは重要であると思い
ます。三島南病院にはオーラルケアの部門はあり
ませんが、栄養指導やNSTの活動が活発です。
経管栄養における適切な注入食の選択など、栄
養も高齢者にとっては重要な課題であると思いま
す。

木村　それ以外に、サルコペニア、フレイルなど
で代表されるように、栄養は大変大事なことだと思
います。これまでは、どのようにこの地域で病気を
予防していくかという連携についてお話をしていた
だきました。では、次に病気になった時にどのよう
に連携していくのか。難病を代表として行政とタイ
アップしながら連携するというのがありますが、その
点はいかがですか？

谷本　難病の患者に対しては、保健師が地域で
支援させていただいています。難病法が施行され
て、その指定は大阪府が審査等を行い、高槻市
はその補助を行っています。今まで特定疾患に該
当し、難病法が施行後は経過措置であった患者
が、平成30年1月1日に全て統一され、不認定の
方には通知書が送付されている状況です。

木村　難病に関しては、平成27年に難病新法が
立ち上がって、ちょうど3年が経過して、経過措置

が終了する段階において、いろいろ混乱している
ところがあり、それに対しての対応ということだと思
いますが。

谷本　そうです。地域包括支援というのは、難病
がモデルケースになると考えています。非常に医
療と介護や福祉が密接にならないと難病患者の支
援は難しいからです。

木村　大阪医科大学でも平成27年の難病新法の
発足と同時に難病総合センターを立ち上げ、市の
実質的な拠点病院としての役割を果たしています
が、もともと高槻市、茨木、摂津を含めた三島医
療圏においての長年のネットワークを中心に主宰を
させていただいていたという経緯があったからです
ね。

小野　１１年目になりますが、三島難病医療ネット
ワーク会議というのを開催しています。どうして大
阪医科大学が事務局になったかといいますと、高
槻市が中核市となって大阪府から離れましたので、
茨木保健所は大阪府、高槻保健所は高槻市とい
うように、二つの行政になってしまいましたので、
大阪医科大学が事務局となって地域のネットワーク
を作ろうということで開催しています。最初は地域
の病院の医師と保健師の集まりでしたが、11年と
もなるとさまざまな職種が入り、ケアマネジャー、訪
問看護師、最後になって歯科医師会に入ってい
ただきました、パーキンソン病の『服薬支援手帳』
は、３つの薬剤師会にご協力いただいて作成しま
した。またALSがまずモデルになるだろうということ
で、在宅に戻っていただくときの在宅療養チェック
リストから作りましたが、それを広めるために保健
師との協力が今は一番かと思っています。どうして

も退院前カンファレンスとなると、さまざまな職種の
方に集まっていただき、情報を共有し、在宅に帰
られても何か困ったことがあれば、大阪医科大学
の方で引き受けるというように、実務を伴いながら、
こういう会議も行っているのが現状です。

木村　『服薬支援手帳』は、パーキンソンだけの、
疾患特異的な手帳になるわけですが、ひとつの医
薬連携をカタチにしたものですね。

芦田　薬剤師会の方でも、これを会員に配布した
り、実際、木村先生に来ていただき、薬剤師会
の研修会で講演をいただいたりして、勉強もさせ
ていただいています。

木村　個別なタイプ、各疾患における特異性があ
るので、それを活かした連携をこういうカタチで作っ
ていくのは一つの方法かと思います。特に難病の
場合は、多職種の連携が重要なポイントになりま
すので、訪問看護としても難病を含めて関与され
ていると思います。

林　はい。難病センターですので、保健師さんと
の連携ですとか、もちろん、大学病院から在宅へ
帰られる時、また、在宅でどうしてもお困りのことな
ど、地域からのお声がけをもう一度大学へ報告、
確認し、難病センターへ問い合わせ、今までの経
過を確認したり、担当の保健師と連携をとるなどし
ています。私たちが難病の方に入る場合は、医
療保険での訪問看護になりますので、介護保険を
きっちり申請していただくなど、生活支援の部分が
重要だと思っています。疾患のことは大学の先生
方、お薬のコントロールは薬剤師がいます。看護
師はその橋渡しができる、全体的な医療がわかり、
介護のこともわかるというのは看護師だけだと思い
ます。介護職には医療のことはわかりませんし、
医師には生活のことはなかなかわかりません。看
護師はトータルでそこを見ていけるので、医療の
先生方との連携、介護の方では、ケアマネジャー
と生活支援をしてくださるヘルパーとの連携というと
ころの、コーディネーターの役割が重要だと考え、
活動しています。

木村　疾患がもたらす障害を持って、どのように
生活していくかということですね。一般病院の立場
で、三島南病院には一般病棟の他に、回復、リ

ハビリ、療養型、地域包括と、いろいろな機能を
併せ持った病棟がありますが、難病に限らず、全
体の連携は？

瀧井　連携ということを考えますと、多職種協働と
いうことがキーワードになってくると思います。医師
は疾患、疾病を診て、生活の面まではなかなか
思い浮かばないというのが現状です。多職種協
働はチーム医療にも通じます。地域医療連携室に
は社会福祉士という専門職の方がおられて業務に
あたっています。地域医療包括センターとして、
訪問看護ステーション、ケアプランセンター、デイ
ケアセンターの部門があり、在宅医療に向けての
取り組みをされています。また、長期間介護をされ
ているご家族の休息のための一時的な入院、す
なわちレスパイト入院というものがあります。入院期
間は1～2週間、原則3カ月以上の間隔を取っても
らうなど、現在規定を作成中です。今後の高齢
化社会において、大事な医療システムになってくる
と思います。

木村　重要な在宅医療を継続していただくために
も、レスパイトが必要となるということですね。

島津　高槻市医師会では、昨年からレスパイト入
院という言葉を使い、高槻市内の総合病院で対
応していただくようになり、『かかりつけ医・在宅ケ
ア 支援システムハンドブック』に利用のご案内の
文章を掲載し、患者用の説明書、そのマニュア
ルなどをつけています。

木村　アンケートでは、訪問看護の立場から、医
師との連携が一番難しいというのが挙がってきます
が、どうですか？

林　ご利用者様には、できる限りかかりつけ医を
持っていただくようにお願いしています。、在宅医
の先生との連携については、診療時間内に緊急
時以外はお電話をおかけするわけにはいかないの
で、FAXがよいとか、メールがよいとか、先生方
に連携の方法をお尋ねしています。特に利用者の
状態変化がある場合には、密に連絡を取らなけれ
ばならないので、それぞれ媒体を工夫しながら連
携させていただいています。在宅医療に取り組ん
でくださる開業医は増えてきたと思います。でも連
携の中で一番大切なことは、最初に緊急時の対
応策を利用者やご家族を含め在宅チームで決定
しておくことですね。退院時のカンファレンスでは、
患者の意思決定についてもしっかり支援していま
す。

木村　介護との連携、地域包括ケアとの連携と
いう点で、高槻市の現状はどうですか？

林　在宅では、サービス担当者会議という会議が
あります。実際に利用者の家にサービスを提供し
ている職種全員が集まります。かかりつけ医の先
生が来てくださる場合もありますし、薬剤師、ヘル
パー、デイサービスを使っていらっしゃる方はデイ
サービスの担当者、訪問看護なら訪問看護師や
リハビルスタッフ、ケアマネジャー、必要であれば
行政の方や保健師の方にも来ていただきます。介
護保険だけでは足りず、福祉サービスを活用する
場合はアドバイスが必要になるからです。本人が
どんなふうに療養生活を続けたいのか意思を確認
し、全員で話し合いを行い、それぞれが専門職
の立場で役割を担っていくのか確認していくとので
連携は上手くできていると思います。

木村　では、在宅の話に移りたいと思いますが、
行政の立場からお願いします。

谷本　介護保険を使っている方は、キーとなるの
がケアマネジャーなんです。本人に寄り添い、常
にいていただく方なので、医療情報を知っておい
ていただかなければならないと思います。会議で
集まる人に対して発信するのもケアマネジャーです
が、なかなか医療の知識までは難しいところもあり、
今年度はケアマネジャーに対して医療についての
研修を行い、知識を深めていただく取り組みを行っ
ています。

島津　以前、医師会の方では、在宅で使う材料
について研修を行ったことがありますね。

谷本　行政からの取り組みはもちろんですが、ケ
アマネジャーでも服薬支援手帳を知らない人もいま
すので、ぜひとも医療の方からも情報を提供して
いただきたいと思います。

林　ケアマネジャーは月一回の訪問が規定です。
看護師の方が訪問頻度も高いので、何かあれば
医師、ケアマネジャーには報告しています。生活
支援の部分で困っていることがあるようなら、プラ
ンの変更もしてもらっています。ケアマネジャーとの
連携という点では、医療的にどうしたらよいのかと
思ったら、まず訪問看護師に相談してくださいとお
話しています。

木村　在宅を担っていただくのはかかりつけ医で
すので、医師会の立場からはいかがですか？

島津　いかに医師を増やすか、増やさなければ
ならないというのが現状ですね。国の予算でコー
ディネーター事業というものに補助金をいただいて
おりまして、医師会としては在宅コーディネーター 3
名に入っていただき、開業医に直接訪問、電話
などで、訪問診療についての現状把握を行ってい
ます。在宅医を増やさなければならないので、希
望者に対して講習会を開いたり、同行訪問で実
際の現場を見ていただいたりなどの取り組みも行っ
ています。高槻市の在宅診療の現状と今後、在
宅死の割合、在宅を支える医療資源などのデータ
からも、訪問診療医を増やさなければならないこと
は明白です。

木村　今後増えていく看取りに対して、現在の正
確なデータづくりが重要ですね。2025年問題を考
える上でも大事だろうと思います。難病については
大阪府から委託を受け、難病在宅同行訪問とい
うのも同じようにさせていただき、特定機能病院が
できる在宅への補助、援助もさせていただいてい
ます。

小野　実際、同行訪問は専門医と開業医と三者
で行うことがありますし、サービス担当者会議では、
ケアマネジャーから知りたいことがあると質問を受
けることもあります。やはり、行けば生活が見えま
すし、広げたいと思いますが、どうしても同じ先生
になることが多いのが現状です。できる限り新しい
先生と同行したいのですが、病院に頼りたい患者
も多く、かかりつけ医を好まない方もいらっしゃって、
同行訪問で、家族、本人の説得から始めなけれ
ばならない場合もあります。さきほどのケアマネ
ジャーにいろいろ知ってほしいということでは、受託
事業のなかで、年に２回研修会を開き、ひとつは
地方などで行われている在宅医療・連携を学ぶと
いうこと、もうひとつは難病疾患をケアマネジャーに
も知ってもらうというようなことを毎年行っています。
次回は栄養の話を予定しています。
　同行訪問では開業医の方からも気軽に質問し
ていただけるので、自分の専門でない部分はどう
したらよいのか等、どのように連携していくかをしっ
かりと決めることもできます。現在歯科医を取り込も
うとしているのですが、なかなか口腔ケアにうまく繋
がらず、苦労しています。

島津　多職種連携会議では、歯科医の先生方
からも退院カンファレンスには一声かけていただき
たいという声はあがっています。

小野　一歩進みましたね。

林　歯科医師の先生方も在宅に対してかなり前
向きな取り組みを開始されていると思います。

島津　委託事業として、訪問歯科診療が行われ
ていて、訪問歯科コーディネーターも3名います。
ハンドブックに訪問歯科診療依頼書などもあります
が、なかなか利用されていないようです。
　ハンドブックは毎年改定しておりまして、情報共
有ということをテーマに、『連携時情報共有シート』
というものもあります。退院時のカンファレンスでは
今後の在宅医療に役立つものになりますし、その
人に関わるそれぞれが持つ情報を記入していけ
ば、緊急入院の際にも役立ちます。

林　在宅における薬剤師の役割も重要視されてき
ていて、システムもできつつありますが、いかがで
すか？

芦田　薬剤師の在宅訪問の現状をスライドでご紹
介します。高槻市薬剤師会のホームページ
（http://www.taka89.com）では、どこに薬局が
あるか検索できるシステムがあります。その中で在
宅サービスを行っている薬局を検索することができ
ます。高槻市では146件中97件、66%の薬局が
届出をしていますが、実際にフルに機能している薬
局は少なかったりしますので、この点を整備したい
と薬剤師会では考え、指導、研修を行うため、訪
問看護師と合同の研修会を行いました。さまざまな
課題を残しながらも、現在進めているところです。

木村　まだスタートしたばかりで、課題は山積みで
しょうが、今後改善されていくということで、期待し
たいと思います。先ほどの医療情報について、災
害対策も含め、どのように管理していくかという点
で、高槻市として行っていただいていることは？

谷本　高槻市では冷蔵庫に保管していただく『救
急医療情報キット』というものを用意しています。
主に65歳以上の高齢者、日中高齢者世帯に民生
委員が届け、医療情報を記入していただくように
説明しています。現在、延べ１万件くらいに配付
しています。平成23年から始めてきていますが、
本年度は医療機関からもっと普及してほしいという
お声をいただき、今回、医師会および歯科医師
会、薬剤師会の先生方の監修をいただき、記入
する用紙を改定しました。
　このキットが冷蔵庫に
保管されていることを示す
ステッカーを冷蔵庫と玄関
ドアの内側に貼っていた
だくことになっています。
救急時には救急隊員が
ステッカーを確認すること
で、キットが置いてあると
判断します。これを広め
るために、高槻市の救急
隊と共に、また各病院に説明に伺っています。患
者が退院する際にお渡しいただける病院もありま
す。

木村　情報が古くないか、アップデートされている
かどうかが問題だと思いますが。

谷本　情報は常に更新していただくように、毎年

紙の色を変更して発行します。29年度はピンク、
30年度は緑です。

林　私たちも訪問の際、「冷蔵庫に入っています
か？」とお聞きして、見せていただきます。入って
いなければ担当の民生委員にお願いしたりもしま
す。

芦田　ほしいとおっしゃる方には、どこで入手した
らよいのですか？

谷本　基本は民生委員を通してですが、長寿介
護課の窓口で配付します。認知症の方など、情
報が正しいかどうかということもありますので、今後
ともみなさまにはご協力をお願いしたいと思います。

小野　ところで、精神科の先生の訪問診療は少
ないようですが、難しいのでしょうか？

米田　マンパワーと時間の問題ですね。医者も働
き方改革をいわれる時代ですから…。

島津　医師会でも、在宅医療、かかりつけ医に
ついての課題は多いように認識しています。

林　在宅療養中の方で先に訪問看護でご依頼を
受けた場合には、利用者の意向や生活状況を確
認して在宅医が必要かどうかを検討したうえで先
生方に介入のご相談をするような連携役を担うこと
もあります。緊急対応時もまずは訪問看護がお受
けして、先生にご報告してご指示をいただいて対
応しています。

瀧井　それに関しては『特定行為に係る看護師
の研修制度』が始まりましたね。三島南病院から
も研修に行かれている方がおられます。看護師に
医師業務の一部を担ってもらうということになるわけ
ですね。

林　ＩＣＴを利用した死亡診断等ガイドラインが厚
生労働省から提示されました。在宅医療での看
取りの場合、医師が看取りの場に立ち会えない場
合にＩＣＴ等を活用して提携し、看護師が医師の

指示を受けて死亡診断書に医師の名前を代筆し
てもよいというようなことに…。もちろん研修を受け、
医師との連携がきっちりとできていなければなりませ
んが、国の施策として在宅看取りを増やしていくと
いう考えから、死亡診断等ガイドラインが提示され
たり、特定行為研修であったり、医行為のところ
に看護師の役割が拡大していくのだと思います。

木村　患者側の医療のニーズに応えるためにも職
種連携、地域連携をしていかなければならないと
いうことになるわけですね。これだけ大切な地域連
携ということを、我 も々医師になってから学ぶわけ
ですが、これを医学教育の中でどのように取り入
れていくのかということ、そういう意識を学生の時
代から持ってもらうことも大事だと思いますが、いか
がでしょう？

米田　医学教育の中での大きな流れは、できるだ
け現場で、どれだけ学生自身が学ぶ機会を作る
のかという、主体的な学びの姿勢を培っていこう
と、カリキュラムを変更しているわけです。クリニカ
ル・クラークシップという名前で、実際に医行為に
近いところまで行ってよいという、Student Doctor
制というのも導入されていますし、我々の大学での
地域医療に関しては3回生、4回生に座学で知識
を入れ込んでいき、教室を横断的に加齢高齢者
コースというのはその典型だと思いますが、非常に
沢山の教室が集まって、一つのコースをつくりあげ
ていくというような形の教育も行っています。公衆
衛生も地域医療では非常に重要なポイントにもなる
ので、教育をしていただき、特に６回生の選択臨
床実習では、実習先にかなり多くの診療所も入っ
ていますし、地域の病院もかなり多く入っています
ので、実際の現場で経験をしてもらうことになって
います。

を知らなかったというようなことがあります。結核は
主に公費で治療するので、医師からの届出がい
かに重要かとか、最後まで薬を飲み切り耐性菌を
つくらないことだとか、地域での取り組みは実体験
で感じてもらうしかないと、思っておりますので、今
後も、地域医療を経験してほしいと思います。

米田　私も学生時代に公衆衛生の実習で結核の
ことをやりましたが、こんなにも結核の多い地域が
あるのかと、驚いたことがあります。そういう経験
は残るんですよね。

木村　薬剤師の方 も々こういう知識を持っている必
要がありますね…

芦田　薬剤師にもいろいろな知識は必要ですし、
薬局が気軽に相談できる窓口にならなければなら

　時間的にも厳しいところもありますし、学部学生
に高いところを求めるのは難しいかもしれませんが、
初期臨床研修で地域医療は必修科目になってい
ますので、それをどれだけ有効に活用するか、彼
らはもう医師免許を持っていますので、かなりのと
ころはできるはず。地域医療はだいたい主要科目
の初期研修を終えた後で設定されていることが多
いので、もっと実践的な現場というのを学ぶ機会
は大きいと思います。学生時代に3カ月かかったも
のを研修医時代には2～ 3週間で学べるというよう
な濃密な時間を過ごせると思いますから、できるだ
け活用できるプログラムづくりが必要でしょうし、地
域医療にもっと力を入れているような、またそういっ
た勉強の機会があるような病院にしていかなくては
ならないのではないかと思います。

小野　看護もそうですよね。訪問看護師のところ
へ実習に行ったりしていますよね。

林　まだ、やっと軌道に乗ってきたところですが、
看護学部の在宅看護研修を受け入れたり、病院
看護師の在宅研修を受けたり、少しずつでも生活
の視点を持ってもらうように、急性期病院で働いて
いたとしても、退院後の生活を見据えた看護が必
要なので、この生活の視点を少しでも理解してもら
えればと、取り組んでいるところです。

木村　これだけ密に地域の連携が行われている
場所で人材育成を考えると、教育面は非常に大
事なことになりますね。

谷本　私が保健所にいた時にも研修医が回ってき
てくれましたが、医学教育で結核という講義が少
なかったんですね。ですが、現在高齢者の結核
患者がどんどん増加しています。研修医も実際に
地域に出てみないと、こういう病気があるということ

ないと思っています。例えば、毎月、認知症カフェ
を開いたり、薬局にも管理栄養士を置き、栄養相
談を受けたりもしています。

林　地域包括にも管理栄養士がいらっしゃるところ
もありますが、これから考えなければならないのは、
そこには何の報酬もつかないので、完全にボラン
ティアになってしまっているということです。

芦田　在宅医療をやりたい管理栄養士は多いん
ですけどね。

島津　医師会のハンドブックには、高槻市栄養士
会との連携による在宅患者訪問栄養食事指導と
いうのがあります。これには自費が発生します。こ
ういうこともしてはいますが、なかなか利用される方
はいらっしゃいませんね。

林　在宅のおける栄養管理指導などに、報酬が
つくように高槻市が始めてくれれば、全国初になる
んですけどね。

木村　現状の問題点、今後の課題としての提言
もいただき、ありがとうございます。この地域ネット
ワークがますます発展することが地域力をアップさ
せ、健康なまちづくりにつながっていくだろうと思い
ます。本日は、ありがとうございました。

林　佳美看護師

島津 保生先生
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木村　第四内科、神経内科の教授をしておりま
す。医療連携室長、及び難病総合センターのセ
ンター長を兼任しております。

谷本　3月までは高槻市保健所に勤務しておりまし
たが、現在は、高槻市健康福祉部長寿介護課、
高齢者対策の部門で仕事をしております。

米田　大阪医科大学、神経精神医学教室の教
授です。精神科の中では物忘れ外来という高齢
者を中心とした専門外来をやっておりますが、それ
と共に大阪医科大学医師会の会長、高槻市社
会福祉審議会では高齢者分科会の委員、高槻
市医師会では高齢者対象の委員としても参加し、
さまざまな中で貢献できればと活動しております。

林　大阪医科大学訪問看護ステーションの管理
者をさせていただいております。大阪医科大学附
属病院で病棟責任者をさせていただき平成27年
訪問看護ステーション開設から管理者をさせてい
ただいております。

芦田　高槻市薬剤師会の常務理事を務めており
ます。薬剤師会では毎月第３土曜日に研修会を実
施しています。それ以外では学校薬剤師、認定
薬剤師の審査会などにも参加させていただいてお
ります。

島津　宮田診療所の医師で、高槻市医師会の
在宅医療、高齢者対策の担当理事をしておりま
す。地域包括ケアシステムづくり、在宅医師の育
成が早急に必要なこととして捉えております。

瀧井　一昨年の4月に大阪医科大学三島南病院
副院長として赴任させて頂きました。特務教授と
内科統括部長という役職も拝命しております。入
院患者さんは十数名担当しており、高齢の患者
様に毎日接しています。三島南病院は学校法人
の214床のケアミックス型病院で、急性期病棟、
回復期病棟、療養病棟、そして本日のテーマで
ある地域包括ケア病棟も41床あります。

小野　大阪医科大学附属病院に広域医療連携
センターというのがあり、その中の患者総合相談

●特集● 座談会
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「大阪医科大学における地域包括ケア」

室の副室長を務めさせていただいております。医
療ソーシャルワーカーとして30年近くやっておりま
す。難病総合センターも任せていただき、いろい
ろな事業もしておりますので、地域のことをお話で
きればと思っています。

木村　本日は、この地域の連携に関わるエキス
パートの方たちにお集まりいただき座談会を開催す
ることとなりました。地域における医療連携は、
あったら良いというようなことではなく、なくてはなら
ないというのが現状だと思います。座談会を行うに
あたり、地域連携の新たな目指すところをみなさん
と検討していきたいと思います。
　まず、コミュニティーベースというマクロの観点か
ら、『健康のまちづくり高槻』というキャチフレーズ
の元で、主に認知症、感染症、難病行政、在
宅支援、看取り、そして介護予防といった点につ
いてお話しいただき、議論していきたいと思います。
まずは、谷本先生から地域連携の推進にあたり、
高槻市としてどのように取り組んでいるのかを　お
話しいただきたいと思います。

谷本　高槻市の高齢者の現状について紹介させ
ていただきます。65歳以上の高齢者の割合は全
国より高く、平成29年は28.5%という非常に高い割
合となっています。そのような中、高槻市は介護
予防にすごく力を入れています。平成30年度から
の高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定
にあたり、高齢者に対して二つの調査を行いまし
た。その結果を資料としてお持ちしています。『在
宅介護実態調査』では、有効回答が725件。要
介護の方でどのような病気が多いかというと、認知
症は全体として最も有病率が高く、要介護1・2の
方で73.3%、要介護4・5の方では14.3%の有病

率となっています。軽度の要支援1・2の方では、
筋骨格系疾患が62.3%と最も多くなっていて、筋
骨格系を予防していく必要があるということがわか
ります。『介護保険・高齢者福祉に関するアン
ケート調査』は要介護認定を受けていないか、要
支援認定を受けている65歳以上の方を対象とし、
有効回答数は1,269件でした。健康について不安
に感じていることは「運動不足」という回答が「特
にない」に次いで最も多く、運動したいがチャンス
がないということで、健康意識が高いこともわかり
ます。高槻市ではここ数年、市民の方が自主的
に、コミュニティの中で『高槻ますます元気体操』
をやっていただこうという取り組みを行っていて、
『高槻ますます元気体操 実施拠点紹介マップ』と
いう冊子を作成し、200以上ある実施グループの
所在地一覧を12箇所の地域包括ケアセンターの
圏域毎に掲載し、イラストでわかりやすく体操の紹
介もしています。月１回～4回から、毎日実施して
いるグループもあり、高槻市は、要介護認定の中
でもより重度の方が少ないという効果を得ていま
す。また、地域での取り組みを後押しするものとし
て『健幸パスポート』という手帳があります。毎年
4月に新しいものが配付され、ポイントを貯めるとタ
オルやTシャツなどの記念品がもらえます。現在、
6,000名以上が参加されています。

木村　高齢者が28.5%という高槻において、いわ
ゆるロコモティブシンドロームを、や運動不足を含
めて、いかに解消していくかということで、このよう
なマップやパスポートを作っていただいているという
ことですが、実際、利用されている方はいらっしゃ

いますか？

林　いらっしゃいます。ご家族の方で健康体操の
取り組みを地域で中心になってやってくださってい
る方とか、地域のコミュニティで参加しているとおっ
しゃってくださる方もいます。健康体操だけでなく、
誤嚥防止についての体操も市で作られています。
興味を持って、勉強会に参加してくださる方、ご
家族の方もいらっしゃいます。

木村　医師会の方で、何かバックアップしている
というようなことはありますか？

島津　医師会でバックアップというのはないですね
…。

谷本　先生が、こういうのに「参加してみたら？」
と言ってくださることが、ものすごく…

木村　重要ということですね。

島津　医師会というより開業医として、運動不足
を解消するために、こういうコミュニティがあるから、
参加したらというようなことは勧めますよ。

谷本　ありがとうございます。もう、その一言がす
ごく大切なんです。

島津　この冊子は医師会の会員には配っていまし
て、各医院では見てもらうようにしています。

木村　もう一つの話題として、認知機能の維持に
ついてなんですが。

谷本　平成29年度から、徘徊の高齢者がいたら、
高槻警察から必ず高槻市へ連絡をいただくように
なっています。年間約200件の通報があるのが現
状です。高槻市では『見守り安心ネットワークシー
ル』というものを用意しています。認知症による徘
徊に不安のある方の衣服や鞄などに貼っていただ
くシールで、QRコードを読み取ると高槻市役所の
担当課、高槻警察の電話番号、またシールに記
載された個人番号から身元が判明でき、ご家族

へ直ちに連絡、お迎えに来ていただけるようになっ
ています。

現在、徘徊高齢者SOSネットワークでこのシールを
お配りしているのは、徘徊の既往があって、市に
事前に登録していただいている300名位の方です
けども、登録に来ていただいた方には、一人あた
り10シートをお渡しして、普段身につけるものに貼っ
ていただくようにしています。

木村　シートをもらえる場所は、唯一市役所でしょ
うか？

谷本　長寿介護課に来ていただくと、登録させて
いただきますので、その番号で、どなたかわかるよ
うになっています。QRコードに個人情報を入れる
ことはできないので、番号を記入してもらいます。

小野　シートにお名前を書くこともできないですから
ね。

谷本　高槻警察を通じて、大阪府下全て、高槻
市がこういうことをやっているということは、情報共
有させていただいています。
　もうひとつ認知症対策として、平成29年7月から
認知症初期集中支援チームが設置されました。こ
れは、初期の段階で、早期の対応を専門の認定
医、看護師、社会福祉士等が対応することで、
今まで困難だった方も、地域で過ごすことができる
ようにサポートするものです。できる限り地域の、
例えばかかりつけ医、歯科医、薬剤師の方々か
ら、普段の気づきの中での情報をいただきたいと
いうのが、お願いしたいことです。

木村　これからの試みということですね。では、
薬剤師の立場からはいかがですか？

芦田　薬剤師会では、認知症対応力向上研修
会というのがありまして、そこでは『気づきと連携』
ということが言われています。いつも元気で来局さ
れる方が今日は少しおかしい、というようなことに気
づいて、連携していかなければならないということ
ですね。

木村　認知症の専門の立場から、大阪医科大
学と高槻市の共同事業、人材育成事業について、
専門医の立場からお話しいただけますか。

米田　それぞれの診療科で高齢者に対する対応
は行っていますが、例えば、大学の『物忘れ外来』
は何を目的としているのか。大学には先端の医療
機器があるということで、非常に早期の、いわゆ
る軽度認知機能障害、まだ認知症とは診断され
ていない前の段階で把握し、発症予防につなげ
ていくということが大きな柱となっています。そういっ
た先端の医療環境というものを広く知っていただく
ためにも、高槻市と共同で人材教育を進めていこ
うと考えています。柱は４つ。認知症の早期対
応、オーラルケア、リハビリ、栄養です。オーラル
ケアによってどのような疾患を予防できるのか、リハ
ビリテーションを中心として、運動機能疾患をどの
ように防いでいくかという先端の知識、非常に大き
な問題となっている高齢者の栄養のメカニズムな
ど、医学的な立場からいろいろな職種の方に学ん
でいただくというものです。

木村　4つの柱のいずれもが、介護予防につなが
る重要なテーマだと思いますが、これについて何
かありますか。

瀧井　高齢の入院患者さんに内科的なリハビリを

オーダーする場合、廃用症候群という病名をつけ
ることが多いです。高齢の方は安静にしていると、
一般的に種々の機能が低下します。運動機能だ
けではなく、内臓機能も含めて広い意味での廃用
であり、やはり体を動かすことは重要であると思い
ます。三島南病院にはオーラルケアの部門はあり
ませんが、栄養指導やNSTの活動が活発です。
経管栄養における適切な注入食の選択など、栄
養も高齢者にとっては重要な課題であると思いま
す。

木村　それ以外に、サルコペニア、フレイルなど
で代表されるように、栄養は大変大事なことだと思
います。これまでは、どのようにこの地域で病気を
予防していくかという連携についてお話をしていた
だきました。では、次に病気になった時にどのよう
に連携していくのか。難病を代表として行政とタイ
アップしながら連携するというのがありますが、その
点はいかがですか？

谷本　難病の患者に対しては、保健師が地域で
支援させていただいています。難病法が施行され
て、その指定は大阪府が審査等を行い、高槻市
はその補助を行っています。今まで特定疾患に該
当し、難病法が施行後は経過措置であった患者
が、平成30年1月1日に全て統一され、不認定の
方には通知書が送付されている状況です。

木村　難病に関しては、平成27年に難病新法が
立ち上がって、ちょうど3年が経過して、経過措置

が終了する段階において、いろいろ混乱している
ところがあり、それに対しての対応ということだと思
いますが。

谷本　そうです。地域包括支援というのは、難病
がモデルケースになると考えています。非常に医
療と介護や福祉が密接にならないと難病患者の支
援は難しいからです。

木村　大阪医科大学でも平成27年の難病新法の
発足と同時に難病総合センターを立ち上げ、市の
実質的な拠点病院としての役割を果たしています
が、もともと高槻市、茨木、摂津を含めた三島医
療圏においての長年のネットワークを中心に主宰を
させていただいていたという経緯があったからです
ね。

小野　１１年目になりますが、三島難病医療ネット
ワーク会議というのを開催しています。どうして大
阪医科大学が事務局になったかといいますと、高
槻市が中核市となって大阪府から離れましたので、
茨木保健所は大阪府、高槻保健所は高槻市とい
うように、二つの行政になってしまいましたので、
大阪医科大学が事務局となって地域のネットワーク
を作ろうということで開催しています。最初は地域
の病院の医師と保健師の集まりでしたが、11年と
もなるとさまざまな職種が入り、ケアマネジャー、訪
問看護師、最後になって歯科医師会に入ってい
ただきました、パーキンソン病の『服薬支援手帳』
は、３つの薬剤師会にご協力いただいて作成しま
した。またALSがまずモデルになるだろうということ
で、在宅に戻っていただくときの在宅療養チェック
リストから作りましたが、それを広めるために保健
師との協力が今は一番かと思っています。どうして

も退院前カンファレンスとなると、さまざまな職種の
方に集まっていただき、情報を共有し、在宅に帰
られても何か困ったことがあれば、大阪医科大学
の方で引き受けるというように、実務を伴いながら、
こういう会議も行っているのが現状です。

木村　『服薬支援手帳』は、パーキンソンだけの、
疾患特異的な手帳になるわけですが、ひとつの医
薬連携をカタチにしたものですね。

芦田　薬剤師会の方でも、これを会員に配布した
り、実際、木村先生に来ていただき、薬剤師会
の研修会で講演をいただいたりして、勉強もさせ
ていただいています。

木村　個別なタイプ、各疾患における特異性があ
るので、それを活かした連携をこういうカタチで作っ
ていくのは一つの方法かと思います。特に難病の
場合は、多職種の連携が重要なポイントになりま
すので、訪問看護としても難病を含めて関与され
ていると思います。

林　はい。難病センターですので、保健師さんと
の連携ですとか、もちろん、大学病院から在宅へ
帰られる時、また、在宅でどうしてもお困りのことな
ど、地域からのお声がけをもう一度大学へ報告、
確認し、難病センターへ問い合わせ、今までの経
過を確認したり、担当の保健師と連携をとるなどし
ています。私たちが難病の方に入る場合は、医
療保険での訪問看護になりますので、介護保険を
きっちり申請していただくなど、生活支援の部分が
重要だと思っています。疾患のことは大学の先生
方、お薬のコントロールは薬剤師がいます。看護
師はその橋渡しができる、全体的な医療がわかり、
介護のこともわかるというのは看護師だけだと思い
ます。介護職には医療のことはわかりませんし、
医師には生活のことはなかなかわかりません。看
護師はトータルでそこを見ていけるので、医療の
先生方との連携、介護の方では、ケアマネジャー
と生活支援をしてくださるヘルパーとの連携というと
ころの、コーディネーターの役割が重要だと考え、
活動しています。

木村　疾患がもたらす障害を持って、どのように
生活していくかということですね。一般病院の立場
で、三島南病院には一般病棟の他に、回復、リ

ハビリ、療養型、地域包括と、いろいろな機能を
併せ持った病棟がありますが、難病に限らず、全
体の連携は？

瀧井　連携ということを考えますと、多職種協働と
いうことがキーワードになってくると思います。医師
は疾患、疾病を診て、生活の面まではなかなか
思い浮かばないというのが現状です。多職種協
働はチーム医療にも通じます。地域医療連携室に
は社会福祉士という専門職の方がおられて業務に
あたっています。地域医療包括センターとして、
訪問看護ステーション、ケアプランセンター、デイ
ケアセンターの部門があり、在宅医療に向けての
取り組みをされています。また、長期間介護をされ
ているご家族の休息のための一時的な入院、す
なわちレスパイト入院というものがあります。入院期
間は1～2週間、原則3カ月以上の間隔を取っても
らうなど、現在規定を作成中です。今後の高齢
化社会において、大事な医療システムになってくる
と思います。

木村　重要な在宅医療を継続していただくために
も、レスパイトが必要となるということですね。

島津　高槻市医師会では、昨年からレスパイト入
院という言葉を使い、高槻市内の総合病院で対
応していただくようになり、『かかりつけ医・在宅ケ
ア 支援システムハンドブック』に利用のご案内の
文章を掲載し、患者用の説明書、そのマニュア
ルなどをつけています。

木村　アンケートでは、訪問看護の立場から、医
師との連携が一番難しいというのが挙がってきます
が、どうですか？

林　ご利用者様には、できる限りかかりつけ医を
持っていただくようにお願いしています。、在宅医
の先生との連携については、診療時間内に緊急
時以外はお電話をおかけするわけにはいかないの
で、FAXがよいとか、メールがよいとか、先生方
に連携の方法をお尋ねしています。特に利用者の
状態変化がある場合には、密に連絡を取らなけれ
ばならないので、それぞれ媒体を工夫しながら連
携させていただいています。在宅医療に取り組ん
でくださる開業医は増えてきたと思います。でも連
携の中で一番大切なことは、最初に緊急時の対
応策を利用者やご家族を含め在宅チームで決定
しておくことですね。退院時のカンファレンスでは、
患者の意思決定についてもしっかり支援していま
す。

木村　介護との連携、地域包括ケアとの連携と
いう点で、高槻市の現状はどうですか？

林　在宅では、サービス担当者会議という会議が
あります。実際に利用者の家にサービスを提供し
ている職種全員が集まります。かかりつけ医の先
生が来てくださる場合もありますし、薬剤師、ヘル
パー、デイサービスを使っていらっしゃる方はデイ
サービスの担当者、訪問看護なら訪問看護師や
リハビルスタッフ、ケアマネジャー、必要であれば
行政の方や保健師の方にも来ていただきます。介
護保険だけでは足りず、福祉サービスを活用する
場合はアドバイスが必要になるからです。本人が
どんなふうに療養生活を続けたいのか意思を確認
し、全員で話し合いを行い、それぞれが専門職
の立場で役割を担っていくのか確認していくとので
連携は上手くできていると思います。

木村　では、在宅の話に移りたいと思いますが、
行政の立場からお願いします。

谷本　介護保険を使っている方は、キーとなるの
がケアマネジャーなんです。本人に寄り添い、常
にいていただく方なので、医療情報を知っておい
ていただかなければならないと思います。会議で
集まる人に対して発信するのもケアマネジャーです
が、なかなか医療の知識までは難しいところもあり、
今年度はケアマネジャーに対して医療についての
研修を行い、知識を深めていただく取り組みを行っ
ています。

島津　以前、医師会の方では、在宅で使う材料
について研修を行ったことがありますね。

谷本　行政からの取り組みはもちろんですが、ケ
アマネジャーでも服薬支援手帳を知らない人もいま
すので、ぜひとも医療の方からも情報を提供して
いただきたいと思います。

林　ケアマネジャーは月一回の訪問が規定です。
看護師の方が訪問頻度も高いので、何かあれば
医師、ケアマネジャーには報告しています。生活
支援の部分で困っていることがあるようなら、プラ
ンの変更もしてもらっています。ケアマネジャーとの
連携という点では、医療的にどうしたらよいのかと
思ったら、まず訪問看護師に相談してくださいとお
話しています。

木村　在宅を担っていただくのはかかりつけ医で
すので、医師会の立場からはいかがですか？

島津　いかに医師を増やすか、増やさなければ
ならないというのが現状ですね。国の予算でコー
ディネーター事業というものに補助金をいただいて
おりまして、医師会としては在宅コーディネーター 3
名に入っていただき、開業医に直接訪問、電話
などで、訪問診療についての現状把握を行ってい
ます。在宅医を増やさなければならないので、希
望者に対して講習会を開いたり、同行訪問で実
際の現場を見ていただいたりなどの取り組みも行っ
ています。高槻市の在宅診療の現状と今後、在
宅死の割合、在宅を支える医療資源などのデータ
からも、訪問診療医を増やさなければならないこと
は明白です。

木村　今後増えていく看取りに対して、現在の正
確なデータづくりが重要ですね。2025年問題を考
える上でも大事だろうと思います。難病については
大阪府から委託を受け、難病在宅同行訪問とい
うのも同じようにさせていただき、特定機能病院が
できる在宅への補助、援助もさせていただいてい
ます。

小野　実際、同行訪問は専門医と開業医と三者
で行うことがありますし、サービス担当者会議では、
ケアマネジャーから知りたいことがあると質問を受
けることもあります。やはり、行けば生活が見えま
すし、広げたいと思いますが、どうしても同じ先生
になることが多いのが現状です。できる限り新しい
先生と同行したいのですが、病院に頼りたい患者
も多く、かかりつけ医を好まない方もいらっしゃって、
同行訪問で、家族、本人の説得から始めなけれ
ばならない場合もあります。さきほどのケアマネ
ジャーにいろいろ知ってほしいということでは、受託
事業のなかで、年に２回研修会を開き、ひとつは
地方などで行われている在宅医療・連携を学ぶと
いうこと、もうひとつは難病疾患をケアマネジャーに
も知ってもらうというようなことを毎年行っています。
次回は栄養の話を予定しています。
　同行訪問では開業医の方からも気軽に質問し
ていただけるので、自分の専門でない部分はどう
したらよいのか等、どのように連携していくかをしっ
かりと決めることもできます。現在歯科医を取り込も
うとしているのですが、なかなか口腔ケアにうまく繋
がらず、苦労しています。

島津　多職種連携会議では、歯科医の先生方
からも退院カンファレンスには一声かけていただき
たいという声はあがっています。

小野　一歩進みましたね。

林　歯科医師の先生方も在宅に対してかなり前
向きな取り組みを開始されていると思います。

島津　委託事業として、訪問歯科診療が行われ
ていて、訪問歯科コーディネーターも3名います。
ハンドブックに訪問歯科診療依頼書などもあります
が、なかなか利用されていないようです。
　ハンドブックは毎年改定しておりまして、情報共
有ということをテーマに、『連携時情報共有シート』
というものもあります。退院時のカンファレンスでは
今後の在宅医療に役立つものになりますし、その
人に関わるそれぞれが持つ情報を記入していけ
ば、緊急入院の際にも役立ちます。

林　在宅における薬剤師の役割も重要視されてき
ていて、システムもできつつありますが、いかがで
すか？

芦田　薬剤師の在宅訪問の現状をスライドでご紹
介します。高槻市薬剤師会のホームページ
（http://www.taka89.com）では、どこに薬局が
あるか検索できるシステムがあります。その中で在
宅サービスを行っている薬局を検索することができ
ます。高槻市では146件中97件、66%の薬局が
届出をしていますが、実際にフルに機能している薬
局は少なかったりしますので、この点を整備したい
と薬剤師会では考え、指導、研修を行うため、訪
問看護師と合同の研修会を行いました。さまざまな
課題を残しながらも、現在進めているところです。

木村　まだスタートしたばかりで、課題は山積みで
しょうが、今後改善されていくということで、期待し
たいと思います。先ほどの医療情報について、災
害対策も含め、どのように管理していくかという点
で、高槻市として行っていただいていることは？

谷本　高槻市では冷蔵庫に保管していただく『救
急医療情報キット』というものを用意しています。
主に65歳以上の高齢者、日中高齢者世帯に民生
委員が届け、医療情報を記入していただくように
説明しています。現在、延べ１万件くらいに配付
しています。平成23年から始めてきていますが、
本年度は医療機関からもっと普及してほしいという
お声をいただき、今回、医師会および歯科医師
会、薬剤師会の先生方の監修をいただき、記入
する用紙を改定しました。
　このキットが冷蔵庫に
保管されていることを示す
ステッカーを冷蔵庫と玄関
ドアの内側に貼っていた
だくことになっています。
救急時には救急隊員が
ステッカーを確認すること
で、キットが置いてあると
判断します。これを広め
るために、高槻市の救急
隊と共に、また各病院に説明に伺っています。患
者が退院する際にお渡しいただける病院もありま
す。

木村　情報が古くないか、アップデートされている
かどうかが問題だと思いますが。

谷本　情報は常に更新していただくように、毎年

紙の色を変更して発行します。29年度はピンク、
30年度は緑です。

林　私たちも訪問の際、「冷蔵庫に入っています
か？」とお聞きして、見せていただきます。入って
いなければ担当の民生委員にお願いしたりもしま
す。

芦田　ほしいとおっしゃる方には、どこで入手した
らよいのですか？

谷本　基本は民生委員を通してですが、長寿介
護課の窓口で配付します。認知症の方など、情
報が正しいかどうかということもありますので、今後
ともみなさまにはご協力をお願いしたいと思います。

小野　ところで、精神科の先生の訪問診療は少
ないようですが、難しいのでしょうか？

米田　マンパワーと時間の問題ですね。医者も働
き方改革をいわれる時代ですから…。

島津　医師会でも、在宅医療、かかりつけ医に
ついての課題は多いように認識しています。

林　在宅療養中の方で先に訪問看護でご依頼を
受けた場合には、利用者の意向や生活状況を確
認して在宅医が必要かどうかを検討したうえで先
生方に介入のご相談をするような連携役を担うこと
もあります。緊急対応時もまずは訪問看護がお受
けして、先生にご報告してご指示をいただいて対
応しています。

瀧井　それに関しては『特定行為に係る看護師
の研修制度』が始まりましたね。三島南病院から
も研修に行かれている方がおられます。看護師に
医師業務の一部を担ってもらうということになるわけ
ですね。

林　ＩＣＴを利用した死亡診断等ガイドラインが厚
生労働省から提示されました。在宅医療での看
取りの場合、医師が看取りの場に立ち会えない場
合にＩＣＴ等を活用して提携し、看護師が医師の

指示を受けて死亡診断書に医師の名前を代筆し
てもよいというようなことに…。もちろん研修を受け、
医師との連携がきっちりとできていなければなりませ
んが、国の施策として在宅看取りを増やしていくと
いう考えから、死亡診断等ガイドラインが提示され
たり、特定行為研修であったり、医行為のところ
に看護師の役割が拡大していくのだと思います。

木村　患者側の医療のニーズに応えるためにも職
種連携、地域連携をしていかなければならないと
いうことになるわけですね。これだけ大切な地域連
携ということを、我 も々医師になってから学ぶわけ
ですが、これを医学教育の中でどのように取り入
れていくのかということ、そういう意識を学生の時
代から持ってもらうことも大事だと思いますが、いか
がでしょう？

米田　医学教育の中での大きな流れは、できるだ
け現場で、どれだけ学生自身が学ぶ機会を作る
のかという、主体的な学びの姿勢を培っていこう
と、カリキュラムを変更しているわけです。クリニカ
ル・クラークシップという名前で、実際に医行為に
近いところまで行ってよいという、Student Doctor
制というのも導入されていますし、我々の大学での
地域医療に関しては3回生、4回生に座学で知識
を入れ込んでいき、教室を横断的に加齢高齢者
コースというのはその典型だと思いますが、非常に
沢山の教室が集まって、一つのコースをつくりあげ
ていくというような形の教育も行っています。公衆
衛生も地域医療では非常に重要なポイントにもなる
ので、教育をしていただき、特に６回生の選択臨
床実習では、実習先にかなり多くの診療所も入っ
ていますし、地域の病院もかなり多く入っています
ので、実際の現場で経験をしてもらうことになって
います。

を知らなかったというようなことがあります。結核は
主に公費で治療するので、医師からの届出がい
かに重要かとか、最後まで薬を飲み切り耐性菌を
つくらないことだとか、地域での取り組みは実体験
で感じてもらうしかないと、思っておりますので、今
後も、地域医療を経験してほしいと思います。

米田　私も学生時代に公衆衛生の実習で結核の
ことをやりましたが、こんなにも結核の多い地域が
あるのかと、驚いたことがあります。そういう経験
は残るんですよね。

木村　薬剤師の方 も々こういう知識を持っている必
要がありますね…

芦田　薬剤師にもいろいろな知識は必要ですし、
薬局が気軽に相談できる窓口にならなければなら

　時間的にも厳しいところもありますし、学部学生
に高いところを求めるのは難しいかもしれませんが、
初期臨床研修で地域医療は必修科目になってい
ますので、それをどれだけ有効に活用するか、彼
らはもう医師免許を持っていますので、かなりのと
ころはできるはず。地域医療はだいたい主要科目
の初期研修を終えた後で設定されていることが多
いので、もっと実践的な現場というのを学ぶ機会
は大きいと思います。学生時代に3カ月かかったも
のを研修医時代には2～ 3週間で学べるというよう
な濃密な時間を過ごせると思いますから、できるだ
け活用できるプログラムづくりが必要でしょうし、地
域医療にもっと力を入れているような、またそういっ
た勉強の機会があるような病院にしていかなくては
ならないのではないかと思います。

小野　看護もそうですよね。訪問看護師のところ
へ実習に行ったりしていますよね。

林　まだ、やっと軌道に乗ってきたところですが、
看護学部の在宅看護研修を受け入れたり、病院
看護師の在宅研修を受けたり、少しずつでも生活
の視点を持ってもらうように、急性期病院で働いて
いたとしても、退院後の生活を見据えた看護が必
要なので、この生活の視点を少しでも理解してもら
えればと、取り組んでいるところです。

木村　これだけ密に地域の連携が行われている
場所で人材育成を考えると、教育面は非常に大
事なことになりますね。

谷本　私が保健所にいた時にも研修医が回ってき
てくれましたが、医学教育で結核という講義が少
なかったんですね。ですが、現在高齢者の結核
患者がどんどん増加しています。研修医も実際に
地域に出てみないと、こういう病気があるということ

ないと思っています。例えば、毎月、認知症カフェ
を開いたり、薬局にも管理栄養士を置き、栄養相
談を受けたりもしています。

林　地域包括にも管理栄養士がいらっしゃるところ
もありますが、これから考えなければならないのは、
そこには何の報酬もつかないので、完全にボラン
ティアになってしまっているということです。

芦田　在宅医療をやりたい管理栄養士は多いん
ですけどね。

島津　医師会のハンドブックには、高槻市栄養士
会との連携による在宅患者訪問栄養食事指導と
いうのがあります。これには自費が発生します。こ
ういうこともしてはいますが、なかなか利用される方
はいらっしゃいませんね。

林　在宅のおける栄養管理指導などに、報酬が
つくように高槻市が始めてくれれば、全国初になる
んですけどね。

木村　現状の問題点、今後の課題としての提言
もいただき、ありがとうございます。この地域ネット
ワークがますます発展することが地域力をアップさ
せ、健康なまちづくりにつながっていくだろうと思い
ます。本日は、ありがとうございました。



木村　第四内科、神経内科の教授をしておりま
す。医療連携室長、及び難病総合センターのセ
ンター長を兼任しております。

谷本　3月までは高槻市保健所に勤務しておりまし
たが、現在は、高槻市健康福祉部長寿介護課、
高齢者対策の部門で仕事をしております。

米田　大阪医科大学、神経精神医学教室の教
授です。精神科の中では物忘れ外来という高齢
者を中心とした専門外来をやっておりますが、それ
と共に大阪医科大学医師会の会長、高槻市社
会福祉審議会では高齢者分科会の委員、高槻
市医師会では高齢者対象の委員としても参加し、
さまざまな中で貢献できればと活動しております。

林　大阪医科大学訪問看護ステーションの管理
者をさせていただいております。大阪医科大学附
属病院で病棟責任者をさせていただき平成27年
訪問看護ステーション開設から管理者をさせてい
ただいております。

芦田　高槻市薬剤師会の常務理事を務めており
ます。薬剤師会では毎月第３土曜日に研修会を実
施しています。それ以外では学校薬剤師、認定
薬剤師の審査会などにも参加させていただいてお
ります。

島津　宮田診療所の医師で、高槻市医師会の
在宅医療、高齢者対策の担当理事をしておりま
す。地域包括ケアシステムづくり、在宅医師の育
成が早急に必要なこととして捉えております。

瀧井　一昨年の4月に大阪医科大学三島南病院
副院長として赴任させて頂きました。特務教授と
内科統括部長という役職も拝命しております。入
院患者さんは十数名担当しており、高齢の患者
様に毎日接しています。三島南病院は学校法人
の214床のケアミックス型病院で、急性期病棟、
回復期病棟、療養病棟、そして本日のテーマで
ある地域包括ケア病棟も41床あります。

小野　大阪医科大学附属病院に広域医療連携
センターというのがあり、その中の患者総合相談
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室の副室長を務めさせていただいております。医
療ソーシャルワーカーとして30年近くやっておりま
す。難病総合センターも任せていただき、いろい
ろな事業もしておりますので、地域のことをお話で
きればと思っています。

木村　本日は、この地域の連携に関わるエキス
パートの方たちにお集まりいただき座談会を開催す
ることとなりました。地域における医療連携は、
あったら良いというようなことではなく、なくてはなら
ないというのが現状だと思います。座談会を行うに
あたり、地域連携の新たな目指すところをみなさん
と検討していきたいと思います。
　まず、コミュニティーベースというマクロの観点か
ら、『健康のまちづくり高槻』というキャチフレーズ
の元で、主に認知症、感染症、難病行政、在
宅支援、看取り、そして介護予防といった点につ
いてお話しいただき、議論していきたいと思います。
まずは、谷本先生から地域連携の推進にあたり、
高槻市としてどのように取り組んでいるのかを　お
話しいただきたいと思います。

谷本　高槻市の高齢者の現状について紹介させ
ていただきます。65歳以上の高齢者の割合は全
国より高く、平成29年は28.5%という非常に高い割
合となっています。そのような中、高槻市は介護
予防にすごく力を入れています。平成30年度から
の高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定
にあたり、高齢者に対して二つの調査を行いまし
た。その結果を資料としてお持ちしています。『在
宅介護実態調査』では、有効回答が725件。要
介護の方でどのような病気が多いかというと、認知
症は全体として最も有病率が高く、要介護1・2の
方で73.3%、要介護4・5の方では14.3%の有病

率となっています。軽度の要支援1・2の方では、
筋骨格系疾患が62.3%と最も多くなっていて、筋
骨格系を予防していく必要があるということがわか
ります。『介護保険・高齢者福祉に関するアン
ケート調査』は要介護認定を受けていないか、要
支援認定を受けている65歳以上の方を対象とし、
有効回答数は1,269件でした。健康について不安
に感じていることは「運動不足」という回答が「特
にない」に次いで最も多く、運動したいがチャンス
がないということで、健康意識が高いこともわかり
ます。高槻市ではここ数年、市民の方が自主的
に、コミュニティの中で『高槻ますます元気体操』
をやっていただこうという取り組みを行っていて、
『高槻ますます元気体操 実施拠点紹介マップ』と
いう冊子を作成し、200以上ある実施グループの
所在地一覧を12箇所の地域包括ケアセンターの
圏域毎に掲載し、イラストでわかりやすく体操の紹
介もしています。月１回～4回から、毎日実施して
いるグループもあり、高槻市は、要介護認定の中
でもより重度の方が少ないという効果を得ていま
す。また、地域での取り組みを後押しするものとし
て『健幸パスポート』という手帳があります。毎年
4月に新しいものが配付され、ポイントを貯めるとタ
オルやTシャツなどの記念品がもらえます。現在、
6,000名以上が参加されています。

木村　高齢者が28.5%という高槻において、いわ
ゆるロコモティブシンドロームを、や運動不足を含
めて、いかに解消していくかということで、このよう
なマップやパスポートを作っていただいているという
ことですが、実際、利用されている方はいらっしゃ

いますか？

林　いらっしゃいます。ご家族の方で健康体操の
取り組みを地域で中心になってやってくださってい
る方とか、地域のコミュニティで参加しているとおっ
しゃってくださる方もいます。健康体操だけでなく、
誤嚥防止についての体操も市で作られています。
興味を持って、勉強会に参加してくださる方、ご
家族の方もいらっしゃいます。

木村　医師会の方で、何かバックアップしている
というようなことはありますか？

島津　医師会でバックアップというのはないですね
…。

谷本　先生が、こういうのに「参加してみたら？」
と言ってくださることが、ものすごく…

木村　重要ということですね。

島津　医師会というより開業医として、運動不足
を解消するために、こういうコミュニティがあるから、
参加したらというようなことは勧めますよ。

谷本　ありがとうございます。もう、その一言がす
ごく大切なんです。

島津　この冊子は医師会の会員には配っていまし
て、各医院では見てもらうようにしています。

木村　もう一つの話題として、認知機能の維持に
ついてなんですが。

谷本　平成29年度から、徘徊の高齢者がいたら、
高槻警察から必ず高槻市へ連絡をいただくように
なっています。年間約200件の通報があるのが現
状です。高槻市では『見守り安心ネットワークシー
ル』というものを用意しています。認知症による徘
徊に不安のある方の衣服や鞄などに貼っていただ
くシールで、QRコードを読み取ると高槻市役所の
担当課、高槻警察の電話番号、またシールに記
載された個人番号から身元が判明でき、ご家族

へ直ちに連絡、お迎えに来ていただけるようになっ
ています。

現在、徘徊高齢者SOSネットワークでこのシールを
お配りしているのは、徘徊の既往があって、市に
事前に登録していただいている300名位の方です
けども、登録に来ていただいた方には、一人あた
り10シートをお渡しして、普段身につけるものに貼っ
ていただくようにしています。

木村　シートをもらえる場所は、唯一市役所でしょ
うか？

谷本　長寿介護課に来ていただくと、登録させて
いただきますので、その番号で、どなたかわかるよ
うになっています。QRコードに個人情報を入れる
ことはできないので、番号を記入してもらいます。

小野　シートにお名前を書くこともできないですから
ね。

谷本　高槻警察を通じて、大阪府下全て、高槻
市がこういうことをやっているということは、情報共
有させていただいています。
　もうひとつ認知症対策として、平成29年7月から
認知症初期集中支援チームが設置されました。こ
れは、初期の段階で、早期の対応を専門の認定
医、看護師、社会福祉士等が対応することで、
今まで困難だった方も、地域で過ごすことができる
ようにサポートするものです。できる限り地域の、
例えばかかりつけ医、歯科医、薬剤師の方々か
ら、普段の気づきの中での情報をいただきたいと
いうのが、お願いしたいことです。

木村　これからの試みということですね。では、
薬剤師の立場からはいかがですか？

芦田　薬剤師会では、認知症対応力向上研修
会というのがありまして、そこでは『気づきと連携』
ということが言われています。いつも元気で来局さ
れる方が今日は少しおかしい、というようなことに気
づいて、連携していかなければならないということ
ですね。

木村　認知症の専門の立場から、大阪医科大
学と高槻市の共同事業、人材育成事業について、
専門医の立場からお話しいただけますか。

米田　それぞれの診療科で高齢者に対する対応
は行っていますが、例えば、大学の『物忘れ外来』
は何を目的としているのか。大学には先端の医療
機器があるということで、非常に早期の、いわゆ
る軽度認知機能障害、まだ認知症とは診断され
ていない前の段階で把握し、発症予防につなげ
ていくということが大きな柱となっています。そういっ
た先端の医療環境というものを広く知っていただく
ためにも、高槻市と共同で人材教育を進めていこ
うと考えています。柱は４つ。認知症の早期対
応、オーラルケア、リハビリ、栄養です。オーラル
ケアによってどのような疾患を予防できるのか、リハ
ビリテーションを中心として、運動機能疾患をどの
ように防いでいくかという先端の知識、非常に大き
な問題となっている高齢者の栄養のメカニズムな
ど、医学的な立場からいろいろな職種の方に学ん
でいただくというものです。

木村　4つの柱のいずれもが、介護予防につなが
る重要なテーマだと思いますが、これについて何
かありますか。

瀧井　高齢の入院患者さんに内科的なリハビリを

オーダーする場合、廃用症候群という病名をつけ
ることが多いです。高齢の方は安静にしていると、
一般的に種々の機能が低下します。運動機能だ
けではなく、内臓機能も含めて広い意味での廃用
であり、やはり体を動かすことは重要であると思い
ます。三島南病院にはオーラルケアの部門はあり
ませんが、栄養指導やNSTの活動が活発です。
経管栄養における適切な注入食の選択など、栄
養も高齢者にとっては重要な課題であると思いま
す。

木村　それ以外に、サルコペニア、フレイルなど
で代表されるように、栄養は大変大事なことだと思
います。これまでは、どのようにこの地域で病気を
予防していくかという連携についてお話をしていた
だきました。では、次に病気になった時にどのよう
に連携していくのか。難病を代表として行政とタイ
アップしながら連携するというのがありますが、その
点はいかがですか？

谷本　難病の患者に対しては、保健師が地域で
支援させていただいています。難病法が施行され
て、その指定は大阪府が審査等を行い、高槻市
はその補助を行っています。今まで特定疾患に該
当し、難病法が施行後は経過措置であった患者
が、平成30年1月1日に全て統一され、不認定の
方には通知書が送付されている状況です。

木村　難病に関しては、平成27年に難病新法が
立ち上がって、ちょうど3年が経過して、経過措置

が終了する段階において、いろいろ混乱している
ところがあり、それに対しての対応ということだと思
いますが。

谷本　そうです。地域包括支援というのは、難病
がモデルケースになると考えています。非常に医
療と介護や福祉が密接にならないと難病患者の支
援は難しいからです。

木村　大阪医科大学でも平成27年の難病新法の
発足と同時に難病総合センターを立ち上げ、市の
実質的な拠点病院としての役割を果たしています
が、もともと高槻市、茨木、摂津を含めた三島医
療圏においての長年のネットワークを中心に主宰を
させていただいていたという経緯があったからです
ね。

小野　１１年目になりますが、三島難病医療ネット
ワーク会議というのを開催しています。どうして大
阪医科大学が事務局になったかといいますと、高
槻市が中核市となって大阪府から離れましたので、
茨木保健所は大阪府、高槻保健所は高槻市とい
うように、二つの行政になってしまいましたので、
大阪医科大学が事務局となって地域のネットワーク
を作ろうということで開催しています。最初は地域
の病院の医師と保健師の集まりでしたが、11年と
もなるとさまざまな職種が入り、ケアマネジャー、訪
問看護師、最後になって歯科医師会に入ってい
ただきました、パーキンソン病の『服薬支援手帳』
は、３つの薬剤師会にご協力いただいて作成しま
した。またALSがまずモデルになるだろうということ
で、在宅に戻っていただくときの在宅療養チェック
リストから作りましたが、それを広めるために保健
師との協力が今は一番かと思っています。どうして

も退院前カンファレンスとなると、さまざまな職種の
方に集まっていただき、情報を共有し、在宅に帰
られても何か困ったことがあれば、大阪医科大学
の方で引き受けるというように、実務を伴いながら、
こういう会議も行っているのが現状です。

木村　『服薬支援手帳』は、パーキンソンだけの、
疾患特異的な手帳になるわけですが、ひとつの医
薬連携をカタチにしたものですね。

芦田　薬剤師会の方でも、これを会員に配布した
り、実際、木村先生に来ていただき、薬剤師会
の研修会で講演をいただいたりして、勉強もさせ
ていただいています。

木村　個別なタイプ、各疾患における特異性があ
るので、それを活かした連携をこういうカタチで作っ
ていくのは一つの方法かと思います。特に難病の
場合は、多職種の連携が重要なポイントになりま
すので、訪問看護としても難病を含めて関与され
ていると思います。

林　はい。難病センターですので、保健師さんと
の連携ですとか、もちろん、大学病院から在宅へ
帰られる時、また、在宅でどうしてもお困りのことな
ど、地域からのお声がけをもう一度大学へ報告、
確認し、難病センターへ問い合わせ、今までの経
過を確認したり、担当の保健師と連携をとるなどし
ています。私たちが難病の方に入る場合は、医
療保険での訪問看護になりますので、介護保険を
きっちり申請していただくなど、生活支援の部分が
重要だと思っています。疾患のことは大学の先生
方、お薬のコントロールは薬剤師がいます。看護
師はその橋渡しができる、全体的な医療がわかり、
介護のこともわかるというのは看護師だけだと思い
ます。介護職には医療のことはわかりませんし、
医師には生活のことはなかなかわかりません。看
護師はトータルでそこを見ていけるので、医療の
先生方との連携、介護の方では、ケアマネジャー
と生活支援をしてくださるヘルパーとの連携というと
ころの、コーディネーターの役割が重要だと考え、
活動しています。

木村　疾患がもたらす障害を持って、どのように
生活していくかということですね。一般病院の立場
で、三島南病院には一般病棟の他に、回復、リ

ハビリ、療養型、地域包括と、いろいろな機能を
併せ持った病棟がありますが、難病に限らず、全
体の連携は？

瀧井　連携ということを考えますと、多職種協働と
いうことがキーワードになってくると思います。医師
は疾患、疾病を診て、生活の面まではなかなか
思い浮かばないというのが現状です。多職種協
働はチーム医療にも通じます。地域医療連携室に
は社会福祉士という専門職の方がおられて業務に
あたっています。地域医療包括センターとして、
訪問看護ステーション、ケアプランセンター、デイ
ケアセンターの部門があり、在宅医療に向けての
取り組みをされています。また、長期間介護をされ
ているご家族の休息のための一時的な入院、す
なわちレスパイト入院というものがあります。入院期
間は1～2週間、原則3カ月以上の間隔を取っても
らうなど、現在規定を作成中です。今後の高齢
化社会において、大事な医療システムになってくる
と思います。

木村　重要な在宅医療を継続していただくために
も、レスパイトが必要となるということですね。

島津　高槻市医師会では、昨年からレスパイト入
院という言葉を使い、高槻市内の総合病院で対
応していただくようになり、『かかりつけ医・在宅ケ
ア 支援システムハンドブック』に利用のご案内の
文章を掲載し、患者用の説明書、そのマニュア
ルなどをつけています。

木村　アンケートでは、訪問看護の立場から、医
師との連携が一番難しいというのが挙がってきます
が、どうですか？

林　ご利用者様には、できる限りかかりつけ医を
持っていただくようにお願いしています。、在宅医
の先生との連携については、診療時間内に緊急
時以外はお電話をおかけするわけにはいかないの
で、FAXがよいとか、メールがよいとか、先生方
に連携の方法をお尋ねしています。特に利用者の
状態変化がある場合には、密に連絡を取らなけれ
ばならないので、それぞれ媒体を工夫しながら連
携させていただいています。在宅医療に取り組ん
でくださる開業医は増えてきたと思います。でも連
携の中で一番大切なことは、最初に緊急時の対
応策を利用者やご家族を含め在宅チームで決定
しておくことですね。退院時のカンファレンスでは、
患者の意思決定についてもしっかり支援していま
す。

木村　介護との連携、地域包括ケアとの連携と
いう点で、高槻市の現状はどうですか？

林　在宅では、サービス担当者会議という会議が
あります。実際に利用者の家にサービスを提供し
ている職種全員が集まります。かかりつけ医の先
生が来てくださる場合もありますし、薬剤師、ヘル
パー、デイサービスを使っていらっしゃる方はデイ
サービスの担当者、訪問看護なら訪問看護師や
リハビルスタッフ、ケアマネジャー、必要であれば
行政の方や保健師の方にも来ていただきます。介
護保険だけでは足りず、福祉サービスを活用する
場合はアドバイスが必要になるからです。本人が
どんなふうに療養生活を続けたいのか意思を確認
し、全員で話し合いを行い、それぞれが専門職
の立場で役割を担っていくのか確認していくとので
連携は上手くできていると思います。

木村　では、在宅の話に移りたいと思いますが、
行政の立場からお願いします。

谷本　介護保険を使っている方は、キーとなるの
がケアマネジャーなんです。本人に寄り添い、常
にいていただく方なので、医療情報を知っておい
ていただかなければならないと思います。会議で
集まる人に対して発信するのもケアマネジャーです
が、なかなか医療の知識までは難しいところもあり、
今年度はケアマネジャーに対して医療についての
研修を行い、知識を深めていただく取り組みを行っ
ています。

島津　以前、医師会の方では、在宅で使う材料
について研修を行ったことがありますね。

谷本　行政からの取り組みはもちろんですが、ケ
アマネジャーでも服薬支援手帳を知らない人もいま
すので、ぜひとも医療の方からも情報を提供して
いただきたいと思います。

林　ケアマネジャーは月一回の訪問が規定です。
看護師の方が訪問頻度も高いので、何かあれば
医師、ケアマネジャーには報告しています。生活
支援の部分で困っていることがあるようなら、プラ
ンの変更もしてもらっています。ケアマネジャーとの
連携という点では、医療的にどうしたらよいのかと
思ったら、まず訪問看護師に相談してくださいとお
話しています。

木村　在宅を担っていただくのはかかりつけ医で
すので、医師会の立場からはいかがですか？

島津　いかに医師を増やすか、増やさなければ
ならないというのが現状ですね。国の予算でコー
ディネーター事業というものに補助金をいただいて
おりまして、医師会としては在宅コーディネーター 3
名に入っていただき、開業医に直接訪問、電話
などで、訪問診療についての現状把握を行ってい
ます。在宅医を増やさなければならないので、希
望者に対して講習会を開いたり、同行訪問で実
際の現場を見ていただいたりなどの取り組みも行っ
ています。高槻市の在宅診療の現状と今後、在
宅死の割合、在宅を支える医療資源などのデータ
からも、訪問診療医を増やさなければならないこと
は明白です。

木村　今後増えていく看取りに対して、現在の正
確なデータづくりが重要ですね。2025年問題を考
える上でも大事だろうと思います。難病については
大阪府から委託を受け、難病在宅同行訪問とい
うのも同じようにさせていただき、特定機能病院が
できる在宅への補助、援助もさせていただいてい
ます。

小野　実際、同行訪問は専門医と開業医と三者
で行うことがありますし、サービス担当者会議では、
ケアマネジャーから知りたいことがあると質問を受
けることもあります。やはり、行けば生活が見えま
すし、広げたいと思いますが、どうしても同じ先生
になることが多いのが現状です。できる限り新しい
先生と同行したいのですが、病院に頼りたい患者
も多く、かかりつけ医を好まない方もいらっしゃって、
同行訪問で、家族、本人の説得から始めなけれ
ばならない場合もあります。さきほどのケアマネ
ジャーにいろいろ知ってほしいということでは、受託
事業のなかで、年に２回研修会を開き、ひとつは
地方などで行われている在宅医療・連携を学ぶと
いうこと、もうひとつは難病疾患をケアマネジャーに
も知ってもらうというようなことを毎年行っています。
次回は栄養の話を予定しています。
　同行訪問では開業医の方からも気軽に質問し
ていただけるので、自分の専門でない部分はどう
したらよいのか等、どのように連携していくかをしっ
かりと決めることもできます。現在歯科医を取り込も
うとしているのですが、なかなか口腔ケアにうまく繋
がらず、苦労しています。

島津　多職種連携会議では、歯科医の先生方
からも退院カンファレンスには一声かけていただき
たいという声はあがっています。

小野　一歩進みましたね。

林　歯科医師の先生方も在宅に対してかなり前
向きな取り組みを開始されていると思います。

島津　委託事業として、訪問歯科診療が行われ
ていて、訪問歯科コーディネーターも3名います。
ハンドブックに訪問歯科診療依頼書などもあります
が、なかなか利用されていないようです。
　ハンドブックは毎年改定しておりまして、情報共
有ということをテーマに、『連携時情報共有シート』
というものもあります。退院時のカンファレンスでは
今後の在宅医療に役立つものになりますし、その
人に関わるそれぞれが持つ情報を記入していけ
ば、緊急入院の際にも役立ちます。

林　在宅における薬剤師の役割も重要視されてき
ていて、システムもできつつありますが、いかがで
すか？

芦田　薬剤師の在宅訪問の現状をスライドでご紹
介します。高槻市薬剤師会のホームページ
（http://www.taka89.com）では、どこに薬局が
あるか検索できるシステムがあります。その中で在
宅サービスを行っている薬局を検索することができ
ます。高槻市では146件中97件、66%の薬局が
届出をしていますが、実際にフルに機能している薬
局は少なかったりしますので、この点を整備したい
と薬剤師会では考え、指導、研修を行うため、訪
問看護師と合同の研修会を行いました。さまざまな
課題を残しながらも、現在進めているところです。

木村　まだスタートしたばかりで、課題は山積みで
しょうが、今後改善されていくということで、期待し
たいと思います。先ほどの医療情報について、災
害対策も含め、どのように管理していくかという点
で、高槻市として行っていただいていることは？

谷本　高槻市では冷蔵庫に保管していただく『救
急医療情報キット』というものを用意しています。
主に65歳以上の高齢者、日中高齢者世帯に民生
委員が届け、医療情報を記入していただくように
説明しています。現在、延べ１万件くらいに配付
しています。平成23年から始めてきていますが、
本年度は医療機関からもっと普及してほしいという
お声をいただき、今回、医師会および歯科医師
会、薬剤師会の先生方の監修をいただき、記入
する用紙を改定しました。
　このキットが冷蔵庫に
保管されていることを示す
ステッカーを冷蔵庫と玄関
ドアの内側に貼っていた
だくことになっています。
救急時には救急隊員が
ステッカーを確認すること
で、キットが置いてあると
判断します。これを広め
るために、高槻市の救急
隊と共に、また各病院に説明に伺っています。患
者が退院する際にお渡しいただける病院もありま
す。

木村　情報が古くないか、アップデートされている
かどうかが問題だと思いますが。

谷本　情報は常に更新していただくように、毎年

紙の色を変更して発行します。29年度はピンク、
30年度は緑です。

林　私たちも訪問の際、「冷蔵庫に入っています
か？」とお聞きして、見せていただきます。入って
いなければ担当の民生委員にお願いしたりもしま
す。

芦田　ほしいとおっしゃる方には、どこで入手した
らよいのですか？

谷本　基本は民生委員を通してですが、長寿介
護課の窓口で配付します。認知症の方など、情
報が正しいかどうかということもありますので、今後
ともみなさまにはご協力をお願いしたいと思います。

小野　ところで、精神科の先生の訪問診療は少
ないようですが、難しいのでしょうか？

米田　マンパワーと時間の問題ですね。医者も働
き方改革をいわれる時代ですから…。

島津　医師会でも、在宅医療、かかりつけ医に
ついての課題は多いように認識しています。

林　在宅療養中の方で先に訪問看護でご依頼を
受けた場合には、利用者の意向や生活状況を確
認して在宅医が必要かどうかを検討したうえで先
生方に介入のご相談をするような連携役を担うこと
もあります。緊急対応時もまずは訪問看護がお受
けして、先生にご報告してご指示をいただいて対
応しています。

瀧井　それに関しては『特定行為に係る看護師
の研修制度』が始まりましたね。三島南病院から
も研修に行かれている方がおられます。看護師に
医師業務の一部を担ってもらうということになるわけ
ですね。

林　ＩＣＴを利用した死亡診断等ガイドラインが厚
生労働省から提示されました。在宅医療での看
取りの場合、医師が看取りの場に立ち会えない場
合にＩＣＴ等を活用して提携し、看護師が医師の

指示を受けて死亡診断書に医師の名前を代筆し
てもよいというようなことに…。もちろん研修を受け、
医師との連携がきっちりとできていなければなりませ
んが、国の施策として在宅看取りを増やしていくと
いう考えから、死亡診断等ガイドラインが提示され
たり、特定行為研修であったり、医行為のところ
に看護師の役割が拡大していくのだと思います。

木村　患者側の医療のニーズに応えるためにも職
種連携、地域連携をしていかなければならないと
いうことになるわけですね。これだけ大切な地域連
携ということを、我 も々医師になってから学ぶわけ
ですが、これを医学教育の中でどのように取り入
れていくのかということ、そういう意識を学生の時
代から持ってもらうことも大事だと思いますが、いか
がでしょう？

米田　医学教育の中での大きな流れは、できるだ
け現場で、どれだけ学生自身が学ぶ機会を作る
のかという、主体的な学びの姿勢を培っていこう
と、カリキュラムを変更しているわけです。クリニカ
ル・クラークシップという名前で、実際に医行為に
近いところまで行ってよいという、Student Doctor
制というのも導入されていますし、我々の大学での
地域医療に関しては3回生、4回生に座学で知識
を入れ込んでいき、教室を横断的に加齢高齢者
コースというのはその典型だと思いますが、非常に
沢山の教室が集まって、一つのコースをつくりあげ
ていくというような形の教育も行っています。公衆
衛生も地域医療では非常に重要なポイントにもなる
ので、教育をしていただき、特に６回生の選択臨
床実習では、実習先にかなり多くの診療所も入っ
ていますし、地域の病院もかなり多く入っています
ので、実際の現場で経験をしてもらうことになって
います。

を知らなかったというようなことがあります。結核は
主に公費で治療するので、医師からの届出がい
かに重要かとか、最後まで薬を飲み切り耐性菌を
つくらないことだとか、地域での取り組みは実体験
で感じてもらうしかないと、思っておりますので、今
後も、地域医療を経験してほしいと思います。

米田　私も学生時代に公衆衛生の実習で結核の
ことをやりましたが、こんなにも結核の多い地域が
あるのかと、驚いたことがあります。そういう経験
は残るんですよね。

木村　薬剤師の方 も々こういう知識を持っている必
要がありますね…

芦田　薬剤師にもいろいろな知識は必要ですし、
薬局が気軽に相談できる窓口にならなければなら

　時間的にも厳しいところもありますし、学部学生
に高いところを求めるのは難しいかもしれませんが、
初期臨床研修で地域医療は必修科目になってい
ますので、それをどれだけ有効に活用するか、彼
らはもう医師免許を持っていますので、かなりのと
ころはできるはず。地域医療はだいたい主要科目
の初期研修を終えた後で設定されていることが多
いので、もっと実践的な現場というのを学ぶ機会
は大きいと思います。学生時代に3カ月かかったも
のを研修医時代には2～ 3週間で学べるというよう
な濃密な時間を過ごせると思いますから、できるだ
け活用できるプログラムづくりが必要でしょうし、地
域医療にもっと力を入れているような、またそういっ
た勉強の機会があるような病院にしていかなくては
ならないのではないかと思います。

小野　看護もそうですよね。訪問看護師のところ
へ実習に行ったりしていますよね。

林　まだ、やっと軌道に乗ってきたところですが、
看護学部の在宅看護研修を受け入れたり、病院
看護師の在宅研修を受けたり、少しずつでも生活
の視点を持ってもらうように、急性期病院で働いて
いたとしても、退院後の生活を見据えた看護が必
要なので、この生活の視点を少しでも理解してもら
えればと、取り組んでいるところです。

木村　これだけ密に地域の連携が行われている
場所で人材育成を考えると、教育面は非常に大
事なことになりますね。

谷本　私が保健所にいた時にも研修医が回ってき
てくれましたが、医学教育で結核という講義が少
なかったんですね。ですが、現在高齢者の結核
患者がどんどん増加しています。研修医も実際に
地域に出てみないと、こういう病気があるということ

ないと思っています。例えば、毎月、認知症カフェ
を開いたり、薬局にも管理栄養士を置き、栄養相
談を受けたりもしています。

林　地域包括にも管理栄養士がいらっしゃるところ
もありますが、これから考えなければならないのは、
そこには何の報酬もつかないので、完全にボラン
ティアになってしまっているということです。

芦田　在宅医療をやりたい管理栄養士は多いん
ですけどね。

島津　医師会のハンドブックには、高槻市栄養士
会との連携による在宅患者訪問栄養食事指導と
いうのがあります。これには自費が発生します。こ
ういうこともしてはいますが、なかなか利用される方
はいらっしゃいませんね。

林　在宅のおける栄養管理指導などに、報酬が
つくように高槻市が始めてくれれば、全国初になる
んですけどね。

木村　現状の問題点、今後の課題としての提言
もいただき、ありがとうございます。この地域ネット
ワークがますます発展することが地域力をアップさ
せ、健康なまちづくりにつながっていくだろうと思い
ます。本日は、ありがとうございました。

谷本 芳美先生

在宅医療と共に変化する職務と教育



木村　第四内科、神経内科の教授をしておりま
す。医療連携室長、及び難病総合センターのセ
ンター長を兼任しております。

谷本　3月までは高槻市保健所に勤務しておりまし
たが、現在は、高槻市健康福祉部長寿介護課、
高齢者対策の部門で仕事をしております。

米田　大阪医科大学、神経精神医学教室の教
授です。精神科の中では物忘れ外来という高齢
者を中心とした専門外来をやっておりますが、それ
と共に大阪医科大学医師会の会長、高槻市社
会福祉審議会では高齢者分科会の委員、高槻
市医師会では高齢者対象の委員としても参加し、
さまざまな中で貢献できればと活動しております。

林　大阪医科大学訪問看護ステーションの管理
者をさせていただいております。大阪医科大学附
属病院で病棟責任者をさせていただき平成27年
訪問看護ステーション開設から管理者をさせてい
ただいております。

芦田　高槻市薬剤師会の常務理事を務めており
ます。薬剤師会では毎月第３土曜日に研修会を実
施しています。それ以外では学校薬剤師、認定
薬剤師の審査会などにも参加させていただいてお
ります。

島津　宮田診療所の医師で、高槻市医師会の
在宅医療、高齢者対策の担当理事をしておりま
す。地域包括ケアシステムづくり、在宅医師の育
成が早急に必要なこととして捉えております。

瀧井　一昨年の4月に大阪医科大学三島南病院
副院長として赴任させて頂きました。特務教授と
内科統括部長という役職も拝命しております。入
院患者さんは十数名担当しており、高齢の患者
様に毎日接しています。三島南病院は学校法人
の214床のケアミックス型病院で、急性期病棟、
回復期病棟、療養病棟、そして本日のテーマで
ある地域包括ケア病棟も41床あります。

小野　大阪医科大学附属病院に広域医療連携
センターというのがあり、その中の患者総合相談

室の副室長を務めさせていただいております。医
療ソーシャルワーカーとして30年近くやっておりま
す。難病総合センターも任せていただき、いろい
ろな事業もしておりますので、地域のことをお話で
きればと思っています。

木村　本日は、この地域の連携に関わるエキス
パートの方たちにお集まりいただき座談会を開催す
ることとなりました。地域における医療連携は、
あったら良いというようなことではなく、なくてはなら
ないというのが現状だと思います。座談会を行うに
あたり、地域連携の新たな目指すところをみなさん
と検討していきたいと思います。
　まず、コミュニティーベースというマクロの観点か
ら、『健康のまちづくり高槻』というキャチフレーズ
の元で、主に認知症、感染症、難病行政、在
宅支援、看取り、そして介護予防といった点につ
いてお話しいただき、議論していきたいと思います。
まずは、谷本先生から地域連携の推進にあたり、
高槻市としてどのように取り組んでいるのかを　お
話しいただきたいと思います。

谷本　高槻市の高齢者の現状について紹介させ
ていただきます。65歳以上の高齢者の割合は全
国より高く、平成29年は28.5%という非常に高い割
合となっています。そのような中、高槻市は介護
予防にすごく力を入れています。平成30年度から
の高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定
にあたり、高齢者に対して二つの調査を行いまし
た。その結果を資料としてお持ちしています。『在
宅介護実態調査』では、有効回答が725件。要
介護の方でどのような病気が多いかというと、認知
症は全体として最も有病率が高く、要介護1・2の
方で73.3%、要介護4・5の方では14.3%の有病

率となっています。軽度の要支援1・2の方では、
筋骨格系疾患が62.3%と最も多くなっていて、筋
骨格系を予防していく必要があるということがわか
ります。『介護保険・高齢者福祉に関するアン
ケート調査』は要介護認定を受けていないか、要
支援認定を受けている65歳以上の方を対象とし、
有効回答数は1,269件でした。健康について不安
に感じていることは「運動不足」という回答が「特
にない」に次いで最も多く、運動したいがチャンス
がないということで、健康意識が高いこともわかり
ます。高槻市ではここ数年、市民の方が自主的
に、コミュニティの中で『高槻ますます元気体操』
をやっていただこうという取り組みを行っていて、
『高槻ますます元気体操 実施拠点紹介マップ』と
いう冊子を作成し、200以上ある実施グループの
所在地一覧を12箇所の地域包括ケアセンターの
圏域毎に掲載し、イラストでわかりやすく体操の紹
介もしています。月１回～4回から、毎日実施して
いるグループもあり、高槻市は、要介護認定の中
でもより重度の方が少ないという効果を得ていま
す。また、地域での取り組みを後押しするものとし
て『健幸パスポート』という手帳があります。毎年
4月に新しいものが配付され、ポイントを貯めるとタ
オルやTシャツなどの記念品がもらえます。現在、
6,000名以上が参加されています。

木村　高齢者が28.5%という高槻において、いわ
ゆるロコモティブシンドロームを、や運動不足を含
めて、いかに解消していくかということで、このよう
なマップやパスポートを作っていただいているという
ことですが、実際、利用されている方はいらっしゃ

いますか？

林　いらっしゃいます。ご家族の方で健康体操の
取り組みを地域で中心になってやってくださってい
る方とか、地域のコミュニティで参加しているとおっ
しゃってくださる方もいます。健康体操だけでなく、
誤嚥防止についての体操も市で作られています。
興味を持って、勉強会に参加してくださる方、ご
家族の方もいらっしゃいます。

木村　医師会の方で、何かバックアップしている
というようなことはありますか？

島津　医師会でバックアップというのはないですね
…。

谷本　先生が、こういうのに「参加してみたら？」
と言ってくださることが、ものすごく…

木村　重要ということですね。

島津　医師会というより開業医として、運動不足
を解消するために、こういうコミュニティがあるから、
参加したらというようなことは勧めますよ。

谷本　ありがとうございます。もう、その一言がす
ごく大切なんです。

島津　この冊子は医師会の会員には配っていまし
て、各医院では見てもらうようにしています。

木村　もう一つの話題として、認知機能の維持に
ついてなんですが。

谷本　平成29年度から、徘徊の高齢者がいたら、
高槻警察から必ず高槻市へ連絡をいただくように
なっています。年間約200件の通報があるのが現
状です。高槻市では『見守り安心ネットワークシー
ル』というものを用意しています。認知症による徘
徊に不安のある方の衣服や鞄などに貼っていただ
くシールで、QRコードを読み取ると高槻市役所の
担当課、高槻警察の電話番号、またシールに記
載された個人番号から身元が判明でき、ご家族

へ直ちに連絡、お迎えに来ていただけるようになっ
ています。

現在、徘徊高齢者SOSネットワークでこのシールを
お配りしているのは、徘徊の既往があって、市に
事前に登録していただいている300名位の方です
けども、登録に来ていただいた方には、一人あた
り10シートをお渡しして、普段身につけるものに貼っ
ていただくようにしています。

木村　シートをもらえる場所は、唯一市役所でしょ
うか？

谷本　長寿介護課に来ていただくと、登録させて
いただきますので、その番号で、どなたかわかるよ
うになっています。QRコードに個人情報を入れる
ことはできないので、番号を記入してもらいます。

小野　シートにお名前を書くこともできないですから
ね。

谷本　高槻警察を通じて、大阪府下全て、高槻
市がこういうことをやっているということは、情報共
有させていただいています。
　もうひとつ認知症対策として、平成29年7月から
認知症初期集中支援チームが設置されました。こ
れは、初期の段階で、早期の対応を専門の認定
医、看護師、社会福祉士等が対応することで、
今まで困難だった方も、地域で過ごすことができる
ようにサポートするものです。できる限り地域の、
例えばかかりつけ医、歯科医、薬剤師の方々か
ら、普段の気づきの中での情報をいただきたいと
いうのが、お願いしたいことです。

木村　これからの試みということですね。では、
薬剤師の立場からはいかがですか？

芦田　薬剤師会では、認知症対応力向上研修
会というのがありまして、そこでは『気づきと連携』
ということが言われています。いつも元気で来局さ
れる方が今日は少しおかしい、というようなことに気
づいて、連携していかなければならないということ
ですね。

木村　認知症の専門の立場から、大阪医科大
学と高槻市の共同事業、人材育成事業について、
専門医の立場からお話しいただけますか。

米田　それぞれの診療科で高齢者に対する対応
は行っていますが、例えば、大学の『物忘れ外来』
は何を目的としているのか。大学には先端の医療
機器があるということで、非常に早期の、いわゆ
る軽度認知機能障害、まだ認知症とは診断され
ていない前の段階で把握し、発症予防につなげ
ていくということが大きな柱となっています。そういっ
た先端の医療環境というものを広く知っていただく
ためにも、高槻市と共同で人材教育を進めていこ
うと考えています。柱は４つ。認知症の早期対
応、オーラルケア、リハビリ、栄養です。オーラル
ケアによってどのような疾患を予防できるのか、リハ
ビリテーションを中心として、運動機能疾患をどの
ように防いでいくかという先端の知識、非常に大き
な問題となっている高齢者の栄養のメカニズムな
ど、医学的な立場からいろいろな職種の方に学ん
でいただくというものです。

木村　4つの柱のいずれもが、介護予防につなが
る重要なテーマだと思いますが、これについて何
かありますか。

瀧井　高齢の入院患者さんに内科的なリハビリを

オーダーする場合、廃用症候群という病名をつけ
ることが多いです。高齢の方は安静にしていると、
一般的に種々の機能が低下します。運動機能だ
けではなく、内臓機能も含めて広い意味での廃用
であり、やはり体を動かすことは重要であると思い
ます。三島南病院にはオーラルケアの部門はあり
ませんが、栄養指導やNSTの活動が活発です。
経管栄養における適切な注入食の選択など、栄
養も高齢者にとっては重要な課題であると思いま
す。

木村　それ以外に、サルコペニア、フレイルなど
で代表されるように、栄養は大変大事なことだと思
います。これまでは、どのようにこの地域で病気を
予防していくかという連携についてお話をしていた
だきました。では、次に病気になった時にどのよう
に連携していくのか。難病を代表として行政とタイ
アップしながら連携するというのがありますが、その
点はいかがですか？

谷本　難病の患者に対しては、保健師が地域で
支援させていただいています。難病法が施行され
て、その指定は大阪府が審査等を行い、高槻市
はその補助を行っています。今まで特定疾患に該
当し、難病法が施行後は経過措置であった患者
が、平成30年1月1日に全て統一され、不認定の
方には通知書が送付されている状況です。

木村　難病に関しては、平成27年に難病新法が
立ち上がって、ちょうど3年が経過して、経過措置

が終了する段階において、いろいろ混乱している
ところがあり、それに対しての対応ということだと思
いますが。

谷本　そうです。地域包括支援というのは、難病
がモデルケースになると考えています。非常に医
療と介護や福祉が密接にならないと難病患者の支
援は難しいからです。

木村　大阪医科大学でも平成27年の難病新法の
発足と同時に難病総合センターを立ち上げ、市の
実質的な拠点病院としての役割を果たしています
が、もともと高槻市、茨木、摂津を含めた三島医
療圏においての長年のネットワークを中心に主宰を
させていただいていたという経緯があったからです
ね。

小野　１１年目になりますが、三島難病医療ネット
ワーク会議というのを開催しています。どうして大
阪医科大学が事務局になったかといいますと、高
槻市が中核市となって大阪府から離れましたので、
茨木保健所は大阪府、高槻保健所は高槻市とい
うように、二つの行政になってしまいましたので、
大阪医科大学が事務局となって地域のネットワーク
を作ろうということで開催しています。最初は地域
の病院の医師と保健師の集まりでしたが、11年と
もなるとさまざまな職種が入り、ケアマネジャー、訪
問看護師、最後になって歯科医師会に入ってい
ただきました、パーキンソン病の『服薬支援手帳』
は、３つの薬剤師会にご協力いただいて作成しま
した。またALSがまずモデルになるだろうということ
で、在宅に戻っていただくときの在宅療養チェック
リストから作りましたが、それを広めるために保健
師との協力が今は一番かと思っています。どうして

も退院前カンファレンスとなると、さまざまな職種の
方に集まっていただき、情報を共有し、在宅に帰
られても何か困ったことがあれば、大阪医科大学
の方で引き受けるというように、実務を伴いながら、
こういう会議も行っているのが現状です。

木村　『服薬支援手帳』は、パーキンソンだけの、
疾患特異的な手帳になるわけですが、ひとつの医
薬連携をカタチにしたものですね。

芦田　薬剤師会の方でも、これを会員に配布した
り、実際、木村先生に来ていただき、薬剤師会
の研修会で講演をいただいたりして、勉強もさせ
ていただいています。

木村　個別なタイプ、各疾患における特異性があ
るので、それを活かした連携をこういうカタチで作っ
ていくのは一つの方法かと思います。特に難病の
場合は、多職種の連携が重要なポイントになりま
すので、訪問看護としても難病を含めて関与され
ていると思います。

林　はい。難病センターですので、保健師さんと
の連携ですとか、もちろん、大学病院から在宅へ
帰られる時、また、在宅でどうしてもお困りのことな
ど、地域からのお声がけをもう一度大学へ報告、
確認し、難病センターへ問い合わせ、今までの経
過を確認したり、担当の保健師と連携をとるなどし
ています。私たちが難病の方に入る場合は、医
療保険での訪問看護になりますので、介護保険を
きっちり申請していただくなど、生活支援の部分が
重要だと思っています。疾患のことは大学の先生
方、お薬のコントロールは薬剤師がいます。看護
師はその橋渡しができる、全体的な医療がわかり、
介護のこともわかるというのは看護師だけだと思い
ます。介護職には医療のことはわかりませんし、
医師には生活のことはなかなかわかりません。看
護師はトータルでそこを見ていけるので、医療の
先生方との連携、介護の方では、ケアマネジャー
と生活支援をしてくださるヘルパーとの連携というと
ころの、コーディネーターの役割が重要だと考え、
活動しています。

木村　疾患がもたらす障害を持って、どのように
生活していくかということですね。一般病院の立場
で、三島南病院には一般病棟の他に、回復、リ

ハビリ、療養型、地域包括と、いろいろな機能を
併せ持った病棟がありますが、難病に限らず、全
体の連携は？

瀧井　連携ということを考えますと、多職種協働と
いうことがキーワードになってくると思います。医師
は疾患、疾病を診て、生活の面まではなかなか
思い浮かばないというのが現状です。多職種協
働はチーム医療にも通じます。地域医療連携室に
は社会福祉士という専門職の方がおられて業務に
あたっています。地域医療包括センターとして、
訪問看護ステーション、ケアプランセンター、デイ
ケアセンターの部門があり、在宅医療に向けての
取り組みをされています。また、長期間介護をされ
ているご家族の休息のための一時的な入院、す
なわちレスパイト入院というものがあります。入院期
間は1～2週間、原則3カ月以上の間隔を取っても
らうなど、現在規定を作成中です。今後の高齢
化社会において、大事な医療システムになってくる
と思います。

木村　重要な在宅医療を継続していただくために
も、レスパイトが必要となるということですね。

島津　高槻市医師会では、昨年からレスパイト入
院という言葉を使い、高槻市内の総合病院で対
応していただくようになり、『かかりつけ医・在宅ケ
ア 支援システムハンドブック』に利用のご案内の
文章を掲載し、患者用の説明書、そのマニュア
ルなどをつけています。

木村　アンケートでは、訪問看護の立場から、医
師との連携が一番難しいというのが挙がってきます
が、どうですか？

林　ご利用者様には、できる限りかかりつけ医を
持っていただくようにお願いしています。、在宅医
の先生との連携については、診療時間内に緊急
時以外はお電話をおかけするわけにはいかないの
で、FAXがよいとか、メールがよいとか、先生方
に連携の方法をお尋ねしています。特に利用者の
状態変化がある場合には、密に連絡を取らなけれ
ばならないので、それぞれ媒体を工夫しながら連
携させていただいています。在宅医療に取り組ん
でくださる開業医は増えてきたと思います。でも連
携の中で一番大切なことは、最初に緊急時の対
応策を利用者やご家族を含め在宅チームで決定
しておくことですね。退院時のカンファレンスでは、
患者の意思決定についてもしっかり支援していま
す。

木村　介護との連携、地域包括ケアとの連携と
いう点で、高槻市の現状はどうですか？

林　在宅では、サービス担当者会議という会議が
あります。実際に利用者の家にサービスを提供し
ている職種全員が集まります。かかりつけ医の先
生が来てくださる場合もありますし、薬剤師、ヘル
パー、デイサービスを使っていらっしゃる方はデイ
サービスの担当者、訪問看護なら訪問看護師や
リハビルスタッフ、ケアマネジャー、必要であれば
行政の方や保健師の方にも来ていただきます。介
護保険だけでは足りず、福祉サービスを活用する
場合はアドバイスが必要になるからです。本人が
どんなふうに療養生活を続けたいのか意思を確認
し、全員で話し合いを行い、それぞれが専門職
の立場で役割を担っていくのか確認していくとので
連携は上手くできていると思います。

木村　では、在宅の話に移りたいと思いますが、
行政の立場からお願いします。

谷本　介護保険を使っている方は、キーとなるの
がケアマネジャーなんです。本人に寄り添い、常
にいていただく方なので、医療情報を知っておい
ていただかなければならないと思います。会議で
集まる人に対して発信するのもケアマネジャーです
が、なかなか医療の知識までは難しいところもあり、
今年度はケアマネジャーに対して医療についての
研修を行い、知識を深めていただく取り組みを行っ
ています。

島津　以前、医師会の方では、在宅で使う材料
について研修を行ったことがありますね。

谷本　行政からの取り組みはもちろんですが、ケ
アマネジャーでも服薬支援手帳を知らない人もいま
すので、ぜひとも医療の方からも情報を提供して
いただきたいと思います。

林　ケアマネジャーは月一回の訪問が規定です。
看護師の方が訪問頻度も高いので、何かあれば
医師、ケアマネジャーには報告しています。生活
支援の部分で困っていることがあるようなら、プラ
ンの変更もしてもらっています。ケアマネジャーとの
連携という点では、医療的にどうしたらよいのかと
思ったら、まず訪問看護師に相談してくださいとお
話しています。

木村　在宅を担っていただくのはかかりつけ医で
すので、医師会の立場からはいかがですか？

島津　いかに医師を増やすか、増やさなければ
ならないというのが現状ですね。国の予算でコー
ディネーター事業というものに補助金をいただいて
おりまして、医師会としては在宅コーディネーター 3
名に入っていただき、開業医に直接訪問、電話
などで、訪問診療についての現状把握を行ってい
ます。在宅医を増やさなければならないので、希
望者に対して講習会を開いたり、同行訪問で実
際の現場を見ていただいたりなどの取り組みも行っ
ています。高槻市の在宅診療の現状と今後、在
宅死の割合、在宅を支える医療資源などのデータ
からも、訪問診療医を増やさなければならないこと
は明白です。

木村　今後増えていく看取りに対して、現在の正
確なデータづくりが重要ですね。2025年問題を考
える上でも大事だろうと思います。難病については
大阪府から委託を受け、難病在宅同行訪問とい
うのも同じようにさせていただき、特定機能病院が
できる在宅への補助、援助もさせていただいてい
ます。

小野　実際、同行訪問は専門医と開業医と三者
で行うことがありますし、サービス担当者会議では、
ケアマネジャーから知りたいことがあると質問を受
けることもあります。やはり、行けば生活が見えま
すし、広げたいと思いますが、どうしても同じ先生
になることが多いのが現状です。できる限り新しい
先生と同行したいのですが、病院に頼りたい患者
も多く、かかりつけ医を好まない方もいらっしゃって、
同行訪問で、家族、本人の説得から始めなけれ
ばならない場合もあります。さきほどのケアマネ
ジャーにいろいろ知ってほしいということでは、受託
事業のなかで、年に２回研修会を開き、ひとつは
地方などで行われている在宅医療・連携を学ぶと
いうこと、もうひとつは難病疾患をケアマネジャーに
も知ってもらうというようなことを毎年行っています。
次回は栄養の話を予定しています。
　同行訪問では開業医の方からも気軽に質問し
ていただけるので、自分の専門でない部分はどう
したらよいのか等、どのように連携していくかをしっ
かりと決めることもできます。現在歯科医を取り込も
うとしているのですが、なかなか口腔ケアにうまく繋
がらず、苦労しています。

島津　多職種連携会議では、歯科医の先生方
からも退院カンファレンスには一声かけていただき
たいという声はあがっています。

小野　一歩進みましたね。

林　歯科医師の先生方も在宅に対してかなり前
向きな取り組みを開始されていると思います。

島津　委託事業として、訪問歯科診療が行われ
ていて、訪問歯科コーディネーターも3名います。
ハンドブックに訪問歯科診療依頼書などもあります
が、なかなか利用されていないようです。
　ハンドブックは毎年改定しておりまして、情報共
有ということをテーマに、『連携時情報共有シート』
というものもあります。退院時のカンファレンスでは
今後の在宅医療に役立つものになりますし、その
人に関わるそれぞれが持つ情報を記入していけ
ば、緊急入院の際にも役立ちます。

林　在宅における薬剤師の役割も重要視されてき
ていて、システムもできつつありますが、いかがで
すか？

芦田　薬剤師の在宅訪問の現状をスライドでご紹
介します。高槻市薬剤師会のホームページ
（http://www.taka89.com）では、どこに薬局が
あるか検索できるシステムがあります。その中で在
宅サービスを行っている薬局を検索することができ
ます。高槻市では146件中97件、66%の薬局が
届出をしていますが、実際にフルに機能している薬
局は少なかったりしますので、この点を整備したい
と薬剤師会では考え、指導、研修を行うため、訪
問看護師と合同の研修会を行いました。さまざまな
課題を残しながらも、現在進めているところです。

木村　まだスタートしたばかりで、課題は山積みで
しょうが、今後改善されていくということで、期待し
たいと思います。先ほどの医療情報について、災
害対策も含め、どのように管理していくかという点
で、高槻市として行っていただいていることは？

谷本　高槻市では冷蔵庫に保管していただく『救
急医療情報キット』というものを用意しています。
主に65歳以上の高齢者、日中高齢者世帯に民生
委員が届け、医療情報を記入していただくように
説明しています。現在、延べ１万件くらいに配付
しています。平成23年から始めてきていますが、
本年度は医療機関からもっと普及してほしいという
お声をいただき、今回、医師会および歯科医師
会、薬剤師会の先生方の監修をいただき、記入
する用紙を改定しました。
　このキットが冷蔵庫に
保管されていることを示す
ステッカーを冷蔵庫と玄関
ドアの内側に貼っていた
だくことになっています。
救急時には救急隊員が
ステッカーを確認すること
で、キットが置いてあると
判断します。これを広め
るために、高槻市の救急
隊と共に、また各病院に説明に伺っています。患
者が退院する際にお渡しいただける病院もありま
す。

木村　情報が古くないか、アップデートされている
かどうかが問題だと思いますが。

谷本　情報は常に更新していただくように、毎年

紙の色を変更して発行します。29年度はピンク、
30年度は緑です。

林　私たちも訪問の際、「冷蔵庫に入っています
か？」とお聞きして、見せていただきます。入って
いなければ担当の民生委員にお願いしたりもしま
す。

芦田　ほしいとおっしゃる方には、どこで入手した
らよいのですか？

谷本　基本は民生委員を通してですが、長寿介
護課の窓口で配付します。認知症の方など、情
報が正しいかどうかということもありますので、今後
ともみなさまにはご協力をお願いしたいと思います。

小野　ところで、精神科の先生の訪問診療は少
ないようですが、難しいのでしょうか？

米田　マンパワーと時間の問題ですね。医者も働
き方改革をいわれる時代ですから…。

島津　医師会でも、在宅医療、かかりつけ医に
ついての課題は多いように認識しています。

林　在宅療養中の方で先に訪問看護でご依頼を
受けた場合には、利用者の意向や生活状況を確
認して在宅医が必要かどうかを検討したうえで先
生方に介入のご相談をするような連携役を担うこと
もあります。緊急対応時もまずは訪問看護がお受
けして、先生にご報告してご指示をいただいて対
応しています。

瀧井　それに関しては『特定行為に係る看護師
の研修制度』が始まりましたね。三島南病院から
も研修に行かれている方がおられます。看護師に
医師業務の一部を担ってもらうということになるわけ
ですね。

林　ＩＣＴを利用した死亡診断等ガイドラインが厚
生労働省から提示されました。在宅医療での看
取りの場合、医師が看取りの場に立ち会えない場
合にＩＣＴ等を活用して提携し、看護師が医師の

指示を受けて死亡診断書に医師の名前を代筆し
てもよいというようなことに…。もちろん研修を受け、
医師との連携がきっちりとできていなければなりませ
んが、国の施策として在宅看取りを増やしていくと
いう考えから、死亡診断等ガイドラインが提示され
たり、特定行為研修であったり、医行為のところ
に看護師の役割が拡大していくのだと思います。

木村　患者側の医療のニーズに応えるためにも職
種連携、地域連携をしていかなければならないと
いうことになるわけですね。これだけ大切な地域連
携ということを、我 も々医師になってから学ぶわけ
ですが、これを医学教育の中でどのように取り入
れていくのかということ、そういう意識を学生の時
代から持ってもらうことも大事だと思いますが、いか
がでしょう？

米田　医学教育の中での大きな流れは、できるだ
け現場で、どれだけ学生自身が学ぶ機会を作る
のかという、主体的な学びの姿勢を培っていこう
と、カリキュラムを変更しているわけです。クリニカ
ル・クラークシップという名前で、実際に医行為に
近いところまで行ってよいという、Student Doctor
制というのも導入されていますし、我々の大学での
地域医療に関しては3回生、4回生に座学で知識
を入れ込んでいき、教室を横断的に加齢高齢者
コースというのはその典型だと思いますが、非常に
沢山の教室が集まって、一つのコースをつくりあげ
ていくというような形の教育も行っています。公衆
衛生も地域医療では非常に重要なポイントにもなる
ので、教育をしていただき、特に６回生の選択臨
床実習では、実習先にかなり多くの診療所も入っ
ていますし、地域の病院もかなり多く入っています
ので、実際の現場で経験をしてもらうことになって
います。
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を知らなかったというようなことがあります。結核は
主に公費で治療するので、医師からの届出がい
かに重要かとか、最後まで薬を飲み切り耐性菌を
つくらないことだとか、地域での取り組みは実体験
で感じてもらうしかないと、思っておりますので、今
後も、地域医療を経験してほしいと思います。

米田　私も学生時代に公衆衛生の実習で結核の
ことをやりましたが、こんなにも結核の多い地域が
あるのかと、驚いたことがあります。そういう経験
は残るんですよね。

木村　薬剤師の方 も々こういう知識を持っている必
要がありますね…

芦田　薬剤師にもいろいろな知識は必要ですし、
薬局が気軽に相談できる窓口にならなければなら

　時間的にも厳しいところもありますし、学部学生
に高いところを求めるのは難しいかもしれませんが、
初期臨床研修で地域医療は必修科目になってい
ますので、それをどれだけ有効に活用するか、彼
らはもう医師免許を持っていますので、かなりのと
ころはできるはず。地域医療はだいたい主要科目
の初期研修を終えた後で設定されていることが多
いので、もっと実践的な現場というのを学ぶ機会
は大きいと思います。学生時代に3カ月かかったも
のを研修医時代には2～ 3週間で学べるというよう
な濃密な時間を過ごせると思いますから、できるだ
け活用できるプログラムづくりが必要でしょうし、地
域医療にもっと力を入れているような、またそういっ
た勉強の機会があるような病院にしていかなくては
ならないのではないかと思います。

小野　看護もそうですよね。訪問看護師のところ
へ実習に行ったりしていますよね。

林　まだ、やっと軌道に乗ってきたところですが、
看護学部の在宅看護研修を受け入れたり、病院
看護師の在宅研修を受けたり、少しずつでも生活
の視点を持ってもらうように、急性期病院で働いて
いたとしても、退院後の生活を見据えた看護が必
要なので、この生活の視点を少しでも理解してもら
えればと、取り組んでいるところです。

木村　これだけ密に地域の連携が行われている
場所で人材育成を考えると、教育面は非常に大
事なことになりますね。

谷本　私が保健所にいた時にも研修医が回ってき
てくれましたが、医学教育で結核という講義が少
なかったんですね。ですが、現在高齢者の結核
患者がどんどん増加しています。研修医も実際に
地域に出てみないと、こういう病気があるということ

ないと思っています。例えば、毎月、認知症カフェ
を開いたり、薬局にも管理栄養士を置き、栄養相
談を受けたりもしています。

林　地域包括にも管理栄養士がいらっしゃるところ
もありますが、これから考えなければならないのは、
そこには何の報酬もつかないので、完全にボラン
ティアになってしまっているということです。

芦田　在宅医療をやりたい管理栄養士は多いん
ですけどね。

島津　医師会のハンドブックには、高槻市栄養士
会との連携による在宅患者訪問栄養食事指導と
いうのがあります。これには自費が発生します。こ
ういうこともしてはいますが、なかなか利用される方
はいらっしゃいませんね。

林　在宅のおける栄養管理指導などに、報酬が
つくように高槻市が始めてくれれば、全国初になる
んですけどね。

木村　現状の問題点、今後の課題としての提言
もいただき、ありがとうございます。この地域ネット
ワークがますます発展することが地域力をアップさ
せ、健康なまちづくりにつながっていくだろうと思い
ます。本日は、ありがとうございました。



木村　第四内科、神経内科の教授をしておりま
す。医療連携室長、及び難病総合センターのセ
ンター長を兼任しております。

谷本　3月までは高槻市保健所に勤務しておりまし
たが、現在は、高槻市健康福祉部長寿介護課、
高齢者対策の部門で仕事をしております。

米田　大阪医科大学、神経精神医学教室の教
授です。精神科の中では物忘れ外来という高齢
者を中心とした専門外来をやっておりますが、それ
と共に大阪医科大学医師会の会長、高槻市社
会福祉審議会では高齢者分科会の委員、高槻
市医師会では高齢者対象の委員としても参加し、
さまざまな中で貢献できればと活動しております。

林　大阪医科大学訪問看護ステーションの管理
者をさせていただいております。大阪医科大学附
属病院で病棟責任者をさせていただき平成27年
訪問看護ステーション開設から管理者をさせてい
ただいております。

芦田　高槻市薬剤師会の常務理事を務めており
ます。薬剤師会では毎月第３土曜日に研修会を実
施しています。それ以外では学校薬剤師、認定
薬剤師の審査会などにも参加させていただいてお
ります。

島津　宮田診療所の医師で、高槻市医師会の
在宅医療、高齢者対策の担当理事をしておりま
す。地域包括ケアシステムづくり、在宅医師の育
成が早急に必要なこととして捉えております。

瀧井　一昨年の4月に大阪医科大学三島南病院
副院長として赴任させて頂きました。特務教授と
内科統括部長という役職も拝命しております。入
院患者さんは十数名担当しており、高齢の患者
様に毎日接しています。三島南病院は学校法人
の214床のケアミックス型病院で、急性期病棟、
回復期病棟、療養病棟、そして本日のテーマで
ある地域包括ケア病棟も41床あります。

小野　大阪医科大学附属病院に広域医療連携
センターというのがあり、その中の患者総合相談

室の副室長を務めさせていただいております。医
療ソーシャルワーカーとして30年近くやっておりま
す。難病総合センターも任せていただき、いろい
ろな事業もしておりますので、地域のことをお話で
きればと思っています。

木村　本日は、この地域の連携に関わるエキス
パートの方たちにお集まりいただき座談会を開催す
ることとなりました。地域における医療連携は、
あったら良いというようなことではなく、なくてはなら
ないというのが現状だと思います。座談会を行うに
あたり、地域連携の新たな目指すところをみなさん
と検討していきたいと思います。
　まず、コミュニティーベースというマクロの観点か
ら、『健康のまちづくり高槻』というキャチフレーズ
の元で、主に認知症、感染症、難病行政、在
宅支援、看取り、そして介護予防といった点につ
いてお話しいただき、議論していきたいと思います。
まずは、谷本先生から地域連携の推進にあたり、
高槻市としてどのように取り組んでいるのかを　お
話しいただきたいと思います。

谷本　高槻市の高齢者の現状について紹介させ
ていただきます。65歳以上の高齢者の割合は全
国より高く、平成29年は28.5%という非常に高い割
合となっています。そのような中、高槻市は介護
予防にすごく力を入れています。平成30年度から
の高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定
にあたり、高齢者に対して二つの調査を行いまし
た。その結果を資料としてお持ちしています。『在
宅介護実態調査』では、有効回答が725件。要
介護の方でどのような病気が多いかというと、認知
症は全体として最も有病率が高く、要介護1・2の
方で73.3%、要介護4・5の方では14.3%の有病

率となっています。軽度の要支援1・2の方では、
筋骨格系疾患が62.3%と最も多くなっていて、筋
骨格系を予防していく必要があるということがわか
ります。『介護保険・高齢者福祉に関するアン
ケート調査』は要介護認定を受けていないか、要
支援認定を受けている65歳以上の方を対象とし、
有効回答数は1,269件でした。健康について不安
に感じていることは「運動不足」という回答が「特
にない」に次いで最も多く、運動したいがチャンス
がないということで、健康意識が高いこともわかり
ます。高槻市ではここ数年、市民の方が自主的
に、コミュニティの中で『高槻ますます元気体操』
をやっていただこうという取り組みを行っていて、
『高槻ますます元気体操 実施拠点紹介マップ』と
いう冊子を作成し、200以上ある実施グループの
所在地一覧を12箇所の地域包括ケアセンターの
圏域毎に掲載し、イラストでわかりやすく体操の紹
介もしています。月１回～4回から、毎日実施して
いるグループもあり、高槻市は、要介護認定の中
でもより重度の方が少ないという効果を得ていま
す。また、地域での取り組みを後押しするものとし
て『健幸パスポート』という手帳があります。毎年
4月に新しいものが配付され、ポイントを貯めるとタ
オルやTシャツなどの記念品がもらえます。現在、
6,000名以上が参加されています。

木村　高齢者が28.5%という高槻において、いわ
ゆるロコモティブシンドロームを、や運動不足を含
めて、いかに解消していくかということで、このよう
なマップやパスポートを作っていただいているという
ことですが、実際、利用されている方はいらっしゃ

いますか？

林　いらっしゃいます。ご家族の方で健康体操の
取り組みを地域で中心になってやってくださってい
る方とか、地域のコミュニティで参加しているとおっ
しゃってくださる方もいます。健康体操だけでなく、
誤嚥防止についての体操も市で作られています。
興味を持って、勉強会に参加してくださる方、ご
家族の方もいらっしゃいます。

木村　医師会の方で、何かバックアップしている
というようなことはありますか？

島津　医師会でバックアップというのはないですね
…。

谷本　先生が、こういうのに「参加してみたら？」
と言ってくださることが、ものすごく…

木村　重要ということですね。

島津　医師会というより開業医として、運動不足
を解消するために、こういうコミュニティがあるから、
参加したらというようなことは勧めますよ。

谷本　ありがとうございます。もう、その一言がす
ごく大切なんです。

島津　この冊子は医師会の会員には配っていまし
て、各医院では見てもらうようにしています。

木村　もう一つの話題として、認知機能の維持に
ついてなんですが。

谷本　平成29年度から、徘徊の高齢者がいたら、
高槻警察から必ず高槻市へ連絡をいただくように
なっています。年間約200件の通報があるのが現
状です。高槻市では『見守り安心ネットワークシー
ル』というものを用意しています。認知症による徘
徊に不安のある方の衣服や鞄などに貼っていただ
くシールで、QRコードを読み取ると高槻市役所の
担当課、高槻警察の電話番号、またシールに記
載された個人番号から身元が判明でき、ご家族

へ直ちに連絡、お迎えに来ていただけるようになっ
ています。

現在、徘徊高齢者SOSネットワークでこのシールを
お配りしているのは、徘徊の既往があって、市に
事前に登録していただいている300名位の方です
けども、登録に来ていただいた方には、一人あた
り10シートをお渡しして、普段身につけるものに貼っ
ていただくようにしています。

木村　シートをもらえる場所は、唯一市役所でしょ
うか？

谷本　長寿介護課に来ていただくと、登録させて
いただきますので、その番号で、どなたかわかるよ
うになっています。QRコードに個人情報を入れる
ことはできないので、番号を記入してもらいます。

小野　シートにお名前を書くこともできないですから
ね。

谷本　高槻警察を通じて、大阪府下全て、高槻
市がこういうことをやっているということは、情報共
有させていただいています。
　もうひとつ認知症対策として、平成29年7月から
認知症初期集中支援チームが設置されました。こ
れは、初期の段階で、早期の対応を専門の認定
医、看護師、社会福祉士等が対応することで、
今まで困難だった方も、地域で過ごすことができる
ようにサポートするものです。できる限り地域の、
例えばかかりつけ医、歯科医、薬剤師の方々か
ら、普段の気づきの中での情報をいただきたいと
いうのが、お願いしたいことです。

木村　これからの試みということですね。では、
薬剤師の立場からはいかがですか？

芦田　薬剤師会では、認知症対応力向上研修
会というのがありまして、そこでは『気づきと連携』
ということが言われています。いつも元気で来局さ
れる方が今日は少しおかしい、というようなことに気
づいて、連携していかなければならないということ
ですね。

木村　認知症の専門の立場から、大阪医科大
学と高槻市の共同事業、人材育成事業について、
専門医の立場からお話しいただけますか。

米田　それぞれの診療科で高齢者に対する対応
は行っていますが、例えば、大学の『物忘れ外来』
は何を目的としているのか。大学には先端の医療
機器があるということで、非常に早期の、いわゆ
る軽度認知機能障害、まだ認知症とは診断され
ていない前の段階で把握し、発症予防につなげ
ていくということが大きな柱となっています。そういっ
た先端の医療環境というものを広く知っていただく
ためにも、高槻市と共同で人材教育を進めていこ
うと考えています。柱は４つ。認知症の早期対
応、オーラルケア、リハビリ、栄養です。オーラル
ケアによってどのような疾患を予防できるのか、リハ
ビリテーションを中心として、運動機能疾患をどの
ように防いでいくかという先端の知識、非常に大き
な問題となっている高齢者の栄養のメカニズムな
ど、医学的な立場からいろいろな職種の方に学ん
でいただくというものです。

木村　4つの柱のいずれもが、介護予防につなが
る重要なテーマだと思いますが、これについて何
かありますか。

瀧井　高齢の入院患者さんに内科的なリハビリを

オーダーする場合、廃用症候群という病名をつけ
ることが多いです。高齢の方は安静にしていると、
一般的に種々の機能が低下します。運動機能だ
けではなく、内臓機能も含めて広い意味での廃用
であり、やはり体を動かすことは重要であると思い
ます。三島南病院にはオーラルケアの部門はあり
ませんが、栄養指導やNSTの活動が活発です。
経管栄養における適切な注入食の選択など、栄
養も高齢者にとっては重要な課題であると思いま
す。

木村　それ以外に、サルコペニア、フレイルなど
で代表されるように、栄養は大変大事なことだと思
います。これまでは、どのようにこの地域で病気を
予防していくかという連携についてお話をしていた
だきました。では、次に病気になった時にどのよう
に連携していくのか。難病を代表として行政とタイ
アップしながら連携するというのがありますが、その
点はいかがですか？

谷本　難病の患者に対しては、保健師が地域で
支援させていただいています。難病法が施行され
て、その指定は大阪府が審査等を行い、高槻市
はその補助を行っています。今まで特定疾患に該
当し、難病法が施行後は経過措置であった患者
が、平成30年1月1日に全て統一され、不認定の
方には通知書が送付されている状況です。

木村　難病に関しては、平成27年に難病新法が
立ち上がって、ちょうど3年が経過して、経過措置

が終了する段階において、いろいろ混乱している
ところがあり、それに対しての対応ということだと思
いますが。

谷本　そうです。地域包括支援というのは、難病
がモデルケースになると考えています。非常に医
療と介護や福祉が密接にならないと難病患者の支
援は難しいからです。

木村　大阪医科大学でも平成27年の難病新法の
発足と同時に難病総合センターを立ち上げ、市の
実質的な拠点病院としての役割を果たしています
が、もともと高槻市、茨木、摂津を含めた三島医
療圏においての長年のネットワークを中心に主宰を
させていただいていたという経緯があったからです
ね。

小野　１１年目になりますが、三島難病医療ネット
ワーク会議というのを開催しています。どうして大
阪医科大学が事務局になったかといいますと、高
槻市が中核市となって大阪府から離れましたので、
茨木保健所は大阪府、高槻保健所は高槻市とい
うように、二つの行政になってしまいましたので、
大阪医科大学が事務局となって地域のネットワーク
を作ろうということで開催しています。最初は地域
の病院の医師と保健師の集まりでしたが、11年と
もなるとさまざまな職種が入り、ケアマネジャー、訪
問看護師、最後になって歯科医師会に入ってい
ただきました、パーキンソン病の『服薬支援手帳』
は、３つの薬剤師会にご協力いただいて作成しま
した。またALSがまずモデルになるだろうということ
で、在宅に戻っていただくときの在宅療養チェック
リストから作りましたが、それを広めるために保健
師との協力が今は一番かと思っています。どうして

も退院前カンファレンスとなると、さまざまな職種の
方に集まっていただき、情報を共有し、在宅に帰
られても何か困ったことがあれば、大阪医科大学
の方で引き受けるというように、実務を伴いながら、
こういう会議も行っているのが現状です。

木村　『服薬支援手帳』は、パーキンソンだけの、
疾患特異的な手帳になるわけですが、ひとつの医
薬連携をカタチにしたものですね。

芦田　薬剤師会の方でも、これを会員に配布した
り、実際、木村先生に来ていただき、薬剤師会
の研修会で講演をいただいたりして、勉強もさせ
ていただいています。

木村　個別なタイプ、各疾患における特異性があ
るので、それを活かした連携をこういうカタチで作っ
ていくのは一つの方法かと思います。特に難病の
場合は、多職種の連携が重要なポイントになりま
すので、訪問看護としても難病を含めて関与され
ていると思います。

林　はい。難病センターですので、保健師さんと
の連携ですとか、もちろん、大学病院から在宅へ
帰られる時、また、在宅でどうしてもお困りのことな
ど、地域からのお声がけをもう一度大学へ報告、
確認し、難病センターへ問い合わせ、今までの経
過を確認したり、担当の保健師と連携をとるなどし
ています。私たちが難病の方に入る場合は、医
療保険での訪問看護になりますので、介護保険を
きっちり申請していただくなど、生活支援の部分が
重要だと思っています。疾患のことは大学の先生
方、お薬のコントロールは薬剤師がいます。看護
師はその橋渡しができる、全体的な医療がわかり、
介護のこともわかるというのは看護師だけだと思い
ます。介護職には医療のことはわかりませんし、
医師には生活のことはなかなかわかりません。看
護師はトータルでそこを見ていけるので、医療の
先生方との連携、介護の方では、ケアマネジャー
と生活支援をしてくださるヘルパーとの連携というと
ころの、コーディネーターの役割が重要だと考え、
活動しています。

木村　疾患がもたらす障害を持って、どのように
生活していくかということですね。一般病院の立場
で、三島南病院には一般病棟の他に、回復、リ

ハビリ、療養型、地域包括と、いろいろな機能を
併せ持った病棟がありますが、難病に限らず、全
体の連携は？

瀧井　連携ということを考えますと、多職種協働と
いうことがキーワードになってくると思います。医師
は疾患、疾病を診て、生活の面まではなかなか
思い浮かばないというのが現状です。多職種協
働はチーム医療にも通じます。地域医療連携室に
は社会福祉士という専門職の方がおられて業務に
あたっています。地域医療包括センターとして、
訪問看護ステーション、ケアプランセンター、デイ
ケアセンターの部門があり、在宅医療に向けての
取り組みをされています。また、長期間介護をされ
ているご家族の休息のための一時的な入院、す
なわちレスパイト入院というものがあります。入院期
間は1～2週間、原則3カ月以上の間隔を取っても
らうなど、現在規定を作成中です。今後の高齢
化社会において、大事な医療システムになってくる
と思います。

木村　重要な在宅医療を継続していただくために
も、レスパイトが必要となるということですね。

島津　高槻市医師会では、昨年からレスパイト入
院という言葉を使い、高槻市内の総合病院で対
応していただくようになり、『かかりつけ医・在宅ケ
ア 支援システムハンドブック』に利用のご案内の
文章を掲載し、患者用の説明書、そのマニュア
ルなどをつけています。

木村　アンケートでは、訪問看護の立場から、医
師との連携が一番難しいというのが挙がってきます
が、どうですか？

林　ご利用者様には、できる限りかかりつけ医を
持っていただくようにお願いしています。、在宅医
の先生との連携については、診療時間内に緊急
時以外はお電話をおかけするわけにはいかないの
で、FAXがよいとか、メールがよいとか、先生方
に連携の方法をお尋ねしています。特に利用者の
状態変化がある場合には、密に連絡を取らなけれ
ばならないので、それぞれ媒体を工夫しながら連
携させていただいています。在宅医療に取り組ん
でくださる開業医は増えてきたと思います。でも連
携の中で一番大切なことは、最初に緊急時の対
応策を利用者やご家族を含め在宅チームで決定
しておくことですね。退院時のカンファレンスでは、
患者の意思決定についてもしっかり支援していま
す。

木村　介護との連携、地域包括ケアとの連携と
いう点で、高槻市の現状はどうですか？

林　在宅では、サービス担当者会議という会議が
あります。実際に利用者の家にサービスを提供し
ている職種全員が集まります。かかりつけ医の先
生が来てくださる場合もありますし、薬剤師、ヘル
パー、デイサービスを使っていらっしゃる方はデイ
サービスの担当者、訪問看護なら訪問看護師や
リハビルスタッフ、ケアマネジャー、必要であれば
行政の方や保健師の方にも来ていただきます。介
護保険だけでは足りず、福祉サービスを活用する
場合はアドバイスが必要になるからです。本人が
どんなふうに療養生活を続けたいのか意思を確認
し、全員で話し合いを行い、それぞれが専門職
の立場で役割を担っていくのか確認していくとので
連携は上手くできていると思います。

木村　では、在宅の話に移りたいと思いますが、
行政の立場からお願いします。

谷本　介護保険を使っている方は、キーとなるの
がケアマネジャーなんです。本人に寄り添い、常
にいていただく方なので、医療情報を知っておい
ていただかなければならないと思います。会議で
集まる人に対して発信するのもケアマネジャーです
が、なかなか医療の知識までは難しいところもあり、
今年度はケアマネジャーに対して医療についての
研修を行い、知識を深めていただく取り組みを行っ
ています。

島津　以前、医師会の方では、在宅で使う材料
について研修を行ったことがありますね。

谷本　行政からの取り組みはもちろんですが、ケ
アマネジャーでも服薬支援手帳を知らない人もいま
すので、ぜひとも医療の方からも情報を提供して
いただきたいと思います。

林　ケアマネジャーは月一回の訪問が規定です。
看護師の方が訪問頻度も高いので、何かあれば
医師、ケアマネジャーには報告しています。生活
支援の部分で困っていることがあるようなら、プラ
ンの変更もしてもらっています。ケアマネジャーとの
連携という点では、医療的にどうしたらよいのかと
思ったら、まず訪問看護師に相談してくださいとお
話しています。

木村　在宅を担っていただくのはかかりつけ医で
すので、医師会の立場からはいかがですか？

島津　いかに医師を増やすか、増やさなければ
ならないというのが現状ですね。国の予算でコー
ディネーター事業というものに補助金をいただいて
おりまして、医師会としては在宅コーディネーター 3
名に入っていただき、開業医に直接訪問、電話
などで、訪問診療についての現状把握を行ってい
ます。在宅医を増やさなければならないので、希
望者に対して講習会を開いたり、同行訪問で実
際の現場を見ていただいたりなどの取り組みも行っ
ています。高槻市の在宅診療の現状と今後、在
宅死の割合、在宅を支える医療資源などのデータ
からも、訪問診療医を増やさなければならないこと
は明白です。

木村　今後増えていく看取りに対して、現在の正
確なデータづくりが重要ですね。2025年問題を考
える上でも大事だろうと思います。難病については
大阪府から委託を受け、難病在宅同行訪問とい
うのも同じようにさせていただき、特定機能病院が
できる在宅への補助、援助もさせていただいてい
ます。

小野　実際、同行訪問は専門医と開業医と三者
で行うことがありますし、サービス担当者会議では、
ケアマネジャーから知りたいことがあると質問を受
けることもあります。やはり、行けば生活が見えま
すし、広げたいと思いますが、どうしても同じ先生
になることが多いのが現状です。できる限り新しい
先生と同行したいのですが、病院に頼りたい患者
も多く、かかりつけ医を好まない方もいらっしゃって、
同行訪問で、家族、本人の説得から始めなけれ
ばならない場合もあります。さきほどのケアマネ
ジャーにいろいろ知ってほしいということでは、受託
事業のなかで、年に２回研修会を開き、ひとつは
地方などで行われている在宅医療・連携を学ぶと
いうこと、もうひとつは難病疾患をケアマネジャーに
も知ってもらうというようなことを毎年行っています。
次回は栄養の話を予定しています。
　同行訪問では開業医の方からも気軽に質問し
ていただけるので、自分の専門でない部分はどう
したらよいのか等、どのように連携していくかをしっ
かりと決めることもできます。現在歯科医を取り込も
うとしているのですが、なかなか口腔ケアにうまく繋
がらず、苦労しています。

島津　多職種連携会議では、歯科医の先生方
からも退院カンファレンスには一声かけていただき
たいという声はあがっています。

小野　一歩進みましたね。

林　歯科医師の先生方も在宅に対してかなり前
向きな取り組みを開始されていると思います。

島津　委託事業として、訪問歯科診療が行われ
ていて、訪問歯科コーディネーターも3名います。
ハンドブックに訪問歯科診療依頼書などもあります
が、なかなか利用されていないようです。
　ハンドブックは毎年改定しておりまして、情報共
有ということをテーマに、『連携時情報共有シート』
というものもあります。退院時のカンファレンスでは
今後の在宅医療に役立つものになりますし、その
人に関わるそれぞれが持つ情報を記入していけ
ば、緊急入院の際にも役立ちます。

林　在宅における薬剤師の役割も重要視されてき
ていて、システムもできつつありますが、いかがで
すか？

芦田　薬剤師の在宅訪問の現状をスライドでご紹
介します。高槻市薬剤師会のホームページ
（http://www.taka89.com）では、どこに薬局が
あるか検索できるシステムがあります。その中で在
宅サービスを行っている薬局を検索することができ
ます。高槻市では146件中97件、66%の薬局が
届出をしていますが、実際にフルに機能している薬
局は少なかったりしますので、この点を整備したい
と薬剤師会では考え、指導、研修を行うため、訪
問看護師と合同の研修会を行いました。さまざまな
課題を残しながらも、現在進めているところです。

木村　まだスタートしたばかりで、課題は山積みで
しょうが、今後改善されていくということで、期待し
たいと思います。先ほどの医療情報について、災
害対策も含め、どのように管理していくかという点
で、高槻市として行っていただいていることは？

谷本　高槻市では冷蔵庫に保管していただく『救
急医療情報キット』というものを用意しています。
主に65歳以上の高齢者、日中高齢者世帯に民生
委員が届け、医療情報を記入していただくように
説明しています。現在、延べ１万件くらいに配付
しています。平成23年から始めてきていますが、
本年度は医療機関からもっと普及してほしいという
お声をいただき、今回、医師会および歯科医師
会、薬剤師会の先生方の監修をいただき、記入
する用紙を改定しました。
　このキットが冷蔵庫に
保管されていることを示す
ステッカーを冷蔵庫と玄関
ドアの内側に貼っていた
だくことになっています。
救急時には救急隊員が
ステッカーを確認すること
で、キットが置いてあると
判断します。これを広め
るために、高槻市の救急
隊と共に、また各病院に説明に伺っています。患
者が退院する際にお渡しいただける病院もありま
す。

木村　情報が古くないか、アップデートされている
かどうかが問題だと思いますが。

谷本　情報は常に更新していただくように、毎年

紙の色を変更して発行します。29年度はピンク、
30年度は緑です。

林　私たちも訪問の際、「冷蔵庫に入っています
か？」とお聞きして、見せていただきます。入って
いなければ担当の民生委員にお願いしたりもしま
す。

芦田　ほしいとおっしゃる方には、どこで入手した
らよいのですか？

谷本　基本は民生委員を通してですが、長寿介
護課の窓口で配付します。認知症の方など、情
報が正しいかどうかということもありますので、今後
ともみなさまにはご協力をお願いしたいと思います。

小野　ところで、精神科の先生の訪問診療は少
ないようですが、難しいのでしょうか？

米田　マンパワーと時間の問題ですね。医者も働
き方改革をいわれる時代ですから…。

島津　医師会でも、在宅医療、かかりつけ医に
ついての課題は多いように認識しています。

林　在宅療養中の方で先に訪問看護でご依頼を
受けた場合には、利用者の意向や生活状況を確
認して在宅医が必要かどうかを検討したうえで先
生方に介入のご相談をするような連携役を担うこと
もあります。緊急対応時もまずは訪問看護がお受
けして、先生にご報告してご指示をいただいて対
応しています。

瀧井　それに関しては『特定行為に係る看護師
の研修制度』が始まりましたね。三島南病院から
も研修に行かれている方がおられます。看護師に
医師業務の一部を担ってもらうということになるわけ
ですね。

林　ＩＣＴを利用した死亡診断等ガイドラインが厚
生労働省から提示されました。在宅医療での看
取りの場合、医師が看取りの場に立ち会えない場
合にＩＣＴ等を活用して提携し、看護師が医師の

指示を受けて死亡診断書に医師の名前を代筆し
てもよいというようなことに…。もちろん研修を受け、
医師との連携がきっちりとできていなければなりませ
んが、国の施策として在宅看取りを増やしていくと
いう考えから、死亡診断等ガイドラインが提示され
たり、特定行為研修であったり、医行為のところ
に看護師の役割が拡大していくのだと思います。

木村　患者側の医療のニーズに応えるためにも職
種連携、地域連携をしていかなければならないと
いうことになるわけですね。これだけ大切な地域連
携ということを、我 も々医師になってから学ぶわけ
ですが、これを医学教育の中でどのように取り入
れていくのかということ、そういう意識を学生の時
代から持ってもらうことも大事だと思いますが、いか
がでしょう？

米田　医学教育の中での大きな流れは、できるだ
け現場で、どれだけ学生自身が学ぶ機会を作る
のかという、主体的な学びの姿勢を培っていこう
と、カリキュラムを変更しているわけです。クリニカ
ル・クラークシップという名前で、実際に医行為に
近いところまで行ってよいという、Student Doctor
制というのも導入されていますし、我々の大学での
地域医療に関しては3回生、4回生に座学で知識
を入れ込んでいき、教室を横断的に加齢高齢者
コースというのはその典型だと思いますが、非常に
沢山の教室が集まって、一つのコースをつくりあげ
ていくというような形の教育も行っています。公衆
衛生も地域医療では非常に重要なポイントにもなる
ので、教育をしていただき、特に６回生の選択臨
床実習では、実習先にかなり多くの診療所も入っ
ていますし、地域の病院もかなり多く入っています
ので、実際の現場で経験をしてもらうことになって
います。

を知らなかったというようなことがあります。結核は
主に公費で治療するので、医師からの届出がい
かに重要かとか、最後まで薬を飲み切り耐性菌を
つくらないことだとか、地域での取り組みは実体験
で感じてもらうしかないと、思っておりますので、今
後も、地域医療を経験してほしいと思います。

米田　私も学生時代に公衆衛生の実習で結核の
ことをやりましたが、こんなにも結核の多い地域が
あるのかと、驚いたことがあります。そういう経験
は残るんですよね。

木村　薬剤師の方 も々こういう知識を持っている必
要がありますね…

芦田　薬剤師にもいろいろな知識は必要ですし、
薬局が気軽に相談できる窓口にならなければなら
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　時間的にも厳しいところもありますし、学部学生
に高いところを求めるのは難しいかもしれませんが、
初期臨床研修で地域医療は必修科目になってい
ますので、それをどれだけ有効に活用するか、彼
らはもう医師免許を持っていますので、かなりのと
ころはできるはず。地域医療はだいたい主要科目
の初期研修を終えた後で設定されていることが多
いので、もっと実践的な現場というのを学ぶ機会
は大きいと思います。学生時代に3カ月かかったも
のを研修医時代には2～ 3週間で学べるというよう
な濃密な時間を過ごせると思いますから、できるだ
け活用できるプログラムづくりが必要でしょうし、地
域医療にもっと力を入れているような、またそういっ
た勉強の機会があるような病院にしていかなくては
ならないのではないかと思います。

小野　看護もそうですよね。訪問看護師のところ
へ実習に行ったりしていますよね。

林　まだ、やっと軌道に乗ってきたところですが、
看護学部の在宅看護研修を受け入れたり、病院
看護師の在宅研修を受けたり、少しずつでも生活
の視点を持ってもらうように、急性期病院で働いて
いたとしても、退院後の生活を見据えた看護が必
要なので、この生活の視点を少しでも理解してもら
えればと、取り組んでいるところです。

木村　これだけ密に地域の連携が行われている
場所で人材育成を考えると、教育面は非常に大
事なことになりますね。

谷本　私が保健所にいた時にも研修医が回ってき
てくれましたが、医学教育で結核という講義が少
なかったんですね。ですが、現在高齢者の結核
患者がどんどん増加しています。研修医も実際に
地域に出てみないと、こういう病気があるということ

ないと思っています。例えば、毎月、認知症カフェ
を開いたり、薬局にも管理栄養士を置き、栄養相
談を受けたりもしています。

林　地域包括にも管理栄養士がいらっしゃるところ
もありますが、これから考えなければならないのは、
そこには何の報酬もつかないので、完全にボラン
ティアになってしまっているということです。

芦田　在宅医療をやりたい管理栄養士は多いん
ですけどね。

島津　医師会のハンドブックには、高槻市栄養士
会との連携による在宅患者訪問栄養食事指導と
いうのがあります。これには自費が発生します。こ
ういうこともしてはいますが、なかなか利用される方
はいらっしゃいませんね。

林　在宅のおける栄養管理指導などに、報酬が
つくように高槻市が始めてくれれば、全国初になる
んですけどね。

木村　現状の問題点、今後の課題としての提言
もいただき、ありがとうございます。この地域ネット
ワークがますます発展することが地域力をアップさ
せ、健康なまちづくりにつながっていくだろうと思い
ます。本日は、ありがとうございました。


